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１．調査事業の目的 

 
我が国では、戦後の高度経済成長期、産業公害の頻発が国民の不安と批判を招来するとと

もに産業の健全な発展に支障を及ぼしかねない事態となっていたことを踏まえ、昭和４６年

に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」を制定し、特定施設を設置してい

る工場・事業場に対し、公害防止管理者の設置を義務づけることとした。この公害防止管理

者制度による工場における公害防止体制の整備や積極的な公害防止対策投資等も相まって、

昭和５０年代以降、我が国の激甚な公害は改善に向かい、今や概ね良好な操業環境が保たれ

るに至っている。現在の水準まで公害防止対策が進んだ背景には、最新技術による公害防止

設備の導入のみならず、日常の公害防止対策において地道に弛まぬ努力を続けてきた公害防

止管理者の存在が不可欠であったと考えられる。 
他方、近年では、人口構成の変化等に伴う経済規模の縮小やグローバル化による国内工場

の減少により、国内売上減に伴う人員整理や新規採用減を余儀なくされる業種もみられる一

方、環境関連規制が年々複雑化する中で、企業の公害防止管理のための体制にも少なからず

影響がでてきていることが考えられる。加えて、昭和５０年代以降、公害防止管理の草創・

発展期を支えてきた世代が引退する時期を迎えており、これまで社内で蓄積されてきた独自

の運転・維持・管理・排出量及び濃度測定等の技術・ノウハウの次世代への着実な継承が事

業者の大きな課題の一つとなっているものと考えられる。さらに、グローバル化の進展によ

り、アジアを中心とした海外への工場進出が顕著となっている中で、企業の国際的なレベル

での環境保全への信頼性を維持・向上させるためにも、現地工場の従業員への公害防止管理

技術・ノウハウの円滑な移転も重要な課題の一つとなってきているものと考えられる。 
公害防止管理業務は、日々、滞りなく進められることが当然の責務とされ、いったん問題

が発生すると、自社の存亡に関わる事態に発展しかねない責任重大な業務であり、日々の売

上や利益の変動に左右されて、その業務体制を変えるような性質のものではないが、上述の

ような社会・経済情勢の変化がある中で、今後も我が国企業の公害防止管理が着実に実施さ

れる体制を維持する必要がある。 
このような背景のもと、本調査事業は、我が国企業における公害防止管理の現状や課題に

ついて調査・分析し、今後の公害防止管理者制度も含めた公害防止管理の在り方に関する提

言を行うことを目的とした。 
 
２．調査事業の内容及び方法の概要 

 
２－１．企業の公害防止管理の実態の把握 

 現在の我が国企業における公害防止管理の状況・課題等を把握するために、はじめに企業

に対してアンケート調査を実施した。調査に当たって、（３）項に記したように検討会を設置

し、はじめにアンケート項目・送付対象企業について検討を加えた。次に、アンケート調査

結果、及びアンケート回答企業への聞き取り結果を踏まえて、企業の公害防止管理の状況、

課題等の実態を分析・整理した。 
 
２－２．我が国の公害防止管理に係る取組の現状の把握 

今後の公害防止管理者制度も含めた公害防止管理の在り方についての検討用基礎資料とす

るために、これまでの我が国の公害防止施策の変遷、環境汚染物質の排出値の推移を文献調
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査によりまとめた。また、上記（１）のアンケート結果を踏まえて、アジア諸国（中国、タ

イ、インドネシア）における公害防止制度について整理した。また、検討会で報告された関

連団体等からの公害防止における取組の報告内容も参考とした。 
 
２－３．検討会による調査内容の検討 

 本調査事業を実施するに当たって、公害防止管理者制度に精通している有識者からの助言

を得るために、下記の検討会を開催した。 
 
① 検討会出席者 

検討会委員（五十音順）（○：委員長） 
指宿 堯嗣  一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問 
須藤 正行  千葉市環境局環境保全部環境規制課 課長 
辰巳 憲司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 

          浄化機能促進研究グループ 客員研究員 
中村 知道  一般社団法人日本鉄鋼連盟 

（ＪＦＥスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 主任部員） 
奈良 恒雄  一般社団法人日本化学工業協会 

          （住友化学株式会社 レスポンシブルケア室 兼 気候変動対応推進室 
主席部員） 

服部 一彌  全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境委員会委員長） 
（株式会社ハツメック 代表取締役社長） 
（第１回：清水 篤人 全国鍍金工業組合連合会 専務理事） 

○安井 至   一般財団法人 持続性推進機構 理事長 
          （独立行政法人 製品評価技術基盤機構 名誉顧問） 

柳 憲一郎  明治大学法科大学院 環境法センター長 
渡邊 恵子  日本製紙連合会 

          （日本製紙株式会社 環境安全部 主席技術調査役） 
 

経済産業省 
田中 秀明  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長 
中嶋 重光  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長補佐 
太田 晴信  経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 
北川 航   経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

 
事務局 

北浦 伸幸  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 部長 
山野 和之  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 
河田 和久  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 
久保 道子  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査業務グループ 研究員 

 
② 検討内容と検討会日程 

 本検討会では、 
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(1) 公害防止管理の変遷、環境基準達成状況や立入検査・行政指導状況等を含む国内の公

害防止管理への取組の現状、及び検討会委員からのプレゼン内容を踏まえて、(2)以
下について検討した。 

(2) 企業の公害防止管理の実態を把握するためのアンケート調査票の内容を検討した。 
(3) 調査票の集計・分析結果及び文献調査・ヒアリング結果をもとに、企業の公害防止管

理体制並びに公害防止管理者制度等を含む公害防止管理の在り方について検討した。 
(4) 本調査の報告書案について検討した。 

なお、検討会は非公開で開催した。各検討会の開催日及び主な検討項目を表 2.1 に示す。 
 

表 2.1 検討会日程と検討項目 

 
③ 検討会資料等 

 各検討会で議論した配布資料は表 2.2 のとおりである。 
なお、第１回～第３回の検討会で用いた配布資料（第３回での報告書案は除く）及び議事

概要を末尾に添付した。 
 

表 2.2 検討会において議論した配布資料及びその概要 
検討会 資料名 主な内容 
第１回 （資料３）国内公害防止

管理に係る取組の現状 
説明：事務局 

－公害防止管理の変遷 
－公害防止に関するマクロ指標の推移 
－公害防止管理業務フロー 
－大気、水環境の環境基準達成状況の推移 
－大防法､水濁法の対象施設､立入検査､行政指導件数の推移 
－製造業の工場の海外進出状況 

 （資料４）公害防止管理
者制度の実情 

説明：指宿委員 
－公害防止管理者資格者数の推移 
－公害防止管理者の年齢分布の推移 
－公害防止管理者等リフレッシュ研修 

 （資料５）千葉市の公害
防止管理の現状 

説明：須藤委員 
－千葉市の環境行政体制 
－千葉市の公害防止対策 
－法、条例、協定に基づく指導等 
－企業の公害防止管理に対する意見 
－自治体の公害防止管理業務における課題と対策 

 （資料６）公害防止管理
に係る論点 

説明：事務局 
－企業の公害防止管理体制について 
－公害防止管理者制度について 

 （資料７）アンケート調
査票 

説明：事務局 
－企業プロフィール 
－企業における公害防止管理の在り方に関するアンケート
調査の内容 

－アンケート票の送付先について 

検討会 第１回 第２回 第３回 
開催日 11 月 10 日 1 月 27 日 3 月 2 日 

検討 
項目 

公害防止管理に係る取組の現状 
公害防止管理に係る論点及びア

ンケート調査内容 

公害防止管理に係る取組の現状 
海外の公害防止管理者制度の概

要 
アンケート調査結果 
ヒアリング項目 

ヒアリング結果 
報告書案の検討 
今後の公害防止管理の在

り方に関する提言の検討 
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第２回 （資料３）企業の公害防
止管理への取組 

説明：中村委員 
－鉄鋼業における公害防止管理の取組について 

説明：奈良委員 
 －公害防止管理について 
説明：渡邊委員 
 －公害防止管理への取組み 
説明：服部委員 
 －業界、企業の公害防止管理に係る取組の現状について 

 （資料４）海外の公害防
止管理者制度 

説明：事務局 
 －日本、中国、タイ、インドネシアの４ヶ国の公害防止管理

者制度について、企業の公害防止組織、各主体の役割、制
度の対象事業者等、資格制度、試験・研修制度について整
理したもの 

 （資料５）アンケート調
査結果 
（資料６）公害防止管理
に係る論点 
（資料７）ヒアリング調
査について 

説明：事務局 
 －アンケート調査結果 
 －アンケート調査結果を踏まえて整理した公害防止管理に

係る論点 
 －アンケート結果を踏まえて、さらにヒアリングで具体的な

内容を確認するための内容 
第３回 （資料２）ヒアリング調

査結果 
説明：事務局 
 －ヒアリング調査結果 

 （資料３）報告書（案） 
（資料４）公害防止管理
の在り方に関する提言
（案） 

説明：事務局 
 －報告書案 
 －アンケート調査内容、ヒアリング調査内容、委員会プレゼ

ンを踏まえての提言内容 
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３．公害防止管理の現状 

 
３－１．公害防止管理の変遷 

 
（１）環境対策の変遷 

我が国では昭和 30 年代以降、公害対策基本法、公害防止管理者法等の制定をはじめとする

環境対策、また事業者においても様々な取り組みが行われてきた（図 3.1.1）。昭和 42 年に公

害対策基本法が、翌年には大気汚染防止法等が制定され、昭和 45 年のいわゆる“公害国会”

において新たに水質汚濁防止法等の制定や改正が行われ、公害問題に関する法令の抜本的な

整備が行われた。昭和 50 年頃になると汚濁の著しい閉鎖海域の水質を確保するために水質総

量規制制度が導入され、大気汚染対策として窒素酸化物の総量規制も導入された。平成 5 年

にはそれまでの公害対策基本法が廃止され、自然環境保全も取り入れた環境基本法が制定さ

れた。その頃には「予防原則」による未然防止の考え方が一般化し、企業の自主的取組が本

格化した。その後、環境影響評価法、土壌汚染対策法等が制定され、近年ではデータ改ざん

等の不適正事案に対応するために大気汚染防止法や水質汚濁防止法が改正されている。また、

平成 27 年には新たに「水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水銀汚染防止法）」が制

定されている。 
その結果、現在では環境問題への社会的な関心が、いわゆる産業型公害から都市生活型公

害、化学物質管理、循環型社会への対応、地球温暖化対策へと広がってきており、事業者の

一層の自主的取組が求められている。 
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環境影響評価法

制定(H9)

土壌汚染対策法

施行(H15)

PRTR法制定(H11)

環境省設置(H13)

省エネ法制定(S54)

再生資源利用

促進法制定(H3)

京都議定書発効(H17)

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特

別措置法施行(H12)

揮発性有機化合物

排出規制施行(H18)

地球温暖化対策

推進法制定(H10)
循環型社会形成推

進基本法制定(H18)

企業自主的取組の

本格化（H11～)

大防法･水濁法改正(H22)

（不適正事案対応）

公害防止管理者法

制定(S46)

悪臭防止法制定(S46)

水質汚濁防止法制定(S45)

湖沼水質保全特別

措置法制定(S59)

廃棄物処理法制定(S45)

振動規制法制定(S51)

騒音規制法制定(S43)

大防法改正(H25)

（石綿飛散対策強化）

水濁法改正(H23)

（有害物質地下水汚染対応）

アベノミクスによる
経済拡大（H25～

大防法一部改正(H27)

（水銀等排出規制等）

水銀汚染防止法

制定(H27)

図 3.1.1 公害防止等の環境対策の変遷 

出典：平成 19 年 3 月 環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会の「公害防止に関する環境管理の在り方」
に関する報告書 p.5 の「図１我が国の環境問題の変遷」をもとに神鋼リサーチ追記作成 
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（２）大気、水環境における環境基準の達成状況の推移 

 

① 大気 

大気に関する環境基準の達成状況の推移については、概して多くの地点で環境基準を達成

している。ただし光化学オキシダント及び PM2.5 については、その発生メカニズムの特定の

ための現象解明と削減に向けた対策の検討が行われている段階にあり、低水準で推移してい

る（表 3.1.1）。 
 

表 3.1.1 大気に係わる環境基準達成状況 
項目 環境基準達成状況 

二酸化窒素(NO2) ・一般環境大気測定局(一般局)について、NO2の環境基準は、平成 25 年度で 1,278 有効

測定局のすべてで達成(100%)。自動車排気ガス測定局(自排局)では 405 有効測定局の

うち、401 局(99.0%)で達成。 
・二酸化窒素濃度は、一般局 0.010ppm、自排局 0.020ppm であり、両測定局で近年ゆ

るやかな改善がみられる。 
浮遊粒子状物質

(SPM) 
・一般局 1,324 局のうち 1,288 局(97.3%)で、自排局 393 局のうち 372 局(94.7%)で環境

基準を達成している。 
・年平均値は一般局 0.020mg/m3、自排局 0.022mg/m3で、ともに近年横ばい傾向。 

光化学オキシダント

(Ox) 
・環境基準を達成しているのは、一般局 1,152 局のうち 4 局(0.3%)、自排局 30 局のうち

0 局(0.0%)で依然として極めて低い水準となっている。 
二酸化硫黄(SO2) ・基準達成は、一般局 1,008 局(99.7%)、自排局 58 局(100%)と良好な状況が続いている。

年平均値は、一般局 0.002ppm、自排局 0.002ppm であり、1970 年(昭和 45 年)、1971
年(昭和 46 年)に比べて約 1/7 になっており、近年は横ばい傾向にある。 

一酸化炭素(CO) ・一般局 60 局すべて、自排局 243 局において、長期的評価では、1983(昭和 58)年度以

降すべての測定局で環境基準を達成。 
・平成 25 年度の年平均値は一般環境大気測定局 0.3ppm、自動車排ガス測定局 0.4ppm
で、近年は一般局で横ばい、自動車排ガス測定局ではゆるやかな改善傾向。 

微小粒子状物質

(PM2.5) 
・環境基準達成局は、一般局 492 局では 16.1%、自排局 181 局では 13.3%。長期基準の

達成率は、一般局で 218 局(44.3%)、自排局で 58 局(32.0%)、平成 24 年度に比べ低下

したものの、測定数が 100 局を越えた平成 23 年度以降の変動の傾向は明らかでなく、

全測定局の年平均値は横ばいで推移している。一方、短期基準の達成率は、一般局で

80 局(16.3%)、自排局で 24 局(13.3%)であり、平成 23 年度以降では最も低くなった。 
有害大気汚染物質 ・4 物質(ベンゼン､トリクロロエチレン､テトラクロロエチレン､ジクロロメタン)ともに

環境基準以下で年平均値は低下傾向を示している。 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 

 
② 水質 

＜人の健康の保護に関する項目（健康項目）＞ 

環境基準項目は、水質測定が開始された昭和 46 年度には 8 項目であったが、現在では 27
項目になっている。平成25年度の健康項目の測定地点数及び検体数は、それぞれ5,409地点、

213,576 検体である。健康項目全体（27 項目）の環境基準の達成率は 99.2％であり、大部分

の地点で環境基準をクリアしている。環境基準値の超過地点は、カドミウム、鉛、砒素、総

水銀、1,2-ジクロロエタン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の 8 項目につい

て、延べ 50 地点となっている。水域群別では、河川が 8 項目のべ 49 地点、湖沼が砒素 1 項

目 1 地点、海域は超過なしであった。なお基準値超過の主な要因としては、自然由来が最も

多く、砒素、ふっ素でこれが主たる原因となっている。 

＜生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）＞ 

環境基準項目は、水質測定が開始された昭和 46 年度には 7 項目であったが、現在では 12
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項目になっている。pH、BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数、全亜鉛、ノニルフェノール、

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸と塩で、湖沼については、全窒素・全燐が、海域について

は n-ヘキサン抽出物質が加わる。水域群（河川、湖沼、海域）別に、利水目的に応じて環境

基準の類型指定を行われている。達成状況については、次のようになっている。 

河川：BOD の環境基準達成率 92.0％、全亜鉛の環境基準(0.03mg/L)達成率 96.4％など。 
湖沼：COD の環境基準達成率 55.1％、全窒素・全燐の環境基準達成率 50.4％など。 
海域：COD の環境基準達成率 77.3％、全窒素・全燐の環境基準達成率 88.6％など。 

     東京湾 63.2％、大阪湾 66.7％、瀬戸内海 77.3％ 
 
（３）大気汚染防止法、水質汚濁防止法の対象施設、立入検査、行政指導件数の推移 

 
① ばい煙発生施設の届出数の推移 

平成 25 年度末のばい煙発生届出施設数は約 217,555 施設であり、最近 4 年間は概ね 21
万 7 千施設で推移している。なお、平成 11 年度以降、大気汚染防止法において届出が必要な

ばい煙発生施設数は減少傾向にある（図 3.1.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 種類別のばい煙発生施設の推移 

平成 25 年度では、ばい煙施設のうちボイラーが 63％を、次いでディーゼル機関が 17％を

占めている。経年変化では、ボイラーが近年減少傾向にあり、ディーゼル機関は増加傾向に

ある（図 3.1.3）。 
 
③ 揮発性有機化合物（VOC）排出施設の届出数の推移 

平成 25 年度末の VOC 排出施設数は 3,531 施設（1,108 工場・事業場）となっている。

平成 20 年度以降、大気汚染防止法において届出が必要な VOC 排出施設数は減少傾向にある

（図 3.1.4）。 
 
④ 一般粉じん発生施設の届出数の推移 

平成 25 年度末の一般粉じん施設数は 69,341 施設であり、平成 24 年度末より、293 施設
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100,000
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200,000

250,000
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施設数

電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法に係るばい煙発生施設数

（平成11年度以前は鉱山保安法の施設数を除く）

大気汚染防止法届出ばい煙発生施設数

図 3.1.2 ばい煙発生施設の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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増加している。平成 7 年度以降、平成 25 年度まで一般粉じん発生施設数は増加傾向にある（図

3.1.5）。 
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図 3.1.3 種類別のばい煙発生施設の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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大気汚染防止法届出揮発性有機化合物排出施設数

図 3.1.4 揮発性有機化合物(VOC)排出施設の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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図 3.1.5 一般粉じん発生施設の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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⑤ 特定粉じん発生施設の届出数の推移 

平成 18 年度末に 6 施設あった特定粉じん施設は、平成 19 年度末までに全て廃止されて

いる。（図 3.1.6）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 特定粉じん排出等作業件数の推移 

直近は年間 1 万件程度の作業件数となっている（図 3.1.7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 大気関係における立入検査実施工場・事業場数の推移 

都道府県等による平成 25 年度工場・事業場への立入検査件数は全体で 23,824 件であり、

そのうち、ばい煙発生施設設置工場・事業場に対するもの 15,219 件で、特定粉じん排出等

作業に対するもの 6,097 件などとなっている（図 3.1.8）。 
 
⑧ 大気関係における行政処分施設数等の推移 

平成 25 年度に都道府県等が行った行政処分施設数等は、0 件（平成 24 年度：1 件）と

なっている（図 3.1.9）。 
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図 3.1.6 特定粉じん発生施設の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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図 3.1.7 特定粉じん排出等作業の届出数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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⑨ 大気関係における勧告その他の行政指導施設数等の推移 

平成 25 年度に都道府県等が行った行政指導施設数等は 4,571 件であり、そのうち、ばい

煙発生施設は 3,432 件であり、大半を占めている（図 3.1.10）。 
平成 20 年度以降で、ばい煙発生施設での行政指導件数が増加している。この理由として、

次のことが考えられる。 
・一部の事業者において発生したばい煙等の排出値の測定結果を改ざんする等の不適正事

案に鑑み、平成 22 年度に大気汚染防止法を改正する法律（ばい煙の測定結果の未記録等

に対する罰則の創設、改善命令等の発動要件の見直し、事業者の責務規定の創設等）が

施行されたことで、全国的に行政指導件数が増加した。 
・平成 24 年度以降は、口頭による指導の件数も含めたため、増加の一因となった。 
・都道府県の行政指導は、主に出先事務所等が計画的に立入検査先を選定し、何年かに 1
度に検査を実施していること等もあり、都道府県別での件数には濃淡がある。 
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図 3.1.9 大気関係における行政処分施設数等の推移 

※平成 13 年度以前の「その他の命令施設数」には、「特定粉じん排出等作業に係る規制事務」における命令数も含まれる。 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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図 3.1.8 大気関係における立入検査実施工場・事業場数の推移 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑩ 水質汚濁防止法における特定事業場の推移 

平成 25 年度の全特定事業場数は約 27 万件であり、平成 24 年度に比べて約１千件減少し

ている。排出水量 50m3/日以上及び 50m3/日未満の事業場数は年々減少傾向にある（図 3.1.11）。
なお、業種別の特定事業場数では、旅館業、自動式車両洗浄設備、畜産農業が上位を占める。 
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※(＊)は、法に基づく勧告である。 
※指定物質排出特定施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを排出し、又は飛散させる施設で施行

令別表第 6（施行令腑則第 4 項関係）に係る施設をいう。平成 12 年度より調査を実施した。 
※平成 24 年度より、文章によるものだけではなく、口頭その他の方法による行政指導も含まれている。 
※特定粉じん排出等作業は平成 9 年度より法規制対象となった。 
出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 

図 3.1.10 大気関係における勧告その他の行政指導施設数等の推移 
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図 3.1.11 水質汚濁防止法における特定事業場の推移 

出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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⑪ 水質関係における立入検査、行政指導件数の推移 

平成 25 年度に都道府県等が行った立入検査件数は約 4 万件、行政指導件数は約 8,800 件

となっている。立入検査件数は年々減少傾向にあるものの、行政指導件数は横ばいの状況に

ある（図 3.1.12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２．公害防止管理体制 

 
（１）公害防止に係わるマクロ指標の変化 

各種資料統計をベースとして公害防止に関するマクロ指標の状況をみると、全ての指標に

おいて漸減傾向を示していることが明らかになった（図 3.2.1）。 
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地方公害行政者数

都道府県・市町村の公害防止事業費＜廃棄物処理施設整備を除く＞

国予算＜環境保全経費＞

水質汚濁防止法等に基づく全特定事業場数

公害防止管理者等国家試験合格者数＜単年＞

大気汚染＋水質汚濁防止装置の生産実績

環境装置受注状況（大気汚染＋水質汚濁防止装置）

図 3.2.1 公害防止に係わるマクロ指標の変化 
出典：各種資料より神鋼リサーチ作成 
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図 3.1.12 水質関係における立入検査、行政指導件数の推移 

出典：環境白書より神鋼リサーチ作成 
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① 地方公害行政者数は、この 20年間で 2割以上減少している。 

 例えば、千葉市環境局で公害対策を所管する環境保全部の職員数は、昭和 55 年（1980 年）

に 88 名であったが、平成 5 年（1993 年）には 72 名になり、平成 10 年（1998 年）以降は

65 名前後に減少している（表 3.2.1）。 
 

表 3.2.1 千葉市環境局環境保全部の職員数推移 
 昭和 55年 平成元年 平成 5年 平成 10年 平成 15年 平成 20年 平成 25年 

職員数 88 83 72 64 67 63 65 

出典：本調査第 1 回検討会資料 
 
② 都道府県＋市町村の公害防止事業費は、この 16年間で半減以下になっている。 

 例えば、千葉市の公害関係予算についても、平成初期に比べて現在は減少傾向にある（図

3.2.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 国の環境保全経費は、2000 年度前後に 1994 年度比 2 割程度増加した後、近年は 1994 年

度比で半減している。 

④ 公害防止管理者等国家試験合格者数は、年度毎に増減はあるものの、一定レベルの合格者

数となっている。 

⑤ 大気汚染＋水質汚濁防止装置の生産実績は、この 19年間で約 7割近く減少している。 

⑥ 環境装置受注状況（大気汚染＋水質汚濁防止）は、2000 年度比で約 3 割の水準となって

いる。 
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図 3.2.2 千葉市の公害関係予算の推移 

出典：本調査第 1 回検討会資料 
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（２）企業における公害防止管理体制 

我が国では昭和 30 年代以降、公害対策基本法、公害防止管理者法（特定工場における公害

防止組織の整備に関する法律）等の制定をはじめとする環境対策に対応し、企業においても

様々な取り組みが行われてきた。 
基本的に、特定工場を有する工場においては、公害防止管理者法に従って、公害防止組織

を構築し、工場内において有効適切な公害防止体制を確立することになっている。 
 以下に、企業における公害防止管理体制への取り組み事例を紹介する。 
 
① 鉄鋼業における対策例（出典：日本鉄鋼連盟） 

＜日本鉄鋼連盟の取組＞ 

会員メーカー各社間における環境管理の向上等を目的として、原則として年１回、環境

交流会を開催し、環境管理に係る情報交換等を実施している。同交流会はこれまで平成 19
年以降、計９回開催している。 

＜会員企業における取組＞ 

会員メーカー（高炉および電炉メーカー）における環境管理に係る取組状況は、次のと

おりとなっている（出典：いずれも日本鉄鋼連盟調べ）。 
 ・本社における環境管理体制について 
   環境管理に関する全社的な取組体制が一般化している（図 3.2.3）。 
   全社の環境マネージメント実施状況、リスク課題対応状況の定期的な経営層への報告

については着実に対応している。このことから、環境管理は各社における経営上の重要

課題として位置づけられている（図 3.2.4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.3 環境マネージメントに関わる全社方針等の策定及び各事業所への周知有無 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
原出典：日本鉄鋼連盟 

実施している（一部実施等含む）

実施している（一部実施等含む）

未実施

実施している（一部実施等含む）

実施している（一部実施等含む）

未実施

図 3.2.4 環境マネージメント実施状況、リスク課題対応状況の経営層への報告 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
原出典：日本鉄鋼連盟 
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 ・事業所における環境管理体制について 
   公害防止統括者、公害防止管理者等の法定管理者の責務・役割・業務内容の明確化が

進展しており、事業所の環境管理体制に公害防止管理者を組み込む傾向が一般化してい

る（図 3.2.5）。 
   また、事業所内の各工場における、環境に関する異常を想定した訓練の定期的な実施

が一般化している（図 3.2.6）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・地域とのコミュニケーション 
   地域とのコミュニケーションとして、各事業所を取り巻く環境に応じ、以下のような

取組を行っている事例がある。 
－情報公開（情報公開システムやインターネット、CSR 報告書などを活用した環境関

連情報の公開） 
－地域住民意見の聴取（地元自治会との連携） 
－工場見学 
－その他（清掃活動や公共交通機関による通勤の促進など） 

 
② 化学工業における対策例（出典：日本化学工業協会） 

＜日本化学工業協会の取組＞ 

  日本化学工業協会では、レスポンシブル・ケアの中で次のような具体的な活動を実施し

ている（図 3.2.7）。このうち、社会との対話として、同工業協会では全国的な地域対話を

続けている（図 3.2.8）。 

明確化している（一部明確化等含む）

明確化している（一部明確化等含む）

未明確化

図 3.2.5 公害防止管理者等の責務･役割･業務内容の明確化状況 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
原出典：日本鉄鋼連盟 

実施している（一部実施等含む） 未実施

実施している（一部実施等含む）

図 3.2.6 事業所の各工場での異常対応の定期的な訓練の実施状況 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
原出典：日本鉄鋼連盟 
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＜会員企業：住友化学の取組＞ 

  同社の公害防止管理者及び組織体制（図 3.2.9）と社内での実施体制（図 3.2.10）を示す。

また、同社では公害防止管理において工夫を重ねている（図 3.2.11）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.7 レスポンシブル･ケアの具体的な活動メニュー（年間） 

出典：本調査第 2 回検討会資料 

公害防止管理者及び組織体制 

１．公害防止管理者の選任 
・公害防止統括者：工場長 
・公害防止主任管理者：当該プラント部長職 
・公害防止管理者：当該プラント課長職 

２．資格保有者数 
・公害防止管理者 約 400 人 
（うち現在従事者約 70 人） 

３．資格取得計画 
・部課単位で計画的な資格取得を推進 
予備人員の確保（人事異動、定年退職その他への対応） 

図 3.2.9 住友化学(株)の公害防止管理者数等 
出典：本調査第 2 回検討会資料 

図 3.2.8 日本化学工業協会が実施している全国的な地域対話 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
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③ 製紙業における対策例（出典：日本製紙連合会） 

＜日本製紙連合会の取組＞ 

業界として、環境に関する自主行動計画の中で「環境方針」（図 3.2.12）が示されており、

公害防止管理については、各社がそれぞれ主体的に取り組むようになっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的な取り組み事例 
１．自主管理・自己責任の徹底  
  レスポンシブル・ケアの推進 → PDCA サイクルを回す、結果は必ず社会に公表     
２．基準値、自主管理値の管理 
  ・基準値超過時の対応方法の標準化 （再測定の実施、対行政報告等） 
  ・自主管理値異常時の初期対応徹底 
３．社員のモラールアップの人事制度導入 
  新しい成績評価として一般社員に対して、コンプライアンスの徹底や環境・安全面
での貢献を人事評価に取り込み（2007 年 10 月～） 

４．外部の目を積極的に受け入れ、透明性を確保。  
  （１）情報開示の徹底 
     工場単位での環境安全レポートの刊行、講演・講義活動、 
     地域広報誌の刊行 
  （２）多様なステークホルダーとの相互交流の推進 
      （環境対話集会、化学物質リスクコミュニケーション、環境モニター制度、 
     海外の環境保全への協力・支援、エコインターンシップ等々）  

図 3.2.11 住友化学(株)の公害防止管理における具体事例 
出典：本調査第 2 回検討会資料 

図 3.2.12 日本製紙連合会の「環境に関する自主行動計画」の環境方針 

出典：本調査第 2 回検討会資料 

図 3.2.10 住友化学(株)の公害防止管理の実施体制 

出典：本調査第 2 回検討会資料 



18 
 

＜会員企業：日本製紙の取組＞ 

  同社では、本社の環境安全部が工場・事業所の内部環境監査、監視等を実施するととも

に外部ステークホルダーへの開示、対話を通して、工場・事業所の公害防止管理体制の強

化を図っている（図 3.2.13）。 
  さらに、事業所のデータをすべて本社の複数の部署で監視できる仕組みを構築しており、

万が一、基準を超えた場合は、アラームを発し、確認と記録をとるようにしている（図

3.2.13）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ めっき業における対策例（出典：全国鍍金工業組合連合会） 

＜全国鍍金工業組合連合会の取組＞ 

  全国24工業組合、約1,400社のめっき企業が所属している団体で、業界としての活動は、

環境保全対策マニュアルの作成・普及の他に、排水濃度調査等を実施しており（図 3.2.14）、
合わせて、国の定める暫定排水基準は満たしているが一律基準未達成の組合員企業を把握

するとともに、一律基準達成に向けた技術指導や情報の提供を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜会員企業：ハツメックの取組＞ 

株式会社ハツメックは三重県桑名市のめっき企業である。同社は、公害防止管理に関す

る取組として、「コンプライアンスの遵守」、「教育活動」、「環境影響活動の取組」を掲げて

図 3.2.13 日本製紙の公害防止管理体制及び環境データシステムの構築 

出典：本調査第 2 回検討会資料 

図 3.2.14 全国鍍金工業組合連合会の公害防止管理への取組 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
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いる。 
「コンプライアンスの遵守」では、公害防止管理者を選任しての機器の常時監視、排水

測定のチェック（内部チェック、外部チェック）、異常時の対応情報の蓄積に取り組んでい

る（図 3.2.15）。「教育活動」では、M-MES（三重環境マネージメントシステム）の取組の

中で、外部研修の形で現場の従業員が公害防止活動の発表を実践させ、公害防止管理の重

要性を見直す機会をもってもらうなどの活動を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2.15 (株)ハツメックの公害防止管理への取組 

出典：本調査第 2 回検討会資料 
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３－３．公害防止管理者制度 

 
（１）公害防止管理者制度の概要 

 大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の各種公害規制を遵守し、公害の防止に万全を期すた

め、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」（昭和 46 年法律第 107 号）にお

いて、各種公害規制法により規制されている特定施設が設置されている工場に対しては、国

家資格を有する公害防止管理者等の選任による公害防止組織の整備（図 3.3.1）と、都道府県

知事等への届出が義務付けられている（図 3.3.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公害防止統括者

公害防止主任
管理者（資格要）

公害防止管理者
（資格要）

工場長
事業所長

環境管理
担当部課長

環境管理担当
の課長、補佐

・工場の公害防止業務を統括管理
・工場における環境管理方針の策定・浸透等
・データ改ざんや隠ぺい防止の仕組みの構築

・公害防止統括者の補佐
・公害防止管理者の指揮
・地方自治体とのコミュニケーションの実施 等

・工場の公害防止の技術的業務の管理
・設備の点検、排出データの測定、記録、監視等
・従業員等への環境教育の実施 等

図 3.3.1 特定工場における公害防止組織 

図 3.3.2 公害防止管理者制度における各主体の役割等 

出典：環境省；効果的な公害防止取組促進方策検討会（第 1 回）配布資料の参考資料１「公害防止管理者法の概要」 
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（２）公害防止管理者の資格制度 

 
① 公害防止管理者等の資格 

公害防止管理者は、公害防止主任管理者を含め、排出量等に応じた公害発生施設の区分に

応じ、選任することが必要となる公害防止管理者の種類が異なる。具体的には、大気関係 1
種～4 種、特定粉じん関係、一般粉じん関係、水質関係 1 種～4 種、騒音関係、振動関係、ダ

イオキシン類関係、主任管理者の 14 種類の資格がある（騒音・振動については、平成 18 年

度以降、資格区分が統合された）。 
資格を得るには、 
(1)毎年実施される国家試験に合格することにより資格を得る方法 
(2)実務経験等のある者が毎年実施される資格認定講習を受講して資格を得る方法 

がある。 
 
② 指定試験機関 

公害防止管理者試験は、経済産業大臣及び環境大臣が行う国家試験であるが、「特定工場に

おける公害防止組織の整備に関する法律（昭和 46 年法律第 107 号）」第８条の２の規定に

より、経済産業大臣及び環境大臣が指定する指定試験機関に、試験事務を実施させることが

できるとされており、現在、（一社）産業環境管理協会が指定されている。 
 
③ 資格認定講習 

公害防止管理者の資格認定講習は、経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行うこ

ととされている。現在、２法人（（一社）産業環境管理協会、（一社）日本砕石協会）が講習

機関として、業務を実施している。 
 
④ 公害防止管理者資格者数の推移 

 平成20年度以降、公害防止管理者等の資格取得人数は、毎年8,000人前後で推移している。

累計総数は、国家試験合格者約 35.2 万人、認定講習取得者約 12.3 万人の合計約 47.5 万人で

あるが、過去の産業環境管理協会以外の機関が実施した認定講習分を含めると、さらに 10 万

人程度増えると見込まれている。 
 

表 3.3.1 公害防止管理者等の資格取得人数の推移 （昭和 46, 47 年度、平成 20～26 年度） 
年度 S46年 S47年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 累計 

国試 36,385 35,667 5,134 3,132 6,127 6,446 6,691 6,220 6,364 5,407 6,501 351,685 

認定 - 3,005 2,057 2,340 2,639 2,475 2,240 1,882 1,950 1,925 1,856 122,966 

合計 36,385 38,673 7,191 5,472 8,766 8,921 8,931 8,102 8,314 7,332 8,357 474,651 

出典：本調査第 1 回検討会資料 
 
⑤ 公害防止管理者の年齢分布の推移 

 公害防止管理者の年齢分布をみると、50 歳代以上の、産業型公害の知見や対策を経験した

者が多く、20 歳代の人は少ない（図 3.3.3）。 
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⑥ 公害防止管理者数の推移予測 

 公害防止管理者の推移予測では、リタイアする人数を補うために新規に資格を取得する人

を加味しても、少なくとも現状を維持するには資格者数が不足すると推測されている。 
 
⑦ 公害防止管理者等リフレッシュ研修 

 （一社）産業環境管理協会では、平成 20 年度より公害防止管理者の有資格者の再教育を目

的として、リフレッシュ研修を実施している（図 3.3.4）。近年の受講者数（年間）は、公害

防止と環境法を中心としたリフレッシュ研修で 600 名程度となっている（図 3.3.5）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3.4 リフレッシュ研修の概要 

出典：本調査第 1 回検討会資料 

図 3.3.3 公害防止管理者（国家試験合格者）の 2009 年における年齢分布（推定） 
出典：環境管理, No.12(2007 年) 
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図 3.3.5 リフレッシュ研修の年度別受講者数の推移 

出典：本調査第 1 回検討会資料 
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３－４．公害防止管理に関する施策 

 
公害防止管理において、法規制による排水基準の設定、公害防止管理組織法による事業所

での公害防止管理体制の強化などの取組と合わせて、企業の公害防止設備を積極的に導入す

るための施策がある。 
 

（１）公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る課税標準の特例措置（固定資産税） 

本特例措置は、企業の公害防止設備投資に係る税制上の優遇措置を行うことで、事業者の

公害防止対策に対する取組を促進し、我が国の環境対策の推進及び良好な生活環境の保全を

図るための措置であり、対象は大企業、中小企業である。 
 対象設備について、固定資産税の課税標準の特例率が認められる。適用期間は平成 29 年度

末（平成 28 年度税制改正により、平成 29 年度まで延長予定。）までとなっている（表 3.4.1、
図 3.4.1）。 

表 3.4.1 特例措置の概要 
対象設備 特例率 

汚水又は廃液処理施設 
（地方税法附則第１５条第２項第１号） 

１／３を参酌して１／６以上１／２ 以下の範

囲内において条例で定める割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）株式会社日本政策金融公庫 環境・エネルギー対策資金（国民生活事業） 

 日本政策金融公庫において実施している融資制度であり、小規模事業者が、大気汚染防止・

アスベスト対策、水質汚濁防止等の公害防止施設の設備導入を行う際、設備導入等資金につ

いて低利融資を行う制度である（表 3.4.2）。 
 

表 3.4.2 環境･エネルギー対策資金（国民生活事業）の概要 

 貸付対象  利用可能な資金（アスベスト
のみ運転資金もあり）  

貸付  
利率  

貸付限度 貸付  
期間  

適用
期限  国民公庫  

大 気 汚
染関連  

揮発性有機化合物、
特定物質 28 物質を
排出するもの 

集じん又は除じん装置、燃焼改
善施設、吸着、分解又は分離装
置 等  

特利③  

7,200 万円以内  
（運転資金は
4,800 万円以
内）  

15 年以内  
（運転資
金は 5 年
以内）  

平成
27 年
度末  

ア ス ベ
ス ト 対
策関連  

アスベストを発生又
は飛散する者 

アスベストの発生、飛散の防止
のために必要な資金  

特利②  既存建築物における吹付けア
スベストなどの除去、封じ込め
または囲い込みを行うために
必要な資金  

水質汚濁
関連 

有害物質使用特定施
設若しくは有害物質
貯蔵指定施設を設置
しようとするもの 

水質汚濁防止法第 12条の 4に規定
する構造等に関する基準に適合し
た施設 

特利② 

注）平成 28 年度財投改正により、大気汚染関連、水質汚濁関連を廃止した上で、適用期限を平成 28 年度末まで延長予定。 

図 3.4.1 特例措置による優遇措置の例 
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（３）株式会社日本政策金融公庫 環境・エネルギー対策資金（中小企業事業） 

日本政策金融公庫において実施している融資制度であり、中小事業者が、大気汚染防止・

アスベスト対策、水質汚濁防止等の公害防止施設の設備導入を行う際、設備導入等資金につ

いて低利融資を行う制度である（表 3.4.3）。 
 

表 3.4.3 環境･エネルギー対策資金（中小企業事業）の概要 

 貸付対象  利用可能な資金（アスベスト

のみ運転資金もあり）  
貸付  
利率  

貸付限度 貸付  
期間  

適用

期限  中小公庫  

大気汚
染関連  

ばい煙、揮発性有
機化合物、特定物
質 28 物質を排出
する者  

集じん又は除じん装置、燃焼改
善施設、吸着、分解又は分離装
置 等  

特利③  

７億２千万円以
内 
（運転資金は２
億５千万円以
内） 
※特利の適用
は、４億円が限
度。 

15 年以内  
（運転資
金は 7 年
以内）  

平成
27 年
度末  

アスベ
スト対
策関連  

アスベストを発生又
は飛散する者 

アスベストの発生、飛散の防止
のために必要な資金  

特利②  既存建築物における吹付けア
スベストなどの除去、封じ込め
または囲い込みを行うために
必要な資金  

水質汚  
濁関連  

汚水又は廃液を排出
する者 

沈でん又は浮上装置、汚泥処理
装置、濃縮又は燃焼装置、凝集
沈でん装置、生物化学処理装置 
等  

特利②  
有害物質使用特定施
設若しくは有害物質
貯蔵指定施設を設置
しようとする者 

水質汚濁防止法第 12 条の 4 に
規定する構造等に関する基準
に適合した施設  

注）平成 28 年度財投改正により、適用期限を平成 28 年度末まで延長予定。 
 
 
 
 
  



26 
 

４．公害防止管理の在り方に関する論点整理及び提言 

 
４－１．公害防止管理の在り方に関する論点整理 

 
アンケート調査結果及び企業への聞き取り調査結果等をもとに、有識者による検討会での

議論を踏まえて、公害防止管理の在り方に関する論点を、「企業の公害防止管理体制」、「公害

防止管理者制度」、「公害防止管理に関する施策」の 3 つの視点から整理した。 
 

４－１－１．企業の公害防止管理体制 

 
（１）10年前と比較して公害防止管理業務の経営上の位置づけはどのように変化しているか。 

 
 
 
 

 予算・人員・設備投資のいずれにおいても「変わらない」の回答数が概ね半数で

あったが、予算においては大企業、中小企業ともに「増加」の回答数が「減少」

の回答数よりも多く、また、人員・設備投資においては中小企業で「増加」の回

答数が「減少」の回答数よりも上回った。「増加」の主な理由としては、環境規制

の強化、事業拡大、また体制の強化に対応するためが挙げられ、「減少」の主な理

由として、経営効率化、組織や体制の変更、合理化の進展などが挙げられる（表

4.1.1.1、表 4.1.1.2、表 4.1.1.3）。 
 公害防止管理業務の重要性の認識について、「大幅に向上」、「向上」、「やや向上」

を加えると、全体では 6 割を越えている。特に中小企業では約 2/3 が「向上」と

回答しており、中小企業での認識が高まっていることが確認された。向上の理由

としては、大企業では「CSR 活動の強化」に加えて、「やって当たり前」と常識

になっているとの回答数が多く、中小企業では「やって当たり前」のほかに、「環

境規制強化」、「対応事項の増加」、「経営者の環境意識の向上」を理由に挙げる企

業が多い（表 4.1.1.4）。 
 日本鉄鋼連盟によると、「全社の環境マネージメント実施状況、リスク課題対応状

況を定期的に経営層に報告している」ことが近年は一般化しており、公害を含む

環境管理は経営上の重要課題として位置づけられている。 
 

表 4.1.1.1 公害防止管理業務に関する予算の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 13 6 9 15 4 3 
②増加(10～30%増加) 21 10 7 12 14 9 
③やや増加(5～10%程度) 31 15 7 12 24 16 
④変わらない(±5%程度) 107 50 21 36 86 56 
⑤やや減少(5～10%程度) 8 4 4 7 4 3 
⑥減少(10～30%減少) 8 4 4 7 4 3 
⑦大幅に減少(30%以上) 5 2 3 5 2 1 
無回答 19 9 4 7 15 10 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 

公害防止管理業務の経営上の位置づけは、10年前と比べて「変わらない」との認識を

示す企業が多い。中小企業は、予算・人員・設備投資ともに、「増加した」との回答も

一定数あり、重要性の認識も向上している。 
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表 4.1.1.2 公害防止管理業務を担当する人員の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 10 5 4 7 6 4 
②増加(10～30%増加) 20 9 6 10 14 9 
③やや増加(5～10%程度) 14 7 4 7 10 7 
④変わらない(±5%程度) 123 58 24 41 99 65 
⑤やや減少(5～10%程度) 12 6 7 12 5 3 
⑥減少(10～30%減少) 10 5 8 14 2 1 
⑦大幅に減少(30%以上) 8 4 1 2 7 5 
無回答 15 7 5 8 10 7 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.1.1.3 公害防止設備に関する投資の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 15 7 7 12 8 5 
②増加(10～30%増加) 24 11 4 7 20 13 
③やや増加(5～10%程度) 30 14 7 12 23 15 
④変わらない(±5%程度) 95 45 20 34 75 49 
⑤やや減少(5～10%程度) 10 5 6 10 4 3 
⑥減少(10～30%減少) 12 6 6 10 6 4 
⑦大幅に減少(30%以上) 9 4 5 8 4 3 
無回答 17 8 4 7 13 8 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.1.1.4 公害防止管理業務の重要性に対する認識の変化 

変化 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に向上 16 8 6 10 10 7 
②向上 67 32 19 32 48 31 
③やや向上 47 22 7 12 40 26 
④変わらない 67 32 24 41 43 28 
⑤やや低下 7 3 1 2 6 4 
⑥低下 0 0 0 0 0 0 
⑦大幅に低下 1 0 0 0 1 1 
無回答 7 3 2 3 5 3 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
（２）10年前と比較して公害防止管理業務量はどのように変化しているか。 

 
 
 
 
 
 

 ＜本社部門＞で 10 年前に比べて環境管理業務量が「増加した」の割合は 6 割に

達し、「変わらない」の 4 割弱を上回った。一方、公害防止管理業務量に限って

みると「増加した」が 3 割強、「減少した」が 2 割、「変わらない」が 5 割程度と

なり、総じて公害防止管理以外の業務量が増加したことが確認できた。また、環

６割の企業が、環境管理業務量が「増加」したと回答しているが、環境管理業務に占

める公害防止管理業務量の割合は減少傾向にある。特に大企業において、その傾向が

顕著である。一方で、公害防止管理業務量自体は「増加」又は「変わらない」と回答

している企業が大半を占める。 
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境管理業務量が「増加」した企業において、公害防止管理業務の割合が「減少し

た」と回答した企業は約 6 割もあり、「増加した」の 2 割強を大きく上回ってお

り、相対的に低下していることが確認できた。 
 環境管理業務量が「増加した」との傾向は、中小企業（5 割弱）よりも大企業（7

割）が大きい。公害防止管理業務量の変化では、「増加した」との回答が大企業、

中小企業ともに 3 割程度であるが、「減少した」との回答については中小企業が 2
割強で大企業よりも多い。このように大企業と中小企業では取組業務量に変化が

生じている。 
 ＜工場（事業所）＞で 10 年前に比べて環境管理業務量が「増加した」との回答

は 5 割、「変わらない」は 5 割弱であり、＜本社部門＞より「変わらない」が多

く、「増加」の回答割合は低い結果となった。公害防止管理業務量の変化では、＜

工場（事業所）＞では＜本社部門＞よりも「変わらない」が多く（5 割強）、逆に

「減少した」が少ない。このことから、＜本社部門＞では公害防止管理以外の業

務が工場よりも増加していることが推察される。＜工場（事業所）＞において環

境管理の全業務量が「増加した」と回答した企業のうち、公害防止管理の業務量

が「増加した」との割合は 5 割で「減少した」は 1 割であるが、環境管理業務中

の公害防止管理業務量の割合については、「減少した」が 7 割近くあり、公害防

止管理業務が増加したが、それ以上に公害防止管理以外の環境管理業務が増加し

たことが推察される（図 4.1.1.1、図 4.1.1.2）。 
 公害防止管理業務以外で増加した環境管理業務としては、ISO14001 対応、廃棄

物管理、CSR 報告対応、化学物質管理、CO2対策・省エネ対策、内部監査活動な

どがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）工場での環境管理（マネージメント）体制は十分に整備されているか。 

 
 
 
 
 

 特定工場を有している大企業の大部分は「環境管理部署を設置」しているが、中

小企業では 4 割程度に留まっている。なお、特定工場を有していない中小企業で

も、「公害防止管理担当者を配置している」との回答は 6 割に達し、中小企業全

大部分の大企業では工場の環境マネージメント体制（マニュアル整備、組織体制、内

部・外部監査、緊急時対応）が整備されている。中小企業は、外部監査以外は、半数

以上が環境マネージメントの体制整備をしている。 

44社, 51%

9社, 
11%

33社, 38%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.1.1.1 環境管理業務中の公害防止管理  
業務量の変化（工場－全体） 

n=86 

26社, 30%

57社, 66%

3社, 4%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.1.1.2 環境管理業務中の公害防止管理 
業務量の割合（工場－全体） 

n=86 



29 
 

体では 8 割となり、中小企業でも概ね、公害防止対策の実施体制が整っている結

果となっている（表 4.1.1.5）。 
 公害防止管理体制に関して、企業の全てが「緊急時の体制構築を整備している」

と回答しており、例えば日本鉄鋼連盟の会員企業では、異常時の対応のための定

期的な訓練の実施が近年は一般化している。「公害防止マニュアル等の作成」、「環

境監査」については大企業の大部分が実施していると回答しているが、中小企業

では 5～6 割となっている（表 4.1.1.6）。 
 環境データの共有化と監視のための仕組みを構築している企業もある。 

 
表 4.1.1.5 工場（事業所）の環境管理部署の整備状況  （ ）内は特定工場あり 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①環境管理部署を設置、公害防止管理者を配置 
99 

(85) 
47 

(57) 
50 
(48) 

85 
(86) 

49 
(37) 

32 
(40) 

②環境管理部署は設置していないが、公害防止管理
者を配置 

48 
(39) 

23 
(16) 

5 
(5) 

8 
(9) 

43 
(34) 

28 
(37) 

③環境管理部署は設置していないが、公害防止管理
担当者を配置 

33 
(17) 

16 
(11) 

2 
(2) 

3 
(4) 

31 
(15) 

20 
(16) 

④環境管理部署を設置しておらず、公害防止管理担
当者も配置していない 

26 
(5) 

12 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

26 
(5) 

17 
(5) 

無回答 
6 
(2) 

3 
(2) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(1) 

3 
(1) 

合計 
212 

(148) 
100 

(100) 
59 
(56) 

100 
(100) 

153 
(92) 

100 
(100) 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.1.1.6 公害防止管理体制の整備状況（複数回答） （ ）内は特定工場あり 

具体的な整備内容 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①公害防止に関するマニュアル等を作成している 
129 

(110) 
66 

(76) 
57 
(55) 

100 
(100) 

72 
(55) 

52 
(61) 

②環境委員会等の組織を設置している 
131 

(109) 
67 

(75) 
55 
(53) 

96 
(96) 

76 
(56) 

55 
(62) 

③内部環境監査を実施し、確認・点検している 
144 

(115) 
74 

(79) 
54 
(52) 

95 
(95) 

90 
(63) 

65 
(70) 

④外部環境監査を実施し、確認・点検している 
109 
(93) 

56 
(64) 

49 
(47) 

86 
(85) 

60 
(46) 

43 
(51) 

⑤緊急時の体制を構築している 
157 

(123) 
81 

(85) 
57 
(55) 

100 
(100) 

100 
(68) 

72 
(76) 

合計（無回答を除く） 
195 

(145) 
- 

57 
(55) 

- 
138 
(90) 

- 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
 
 
 
 
 

 「公害防止主任管理者」の設置が必要な工場を有する企業の中で、公害防止主任

管理者が部長･課長クラスであると回答した企業の割合は約 2/3 で、以下係長クラ

ス、工場長クラスと続いている（表 4.1.1.7）。大手化学メーカーでも、公害防止

公害防止管理体制において、公害防止主任管理者が部課長クラスであるとの回答企業

の割合が約２／３を占めており、排出量が多い工場において生産管理の視点が求めら

れる職位者を担当していると推察される。 
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主任管理者が当該プラント部長職と回答している。 
 公害防止主任管理者の有資格者がいる企業（ただし、現に公害防止管理業務に従

事しているとは限らない）の割合は、大企業で 44％、中小企業で 8％であった。 
 

表 4.1.1.7 公害防止主任管理者の役職 

工場における役職 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①工場長クラス 6 7 0 - 6 13 

②部長クラス 24 29 11 30 13 28 

③課長クラス 30 36 15 41 15 33 

④係長クラス 12 14 5 14 7 15 

⑤その他 11 13 6 16 5 11 

合計（無回答を除く） 83 100 37 100 46 100 

       注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
（４）法改正等の情報発信はどのような手法が効果的か。 

 
 
 
 
 

 企業規模に関係なく、「インターネット」による情報収集が 8 割を超えている。

また、大企業では「地方自体の説明会」、「業界団体の説明会」、「外部研修への参

加」の割合も全て 8 割を超えている。一方、中小企業では「地方自体の説明会」

は 6 割程度あるものの、「業界団体の説明会」、「外部研修への参加」は 4 割弱に

とどまり、規模による差が見られる（表 4.1.1.8）。 
 インターネットによる情報収集が一般的になっている中で、情報収集する側から

は法改正等の情報提供方法・告知方法や情報内容の統一化を望む声がある。 
 

表 4.1.1.8 法改正等の情報収集方法（複数回答） 

収集方法 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①地方自治体の説明会 133 65 48 83 85 58 

②業界団体の説明会 107 52 49 84 58 40 

③外部研修への参加 104 51 47 81 57 39 

④インターネットの活用 168 82 56 97 112 77 

⑤最新資料（書籍）等の購入 57 28 34 59 23 16 

⑥その他 21 10 11 19 10 7 

合計（無回答を除く） 204 - 58 - 146 - 

 
（５）アウトソーシングの目的・対象業務はどのような傾向があるか。 

 
 
 
 
 
 

企業規模にかかわらず「インターネット」経由での情報収集が一般的であり、法改正

等の周知等にあたり、インターネットを通じた情報発信がより効果があるものと考え

られる。 

企業の多くがアウトソーシングを行っており、特に中小企業では全てを委託する企業

の割合も高い。委託業務としては分析業務の割合が高い。アウトソーシングの主な理

由としては、「社内に要員がいない」「十分な分析設備がない」「分析スキルがない」「コ

ンプライアンス強化」などが挙げられる。 
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 企業規模に関係なく、多くの企業でアウトソーシングしている（図 4.1.1.3）。特

に「全てをアウトソーシングしている」との回答は、中小企業で 3 割程度を示し、

大企業よりも高い。 
 アウトソーシングしている業務内容については、大企業と中小企業で同様な傾向

が見られ、「サンプリング」との回答が 7～8 割、「分析」では 95％が回答してい

る（表 4.1.1.9）。なお、「設備の維持管理・メンテナンス」については大企業での

割合が高い。 
 アウトソーシングの理由は、業務内容によって大企業と中小企業で異なる。「サン

プリング」、「分析」について、中小企業では「十分な分析設備がない」、「分析ス

キルがない」の回答割合が高く、「分析」については大企業でも「分析スキルがな

い」との回答が 5 割弱あり、「コンプライアンス強化」との回答も 5 割程ある。「設

備の維持管理・メンテナンス」では大企業、中小企業ともに「社員に要員がいな

い」の回答割合が高い。 
 コンプライアンス強化については、データの精度向上やデータの客観性確保が背

景にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.1.1.9 アウトソーシングしている業務（複数回答） 

業務内容 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①サンプリング 135 73 42 78 93 72 

②分析・測定 177 96 51 94 126 97 

③設備の維持管理 71 39 30 56 41 32 

④公害防止の管理・指導 10 5 1 2 8 6 

⑤その他 6 3 6 11 0 - 

合計（無回答を除く） 184 - 54 - 130 - 

 
（６）地方自治体及び周辺住民等とのコミュニケーションはしっかり実施されているか。 

 

 

 

 

 地方自治体との関係：「自治体が行う説明会、研修会に参加している」との回答が、

大企業 9 割、中小企業 6 割強であり、「日頃から公害防止管理に関する相談を実

施している」との回答も、大企業 8 割、中小企業 1 割強となっており、大企業の

コミュニケーション活動が高いことが確認できた。また、中小企業では「立入検

大企業は、日頃から地方自治体とのコミュニケーションを図り、周辺住民等への情報

提供を積極的に行っているが、中小企業は一部にとどまっている。 

49社, 23%

137社, 64%

12社, 6%

2社, 1% 12社, 6%

アウトソーシングの状況（全体）

①全てアウトソーシングしている

②自前およびアウトソーシングの併用

③全て自前（アウトソーシングしていない）

④その他

無回答

図 4.1.1.3 アウトソーシングの状況（全体） 

n=212 
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査・指導等のとき以外、あまりコミュニケーションはない」が 4 割にのぼり、自

治体との連携が不足している可能性がうかがえる（表 4.1.1.10）。 
 周辺住民等への情報提供：大企業では「情報提供を行っている」との回答が 9 割

を越えているのに対して、中小企業で実施しているのは 3 割強にとどまっている

（図 4.1.1.4、図 4.1.1.5）。業界を通じた取組も行われており、例えば日本化学工

業協会では、全国 15 地区で地域住民、NPO、教師等に向けて地域対話を行って

おり、対話には地方行政も参加している。 
 情報提供手段：大企業の方が HP 掲載、環境報告書掲載など幅広く実施している。 

 
表 4.1.1.10 地方自治体とのコミュニケーションの状況（複数回答） 

コミュニケーションの手段 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①自治体が行う説明会、研修会に参加している 143 71 51 91 92 63 

②立入検査･指導とは別に工場内の設備状況の説
明など意見交換の場を設けている 

41 20 25 45 16 11 

③日頃から公害防止管理で相談している 66 33 45 80 21 14 

④立入検査･指導､報告以外では、コミュニケーシ
ョンがない 

62 31 4 7 58 40 

⑤その他 7 3 2 4 5 3 

合計（無回答を除く） 202 - 56 - 146 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）人材教育・技術継承は着実に行われているか。 

 
 
 
 
 
 
 

 主な教育方法は「OJT」であり、大企業 7 割、中小企業約 5 割となっている。「社

外研修」の割合は、大企業 15％、中小企業 35％であり、企業規模により教育体

制に違いがみられる（図 4.1.1.6～図 4.1.1.8）。めっき業のある中小企業では、現

場の従業員に対外的に発表する機会を与えることを通じて人材育成を行っている

例もある。 

熟練技術者のリタイアに伴う技術継承の課題は中小企業よりも大企業がより深刻な傾

向にある。人材教育では、主に熟練技術者による OJT での教育が中心となってきたが、

熟練技術者のリタイアに伴い OJT による技術継承が困難化しつつある。このため、

OB 人材をこうした技術継承に活用する傾向も見られる。中小企業ではそもそも人材

が不足傾向にあり、教育面では外部研修を活用する企業も比較的多い。 

55社, 93%

3社, 5% 1社, 2%

周辺住民への情報提供（大企業）

①情報提供している

②情報提供していない

無回答

図 4.1.1.4 周辺住民等への情報提供 
（大企業） 

n=59 

51社, 33%

96社, 63%

6社, 4%

周辺住民への情報提供（中小企業）

①情報提供している

②情報提供していない

無回答

図 4.1.1.5 周辺住民等への情報提供 
（中小企業） 

n=153 
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 会社独自の社内資格制度が「ある」との回答は、大企業で 2 割程度、中小企業で

も 1 割程度である。 
 技術継承・人材育成に関する課題：大企業では「熟練者の退職等により、継承が

困難になっている」との回答が 7 割で、中小企業の 3 割強よりも高く、大きな課

題になっていることが確認できた。中小企業では 4 社に 1 社が「公害防止管理に

興味を示す従業員の減少」を挙げている。一方で、「特に課題がない」とした企業

も、大企業で 4 社に 1 社、中小企業では 3 社に 1 社にのぼる。 
 （一社）産業環境管理協会からの報告によれば、公害防止管理者の有資格者が高

齢化しているために、企業をリタイアした場合に、公害防止管理者の有資格者が

不足すると予測されている。 
 OB 人材の活用：「活用している」との回答は、大企業の 5 割程度に対して、中小

企業では 1 割弱にとどまり、逆に「当面、活用の予定もない」とする回答は中小

企業では 8 割にのぼる（図 4.1.1.9～図 4.1.1.11）。大企業と中小企業の割合の違

いについては、中小企業では高齢になっても従業員として活躍している場合があ

るために大企業と中小企業での従業員構成の違いも影響しているものと考えられ

るが、継承しなければならない公害防止管理技術・ノウハウ・経験等の範囲･量･

質の面で違いがあることも推察される。 
 OB のもつ経験、ノウハウが継承できるとの長所を挙げる企業も見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43社, 73%

6社, 10%

9社, 15%

1社, 2%

教育方法（大企業）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.1.1.7 教育方法（大企業） 

n=59 

72社, 47%

16社, 11%

54社, 35%

5社, 3% 6社, 4%

教育方法（中小企業）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.1.1.8 教育方法（中小企業） 

n=153 

115社, 54%

22社, 11%

63社, 30%

5社, 2% 7社, 3%

教育方法（全体）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.1.1.6 教育方法（全体） 

n=212 
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（８）海外工場での公害防止管理の体制は適切か。 

 
 
 
 
 

 進出先は中国が圧倒的に多く、次いでタイ、インドネシアとなっている（表

4.1.1.11）。現地工場の排出基準の設定について、「排ガス」、「排水」とも「独自

基準を設定しない（現地基準にあわせている）」が 6 割で最も多い（図 4.1.1.12、
図 4.1.1.13）。一方、「排ガス」については 1 割強、「排水」については 2 割弱の企

業が日本の基準にあわせていると回答している。日本の基準に合わせている理由

として、リスク管理が挙げられる 
 現地で公害防止管理体制を「構築している」との回答は 6 割強であり、「計画中、

また必要性を感じている」との回答も含めると 7 割強に達する（図 4.1.1.14）。ま

た、公害防止組織の担当者（統括者、主任管理者、管理者など）は、「現地人材を

活用している」との回答が 9 割に達する（図 4.1.1.15）。そのうえで、現地スタッ

フの教育方法は、「現地での OJT」が主流（9 割）となっている（図 4.1.1.16）。 
 現地での人材育成として、コミュニケーション不足、現地の法規制の理解不足な

どが課題として指摘されている。 
 
 
 

海外工場での対応は、進出先の排出基準にあわせたレベル設定を行い、日本人社員を

派遣し、現地の人材を OJT で教育しながら活用している企業が一般的な姿であると考

えられる。進出企業の多くが公害防止管理体制を既に構築している。 

40社, 19%

19社, 9%

144社, 68%

1社, 0%
8社, 4%

OB人材の活用（全体）

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.1.1.9 OB 人材の活用（全体） 

n=212 

27社, 46%

7社, 12%

22社, 37%

3社, 5%

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.1.1.10 OB 人材の活用（大企業） 

n=59 

13社, 8%

12社, 8%

122社, 80%

1社, 1%

5社, 3%

OB人材の活用（中小企業）

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.1.1.11 OB 人材の活用（中小企業） 

n=153 
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表 4.1.1.11 回答企業の主要工場のある海外の国・地域 

進出先 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

中国 48 26 26 48 22 17 

タイ 9 5 5 9 4 3 

インドネシア 3 2 3 6 0 - 

マレーシア 3 2 1 2 2 2 

フィリピン 3 2 2 4 1 1 

ベトナム 2 1 1 2 1 1 

その他のアジア諸国 2 1 2 4 0 - 

アジア地域に工場はない 3 2 2 4 1 1 

海外に工場はない 110 60 12 22 98 76 

合計 183 100 54 100 129 100 

注２：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9社, 13%

4社, 6%

43社, 61%

9社, 13%

5社, 7%

排ガス規制（全体）

日本と同じレベルで設定

日本より緩いレベルで設定

現地基準

その他

無回答

図 4.1.1.12 現地工場における排ガス基準 
（全体） 

n=70 

1社, 2%

27社, 60%

13社, 29%

3社, 7%

1社, 2%

管理者等の日本からの派遣状況（全体）

すべて日本から社員を派遣

日本人社員と現地人材の活用（責任者は日本人）

すべて現地人材を活用している

その他

無回答

図 4.1.1.15 現地工場の公害防止管理の要員（全体） 

n=45 

13社, 19%

5社, 7%

42社, 60%

7社, 10%

3社, 4%

排水規制（全体）

日本と同じレベルで設定

日本より緩いレベルで設定

現地基準

その他

無回答

図 4.1.1.13 現地工場における排水基準 
（全体） 

n=70 

45社, 64%

1社, 1%

6社, 9%

9社, 13%

6社, 9%

3社, 4%

現地の公害防止管理体制（全体）

公害防止管理体制を構築

公害防止管理体制の構築を計画・検討

計画・検討の必要性を感じている

当面、計画・検討の予定もない

その他

無回答

図 4.1.1.14 現地工場における公害防止体制の構築状況（全体） 

n=89 
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４－１－２．公害防止管理者制度 

 
（１）制度の意義は認識されているか。 

 
 
 

 公害防止管理者制度について、「役立っている」との回答は全企業の 4 割となっ

ているが、「どちらともいえない」の意見も 4 割に上る（図 4.1.2.1）。しかし、特

定工場を有する企業に限ると、「役立っている」との回答は 6 割近くに達する（図

4.1.2.2）。 
 企業規模別では、大企業が「役立っている」との回答が 7 割近くあるのに対して、

中小企業では 4 割弱にとどまっており、制度の効果に対する考え方に差が見られ

る（図 4.1.2.3、図 4.1.2.4）。 
 しかし、中小企業の中で「特定工場あり」の企業に限定して、制度の意義を確認

すると、ほぼ半数の企業が「役立っている」と回答している。 
 役立っている理由としては、「責任が明確になる」、「技術レベルの向上につながる」

「対応窓口が明確になる」が多く挙げられている。このうち、「技術レベルの向上」

については、より高度な環境対策技術の導入、製造工場全体の管理体制、また作

業者などの技術面での人材の育成に役立っているとの声がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主に「責任が明確になる」、「技術レベルの向上につながる」、「対応窓口が明確になる」

との理由から、「役立っている」との回答が半数近い。特に大企業は７割近い。 

1社, 2%

34社, 85%

2社, 5%

3社, 8%

現地人材の教育方法（全体）

①日本でのOJT

②現地でのOJT

③社内研修

④社外研修

図 4.1.1.16 現地工場の公害防止管理の要員の育成方法（全体） 

n=40 

8社, 6%

77社, 52%

55社, 37%

7社, 5%

公害防止管理者制度（全体-特定工場のみ）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

図 4.1.2.2 公害防止管理者制度の評価 
（全体－特定工場のみ） 

n=147 

9社, 4%

87社, 41%

94社, 45%

13社, 6%

2社, 1%
7社, 3%

公害防止管理者制度（全体）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

n=212 

図 4.1.2.1 公害防止管理者制度の評価 
（全体） 
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（２）必置義務を見直す必要はないか。 

 
 

 企業規模に関係なく、「現在の制度のままでよい」との回答は 8 割を超えている

が、見直し（規制の緩和等）が必要との回答は 1 割程度となっている（図 4.1.2.5）。
特定工場を有する企業に限ると、その割合は 85％に高まる（図 4.1.2.6）。なお、

大企業、中小企業間に差は見られない。 
 見直し意見としては、「施設の規模による緩和」、「公害防止管理者の兼務可能要件

の緩和」等がある。また、「公害防止統括者」の重要性を指摘する意見もある。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（３）試験制度・講習制度を見直す必要はないか。 

 
 
 
 

① 試験制度 

 「現在の制度のままでよい」との意見は中小企業（特定工場あり）で 5 割、大企

業で6割強であり、現状の制度を維持する声は大企業の方がやや多い（図4.1.2.7）。
なお、特定工場を有する企業に限ると、「現状の制度のままでよい」との回答は 6
割近くに高まる（図 4.1.2.8）。 

現在の制度のままでよいとの意見が大半を占める。 

試験制度､講習制度ともに現状を望む声が多い。資格取得後に何らかの方法で研修を実

施している企業も多いが、半数は研修を実施していない。リフレッシュ研修について

は、受講した方の評判は良いが、認知度が低いことが課題となる。 

6社, 4%

49社, 32%

78社, 51%

12社, 8%

2社, 1%
6社, 4%

公害防止管理者制度（中小企業）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.1.2.4 公害防止管理者制度の評価 
（中小企業） 

n=153 

3社, 5%

38, 64%

16, 27%

1社, 2%
1社, 2%

公害防止管理者制度（大企業）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.1.2.3 公害防止管理者制度の評価 
（大企業） 

n=59 

172社, 81%

21社, 10%

1社, 0%

6社, 3%
12社, 6%

規制の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

無回答

図 4.1.2.5 必置義務の見直し 
（全体） 

n=212 

124社, 85%

16社, 11%

1社, 1% 4社, 3%

規制の見直し（全体-特定工場）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

図 4.1.2.6 必置義務の見直し 
（全体－特定工場のみ） 

n=415 
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② 講習制度 

 「現在の制度のままでよい」との意見は中小企業（特定工場あり）で 5 割弱、大

企業でも 6 割弱であり、試験制度と同様に現状の制度を維持する声は大企業の方

が多い（図 4.1.2.9）。特定工場を有する企業に限ると、「現状の制度のままでよい」

との回答は 5 割を越える（図 4.1.2.10）。なお、「見直しが必要である」との意見

は大企業、中小企業とも 1 割強であった。 
③ 取得後のフォロー 

 「研修等は特に行っていない」との回答が 5 割である。大企業では、「外部研修

を活用」と「研修等は特に行っていない」との回答がほぼ同じ 4 割超であり、取

り組みに差が見られる。中小企業では「研修等は特に行っていない」企業が最も

多く 6 割近くにのぼる（表 4.1.2.1）。 
④「公害防止管理者等リフレッシュ研修」 

 「分からない」との意見が半数以上を占める一方、現在の内容のままでよい意見

も 4 割程度ある（図 4.1.2.11）。 
 一方で、再教育のためのリフレッシュ研修への参加者が少なく、告知方法に工夫

が必要との意見もある。 
⑤ 見直し意見 

 見直し意見としては、「資格取得条件の緩和」、「資格取得の機会（回数、会場）の

増加」、「科目別合格制度の統合又は廃止」などがある。試験内容の見直しについ

ての意見もあった。公害防止管理者等リフレッシュ研修については、「インターネ

ットの活用」を望む意見もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97社, 46%

20社, 9%

85社, 40%

10社, 5%

試験制度の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.1.2.7 試験制度の見直し 
（全体） 

n=212 

90社, 42%

22社, 10%

90社, 42%

10社, 5%

講習制度の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.1.2.9 講習制度の見直し 
（全体） 

n=212 

84社, 58%

17社, 12%

44社, 30%

試験制度の見直し（全体－特定工場）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

n=145 

図 4.1.2.8 試験制度の見直し 
（全体－特定工場のみ） 

79社, 55%

18社, 12%

48社, 33%

講習制度の見直し（全体－特定工場）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

図 4.1.2.10 講習制度の見直し 
（全体－特定工場のみ） 

n=145 
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表 4.1.2.1 資格取得後のフォロー状況（複数回答） 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①社内研修を実施 11 7 5 10 6 5 

②外部研修を活用 50 31 21 43 29 26 

③地方自治体の研修に参加 39 25 13 27 26 24 

④業界団体の研修に参加 26 16 10 20 16 15 

⑤研修等は特に行っていない 79 50 22 45 57 52 

⑥その他 3 2 3 6 0 - 

合計 159 - 49 - 110 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４－１－３．公害防止管理に関する施策 

 
（１）公害防止用の設備投資の特例措置・融資制度は認知・活用されているか。 

    特例措置：公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る固定資産税の課税標準

の特例措置（大企業・中小企業ともに利用可能） 
    融資制度：日本政策金融公庫「環境・エネルギー対策資金」（中小企業のみ利用可能） 

 
 
 
 
 

 特例措置の認知度について、「内容を知っており、活用したことがある」企業は 2％
と低いが、「知っているが、詳しい内容までは知らない」までを含めると、3 社に

1 社が特例措置を知っているとなる。逆に言えば、3 社に 2 社が本仕組みを知ら

ないことを示唆している。満足度について、3 社に 1 社は「満足」と回答してい

るが、「内容の拡充」、「見直しが必要である」との回答は 4 割近い（図 4.1.3.1、
図 4.1.3.2）。 

 「特定工場あり」の中小企業に限ると、特例措置の認知度は約 4 割になる。しか

し、「満足」の回答割合は低下し、「内容の拡充」と「抜本的な見直し」を含めた

声は半数近くになる。 
 融資制度についても、「内容を知っているが、詳しい内容までは知らない」までを

含めると、回答企業の 3 社に 1 社が認知している。利用もしくは認知している企

業の中で、内容に「満足している」が 3 割程度、拡充や見直しを求める意見は 4
割強で見られる（図 4.1.3.3、図 4.1.3.4）。 

両制度ともに、認知割合は回答企業の 3割程度となっている。これらの措置・制度を

活用した企業及び認知している企業の中で、内容に「満足している」との回答は３割

程度あるが、内容の拡充や抜本的な見直しを含めた改善を求める意見も多い。 

36社, 37%

2社, 2%

57社, 59%

2社, 2%

公害防止管理者等リフレッシュ研修について（全体）

①現在の内容のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図4.1.2.11 リフレッシュ研修の見直し（全体） 

n=97 
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 「特定工場あり」の中小企業に限定して満足度をみると、特例措置と同様に満足

度は低下し、「内容の拡充」「抜本的な見直し」を含めた声は上昇する。 
 見直し意見としては、「条件の緩和」「適用条件の拡大」「補助金での優遇措置」「告

知の増加」などがある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公害防止管理の教育・普及のための施策は何が求められているか。 

 
 
 

 「セミナー・講習会」が 5 割程度、「事例集」と「ケーススタディ」で 3 割強の

意見があった（図 4.1.3.5）。具体的には、法改正時等にあわせたタイムリーなセ

ミナーの開催や「事例集」で掲載する例として、良い事例だけでなく不適切な事

例も含めると効果的との意見があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法改正時にあわせたタイムリーなセミナー等の開催、事例集等の作成を求める意見が

多い。 

17社, 8%

14社, 7%

60社, 28%109社, 51%

12社, 6%

認知・活用状況（全体）

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい

内容は知らない

④特例措置があること自

体知らない

無回答

図 4.1.3.1 固定資産税の課税標準の特例 
措置の認知･活用状況（全体） 

n=212 

33社, 36%

14社, 15%

18社, 20%

15社, 17%

11社, 12%

満足度（全体）

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.1.3.2 固定資産税の課税標準の特例 
措置の満足度（全体） 

n=91 

4社, 3%
8社, 5%

42社, 27%

84社, 55%

15社, 10%

認知・活用状況

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい内

容は知らない

④融資制度があること自

体知らない

無回答

図 4.1.3.3 融資制度の認知・活用状況 
（中小企業） 

n=153 

16社, 30%

8社, 15%15社, 28%

7社, 13%

8社, 15%

満足度

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.1.3.4 融資制度の満足度 
（中小企業） 

n=54 

101社, 48%

22社, 10%

52社, 25%

5社, 2%

16社, 8%
7社, 3% 9社, 4%

普及のために必要な手法（全体）

①セミナー・講習会（座学）

②ケース・スタディー

③事例集の作成・公表

④表彰制度

⑤特に必要ない

⑥その他

無回答

図 4.1.3.5 公害防止管理の教育・普及のための 
手法について（全体） 

n=212 
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４－２．公害防止管理の在り方に関する提言 

 
４－２－１．企業の公害防止管理体制について 

 
本調査の結果、次のことが明らかになった。まず、公害防止管理の経営上の位置づけは、

10 年前と比べて総じて変わらないが、大企業では予算が増加しているところが多く、中小企

業においては、予算・人員・設備投資ともに増加しているところも一定数ある。公害防止管

理の重要性の認識に関して、この 10 年で大企業、中小企業ともに向上しており、特に中小企

業での認識の高まりが著しい。企業における公害防止管理体制については、多くの中小企業

でもマニュアル整備、組織、内部監査、緊急時対応における体制を整備してきているが外部

監査の体制が整備されている企業は比較的少ない。これら体制整備に伴い、公害防止管理業

務量については増加している面もあるが、省エネ・CO2対策、廃棄物対策、CSR 報告対応、

地域とのコミュニケーション活動などの公害防止管理以外の環境管理業務量が増加しており、

環境管理業務全体の中での公害防止管理業務の相対的な割合は低下している。 
このような状況にあって、公害防止管理に係る知見・知識・経験・技術の継承また人材育

成が、熟練技術者のリタイアに伴って課題となっており、とりわけ大企業ではより深刻な傾

向となっている。その対応策として大企業では OB の知見・経験を活用し、中小企業では外

部研修を活用する企業が比較的多い。公害防止管理の現場においては、分析・測定などの業

務を外部委託する傾向となっている点も、公害防止管理に係る技術等の継承を難しくさせて

いる可能性が考えられる。さらに、公害防止管理を含む環境情報に係る地域とのコミュニケ

ーションが重要であるが、さらなる工夫とともに、中小企業の対応においてはノウハウや要

員不足が考えられる。 
一方、公害防止管理に係わる人材不足の状況にあって、環境管理に必要な法改正をはじめ

とする情報を効率よく収集することが必要であり、多くの企業ではインターネット経由での

情報収集が一般化している。法改正等の周知等にあたり、インターネットを通じた情報発信

がより効果があるものと言え、発信する情報や発信方法にもより工夫が求められると言える。

中小企業においては、要員の問題もあると考えられるが、地域とのコミュニケーションをよ

り高めることが課題となっていると考えられる。 
またグローバル化に伴い海外に進出している企業においては、現地工場で公害防止管理を

現地従業員が担当しているところが多いが、コミュニケーションも含めて環境意識をどのよ

うに向上させるか、また必要な環境法の情報収集面での課題も見られる。 
なお、グローバルに事業を展開する企業の使命として、法規制が日本よりも厳しくない地

域においても、日本と同レベルの基準を設定している企業もみられた。 
以上を踏まえて、公害防止管理体制の推進においては、次の点を提言する。 

 
１）公害防止管理に係るノウハウ・技術等の継承、人材育成及び中小企業における効果的・

効率的な環境マネージメント体制の強化が課題であり、国は、OB 人材のより効果的な

活用事例や中小企業における優良な外部環境監査、アウトソーシング、地域とのコミ

ュニケーションの実施例について収集し、広く普及・広報すること。また、（一社）産

業環境管理協会を中心とした外部研修を通じて、公害防止管理の優良・失敗事例を学

習する機会を増やすこと。 

２）（一社）産業環境管理協会は、HP等を通じて、海外の環境法規制情報も含め、公害防止

管理に係る法改正等の情報発信におけるインターネットやメールマガジンの活用に努



42 
 

めること。 

３）事業者は、インターネットの活用に加え、日々の活動を通じて、審議会情報や法改正

情報について注視すること。 

４）事業者は、法基準の遵守はもとより、自己決定、自己責任の原則に基づき、従業員自

らが環境改善を図る自主管理活動や社会との対話を進める活動に努めること。 

 
４－２－２．公害防止管理者制度について 

 
本調査の結果、次のことが明らかになった。現在の公害防止管理者制度は、責任が明確に

なること、技術レベルの向上につながること、対応窓口が明確になることなどの点から、企

業にとって役に立っている。公害防止管理者の必置義務については、多くの企業は現在のま

までよいとの認識であり、施設規模による緩和、公害防止管理者の兼務可能性の緩和などの

意見もみられるが、工場の公害防止管理の取組を促進するためにも、安易な緩和はすべきで

はないとの意見もあった。 
資格取得に関しては、国家試験制度、資格認定講習制度ともに現状を望む声が多いが、資

格取得の機会（回数、会場）の増加を求める意見があった。一方、公害防止管理者の資格取

得者が必ずしも、公害防止管理業務に就いておらず、その傾向は大企業ほど強いことが明ら

かになった。このことは、組織全体の公害防止管理への意識の底上げに寄与している一方、

大企業では公害防止管理に係るノウハウ・技術を有する者が環境管理以外の部署に異動する

ことも多く、経験を折角積んだにもかかわらず、そのノウハウや技術が継承され難くなって

いるケースもあるのではないかと推察される。一方で、資格取得後に公害防止管理における

情報のアップデートや実例を学ぶためのフォローのための研修については、多くの企業で行

われていない。（一社）産業環境管理協会による外部研修である「公害防止管理者等リフレッ

シュ研修」については、内容面は評価が高かったものの、研修自体の認知度が低いことが課

題として明らかになった。 
以上を踏まえて、公害防止管理者制度においては、次の点を提言する。 

 
１）現在の公害防止管理者制度は、その意義の重要性に鑑み、現状の制度を維持すること。 

２）試験等実施機関は、試験・講習制度の機会の増加について検討すること。 

３）国及び地方公共団体は、（一社）産業環境管理協会や特定工場等で組織された協会等と

連携し、公害防止管理に係るノウハウ・管理技術の継承に結びつく事例紹介を含む研

修の実施を検討するに当たり、周知方法の改善や分野別研修なども検討すること。 

４）事業者は、公害防止管理の取組を維持・向上させるため、担当者の資格制度への挑戦

を促すとともに、有資格者の知識のリフレッシュのための研修等への参加機会を増や

すこと。 
 
４－２－３．公害防止管理に関する施策について 

 
本調査の結果、次のことが明らかになった。まず、公害防止用の設備投資の特例措置・融

資制度ともに、大半の企業に認知されておらず、特に中小企業での認知度が低い。内容面で

は満足している企業もあるが、内容の拡充や抜本的な見直しも含めた改善を求める意見もあ

った。一方、公害防止管理の教育、普及においては法改正時等のタイムリーなセミナー・講

習会を求める意見が多い。 



43 
 

以上を踏まえて、公害防止管理に関する施策においては、次の点を提言する。 
 
１）国は、税制・融資制度について、企業に認知してもらうための周知方法、例えばイン

ターネット経由での情報発信や、研修での活用事例の紹介など、周知機会の増加など

について工夫すること。 

２）両制度とも、国は、利用実績や事業者ニーズをより詳細に把握し、制度の拡充を検討

すること。 

３）国及び地方公共団体は、公害防止管理のための研修を法改正等に合わせてタイムリー

に開催すること。また、インターネット等で情報提供を行い、提供内容は平易な文章

や図等を用い、受け手にとって理解が容易となるよう努めること。 

４）事業者は、公害防止を促進するための各種制度を活用し、更なる体制整備に努めるこ

と。 
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企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

開催趣旨 

 

１．背景 

戦後の高度経済成長期における産業公害に対応するために、昭和４６年に「特定工場

における公害防止組織の整備に関する法律」を制定し、特定施設を有する工場等に対し、

公害防止管理者の設置を義務づけた。その結果、工場における公害防止体制の整備や積

極的な公害防止対策投資等も相まって、昭和５０年代以降、公害は改善に向かい、今や

概ね良好な操業環境が保たれるに至っている。この背景には、最新技術による公害防止

設備の導入のみならず、日常の公害防止対策において地道に弛まぬ努力を続けてきた公

害防止管理者の存在が不可欠であったと考えられる。 

他方、近年の人口減少に伴う経済規模の縮小やグローバル化による国内工場の減少な

どの企業を取り巻く事業環境の変化、また複雑化する環境関連規制への対応は、企業の

公害防止管理体制にも少なからず影響を及ぼしていることが考えられる。加えて、昭和

５０年代以降、公害防止管理の草創・発展期を支えてきた世代が引退する時期を迎えて

おり、企業内に蓄積されてきた管理技術・ノウハウの次世代への着実な継承が事業者の

大きな課題の一つとなっているものと考えられる。さらに、企業の国際的なレベルでの

環境保全への信頼性を維持・向上させるために、現地従業員への公害防止管理技術・ノ

ウハウの円滑な移転も重要な課題の一つとなってきているものと考えられる。 

公害防止管理業務は、日々、滞りなく進められることが当然の責務とされ、いったん

問題が発生すると、自社の存亡に関わる事態に発展しかねない責任重大な業務であり、

日々の売上や利益の変動に左右されて、その業務体制を変えるような性質のものではな

いが、上述のような社会・経済情勢の変化がある中で、今後も我が国企業の公害防止管

理が着実に実施される体制を維持する必要がある。 

 

２．目的 

このため、平成２７年度産業公害防止対策等調査事業（企業における公害防止管理の

在り方に関する調査）のおいては、我が国企業における公害防止管理の現状や課題につ

いて調査・分析するとともに、今後の公害防止管理者制度も含めた公害防止管理の在り

方に関する提言を行うことを目的としている。 

 

３．検討会で議論する内容 

①公害防止管理の変遷、環境基準達成状況や立入検査・行政指導状況等を含む国内の

公害防止管理への取組の現状、及び検討会委員からのプレゼン内容を踏まえて、②

以下について検討する。 

②企業の公害防止管理の実態を把握するためのアンケート調査票の内容を検討する。 

③調査票の集計・分析結果及び文献調査・ヒアリング結果をもとに企業の公害防止管

理体制並びに公害防止管理者制度等を含む公害防止管理の在り方について検討する。 

④本調査の報告書案について検討する。 

 

４．検討会の開催 

検討会を１１月上旬、１月下旬、３月上旬の３回を予定している。

資料１－１ 
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企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

要綱 

 

１．検討会の名称 

  本検討会は、「企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会」と称する。 

 

２．職務内容 

本検討会は、経済産業省より受託しました「平成２７年度産業公害防止対策等調査事業

（企業における公害防止管理の在り方に関する調査）」を実施するに当たり、有識者からの

アドバイスを得るために設置するもので、企業の公害防止管理の実態に関する調査におけ

る、①調査票の作成、②調査票データの分析、③文献調査・ヒアリング、及び報告書の取

り纏めのために、助言、提言、また調査方向の修正や追加等についてアドバイスを得るこ

とを目的としています。 

具体的には、公害防止管理者制度に精通しております関係者より構成します検討会を開

催し、調査票データの分析結果等をもとに、検討を進めてまいります。 

 

３．検討会・資料等の公開について 

  本検討会は非公開とします。配布資料は原則公開とし、検討会委員からのプレゼン資料

についてはその都度確認します。作成した議事概要は公開とし、議事録は非公開とします。 

 

４．委員会開催予定 

（１）開催時期  第１回 平成２７年１１月１０日 

         第２回 平成２８年 １月下旬 

         第３回 平成２８年 ３月上旬～下旬  

（２）開催時間  ３時間程度／回 

（３）開催場所  東京都内 

 

５．謝金・交通費 

  経済産業省の示す仕様書に基づき、お支払致します。 

 

６．委嘱期間 

  平成２７年１０月の委嘱承認日より平成２８年３月２２日までとします。 

 

７．事務局 

  神鋼リサーチ株式会社 産業戦略情報本部 調査二部 

資料１－２ 
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公害防止管理に係る論点 

 

 

１．企業の公害防止管理体制について 

 

（１）経営上の位置づけ（予算、人員、設備投資） 

 

（２）工場でのマネージメント 

 

（３）法改正等の情報収集 

 

（４）アウトソーシング 

 

（５）地域の利害関係者との関係 

 

（６）教育・技術継承・OBの活用 

 

（７）海外工場での対応 

 

 

２．公害防止管理者制度について 

 

（１）制度の意義 

 

（２）必置規制 

 

（３）資格取得 

① 試験制度 

② 講習制度 

③ 取得後のフォロー 

資料６ 
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

第１回出席者名簿 

 

１．検討会委員（五十音順）（委員長○） 

 

指宿 堯嗣  一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問 

須藤 正行  千葉市環境局環境保全部環境規制課 課長 

辰巳 憲司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 

         浄化機能促進研究グループ 客員研究員 

中村 知道  一般社団法人日本鉄鋼連盟 

        （ＪＦＥスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 主任部員） 

奈良 恒雄  一般社団法人日本化学工業協会 

        （住友化学株式会社 レスポンシブルケア室 兼 気候変動対応推進室 

主席部員） 

（服部委員代理） 

清水 篤人  全国鍍金工業組合連合会 専務理事 

（服部 一彌 全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境委員会委員長） 

        （株式会社ハツメック 代表取締役社長） 

○安井 至   一般財団法人 持続性推進機構 理事長 

        （独立行政法人 製品評価技術基盤機構 名誉顧問） 

柳 憲一郎  明治大学法科大学院 環境法センター長 

渡邊 恵子  日本製紙連合会 

        （日本製紙株式会社 環境安全部 主席技術調査役） 

 

２．経済産業省 

 

田中 秀明  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長 

中嶋 重光  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長補佐 

太田 晴信  経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

北川 航   経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

 

３．事務局：神鋼リサーチ株式会社 

 

北浦 伸幸  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 部長 

山野 和之  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

河田 和久  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

久保 道子  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査業務グループ 研究員 

 

以上

別紙 
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

第１回検討会 議事概要 

 

開催日時：平成２７年１１月１０日（火） １４：００～１７：００ 

開催場所：石井ビル ２階 Ｃ会議室（東京都港区虎ノ門１－１６－８ 石井ビル） 

出席者 ：安井委員長、指宿委員、須藤委員、辰巳委員、中村委員、奈良委員、 

清水委員（服部委員代理）、渡邊委員  ※ご欠席：柳委員 

経済産業省 環境指導室 田中室長、中嶋室長補佐、太田係員、北川係員 

オブザーバー：経済産業省 1 名、環境省 1 名、業界団体 2 名 

事務局 ：神鋼リサーチ 

 

１．議題 

（１）調査概要 

（２）公害防止管理に係る取組の現状 

（３）産業環境管理協会、自治体からの公害防止管理の現状 

（４）公害防止管理に係る論点及びアンケート調査について 

（５）今後のスケジュール、他 

 

２．議事概要 

（１）調査概要 

 ・本調査検討会の開催趣旨、要綱、日程案について事務局から説明し、了承された。 

（２）公害防止管理に係る取組の現状 

 ・国内における公害防止管理に関する取組の現状について、事務局から説明した。 

 ・委員より、本調査検討会で環境管理体制を議論するのか、公害防止管理者制度を議論するの

かを明らかにした方がいいとの意見があった。また、健康項目に関して環境基準を超えたデ

ータの有無や、ばい煙発生施設への行政指導数が増加している理由について質問があり、次

回検討会までに事務局で調べることとした。 

（３）産業環境管理協会、自治体からの公害防止管理の現状 

 ・産業環境管理協会からは公害防止管理者制度の実情、千葉市環境局からは千葉市での公害防

止管理の現状について紹介があった。 

・企業側では環境保全で取り組む内容が増大しているが、従前の公害問題にもしっかり対応し

て環境保全に取り組んでいるとの意見があった。 

 ・また、企業側での公害防止管理者の実務的な研修の重要な面や中小企業での後任者不足の問

題等の指摘があった。 

（４）公害防止管理に係る論点及びアンケート調査について 

 ・公害防止管理に係る論点とアンケート調査票案について、事務局から説明した。 

 ・委員より、アンケートへの回答を容易にするため、公害防止管理業務と環境管理業務の使い

分けや公害防止管理業務の含める範囲の明確化、公害防止管理の定義付け等が必要であると

の指摘、PRTR法をもとにした送付先への意見等があり、事務局で検討することとした。 

（５）今後のスケジュール、他 

 ・第 2 回検討会の日程は 1 月 25～29 日、第 3 回は 3 月 1～4 日を候補として、事務局が後日委

員と調整することとした。 

 ・アンケートの設問内容に意見があれば、後日事務局へ連絡することとした。 

以上 
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添付資料 

 

２．第２回検討会配布資料（一部除く）及び議事概要  



 

 

  



 

 

平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

第２回検討会 

 

 

議 事 次 第 

 

 

日 時：平成２８年１月２７日（水） １４：００～１７：００ 

場 所：石井ビル ２Ｆ Ｃ会議室 

     〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-8 石井ビル 

TEL：03-5501-0404 

アクセス：http://toranomon.spaceuse.net/access/ 

 

 

１．議事 

 

 （１）第１回検討会議事概要の確認                  資料１ 

 

 （２）第１回検討会における指摘事項の確認              資料２ 

 

（３）企業の公害防止管理に係る取組の現状について 

（委員からのプレゼンテーション）               資料３ 

 

（４）海外の公害防止管理者制度                   資料４ 

 

 （５）アンケート調査結果                      資料５ 

 

（６）公害防止管理に係る論点                    資料６ 

 

（７）ヒアリング企業候補及びヒアリング項目の検討          資料７ 

 

（８）今後のスケジュールの確認 

 

（９）その他 
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公害防止管理に係る論点 

 

１．企業の公害防止管理体制について 

 

（１）10年前に比べての公害防止管理業務の経営上の位置づけの変化 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.5～8 参照】 

 予算・人員・設備投資のいずれにおいても「変わらない」の回答数が概ね半数で

あったが、予算においては大企業、中小企業ともに｢増加｣の回答数が「減少」の

回答数よりも多く、また、人員・設備投資においては中小企業で「増加」の回答

数が「減少」の回答数よりも上回った。増加の主な理由としては、環境規制の強

化、事業拡大、また体制の強化に対応するためが挙げられ、減少の主な理由とし

ては、経営効率化、組織や体制の変更、合理化の進展などが挙げられる。 

 公害防止管理業務の重要性の認識について、「大幅に向上」「向上」「やや向上」

を加えると、全体では 6 割を越えている。特に中小企業では約 2/3 が向上と回答

しており、中小企業での認識が高まっている結果となっている。向上の理由とし

ては、大企業では CSR 活動の強化に加えて「やって当たり前」と常識になって

いるとの回答数が多く、中小企業では「やって当たり前」のほかに、環境規制強

化、対応事項の増加、経営者の環境意識の向上を理由に挙げる企業が多い。 

 

（２）10年前に比べての公害防止管理業務量の変化 

 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.10～18 参照】 

 ＜本社部門＞で 10 年前に比べて環境管理業務量が「増加した」の割合は 6 割に

達し、「変わらない」の 4 割弱を上回った。その一方で、公害防止管理業務量に

限ってみると「増加した」が 3 割強、「減少した」が 2 割、「変わらない」が 5 割

程度となり、総じて公害防止管理以外の業務量が増加したことが伺える。また、

環境管理業務量が増加した企業において、「公害防止管理業務割合が減少した」

と回答した企業は約 6 割もあり、「増加した」の 2 割強を大きく上回っており、

相対的に低下していることが確認できた。 

 環境管理業務量が「増加した」との傾向は、中小企業（5 割弱）よりも大企業（7

割）が大きい。公害防止管理業務量の変化では、「増加した」割合が大企業、中

小企業ともに 3 割程度であるが、「減少した」割合については中小企業が 2 割強

資料６ 

公害防止管理業務の経営上の位置づけは、10 年前と比べて「変わらない」との認識

を示す企業が多い。中小企業は、予算・人員・設備投資ともに、「増加した」との回

答も一定数あり、重要性の認識も向上している。 

６割の企業が環境管理業務量が「増大」したと回答しているが、環境管理業務に占め

る公害防止管理業務量の割合は減少傾向にある。特に大企業において、その傾向が顕

著である。一方で、公害防止管理業務量自体は「増大」又は「変わらない」と回答し

ている企業が大半を占める。 
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で大企業よりも多い。このように大企業と中小企業では取組業務量に変化が生じ

ている。 

 ＜工場（事業所）＞で 10 年前に比べて環境管理業務量が「増加した」の割合は 5

割、「変わらない」は 5 割弱であり、＜本社部門＞より「変わらない」が多く、「増

加」は低い結果となった。公害防止管理業務量の変化では、＜工場（事業所）＞

では＜本社部門＞よりも「変わらない」が多く（5 割強）、逆に「減少した」が少

ない。このことから、＜本社部門＞では公害防止管理以外の業務が工場よりも増

加していることが推察される。 

 

（３）工場での環境管理（マネージメント）体制 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.9 参照】 

 特定工場を有している大企業の大部分が環境管理部署を設置しているが、中小企

業では 4 割程度に留まっている。なお、特定工場を有していない中小企業でも、

公害防止管理担当者を配置していると回答した割合は 6 割に達しており、中小企

業全体では 8 割となり、概ね中小企業でも公害防止対策が行われる体制が整って

いる結果となっている。 

 公害防止管理体制に関して、回答企業の全てで「緊急時の体制構築を整備してい

る」状況であった。公害防止マニュアル等の作成、環境監査については大企業の

ほとんどが実施していると回答しているが、中小企業では 5～6 割である。 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.14 参照】 

 公害防止管理体制に関して、公害防止主任管理者の設置が必要な工場を有する企

業の中で、公害防止主任管理者が部長･課長クラスであると回答した企業の割合

は約２／３であり、以下係長クラス、工場長クラスと続いている。 

 公害防止主任管理者の有資格者がいる企業（ただし、現に公害防止管理業務に従

事しているとは限らない）の割合は、大企業で 44％、中小企業で 8％であった。 

 

 

大部分の大企業では工場の環境マネージメント体制（マニュアル整備、組織体制、内

部・外部監査、緊急時対応）が整備されている。中小企業は、外部監査以外は、半数

以上が環境マネージメントの体制整備をしている。 

公害防止管理体制において、公害防止主任管理者が部課長クラスであるとの回答企業

の割合が約２／３を占めており、排出量が多い工場において生産管理の視点が求めら

れる職位者を担当していると推察される。 
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（４）法改正等の情報収集 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.20 参照】 

 企業規模に関係なく、「インターネット」での情報収集が最も多く 8 割を超えて

いる。また、大企業では「地方自体の説明会」「業界団体の説明会」「外部研修へ

の参加」の割合も全て 8 割を超えている。一方、中小企業では「地方自体の説明

会」は 6 割程度あるものの、「業界団体の説明会」「外部研修への参加」は 4 割弱

にとどまり、差が見られる。 

 

（５）アウトソーシング 

 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.19～20 参照】 

 企業規模に関係なく、多くの企業でアウトソーシングしているが、特に「全てを

アウトソーシングしている」企業の割合は、中小企業が 3 割程度を示しており、

大企業よりも高い。 

 アウトソーシングしている業務内容については、大企業と中小企業で同様な傾向

が見られ、「サンプリング」で回答企業の 7～8 割が、「分析」では 95％が回答し

ている。ただし、「設備の維持管理・メンテナンス」については大企業での割合

が高い。 

 アウトソーシングの理由は、業務内容によって大企業と中小企業で異なる。「サ

ンプリング」「分析」について、中小企業では「十分な分析設備がない」もしく

は「分析スキルがない」の回答割合が高く、「分析」については大企業でも「分

析スキルがない」との回答割合が 5 割弱あり、「コンプライアンス強化」との回

答割合も 5 割程ある。「設備の維持管理・メンテナンス」では大企業、中小企業

ともに「社員に要員がいない」の回答割合が高く、大企業では「コストダウン」

の回答も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

企業規模にかかわらず「インターネット」経由での情報収集が一般的であり、法改正

等の周知等にあたり、インターネットを通じた情報発信がより効果があるものと考え

られる。 

企業の多くがアウトソーシングを行っており、特に中小企業では全てを委託する企業

の割合も高い。委託業務としては分析業務の割合が高い。アウトソーシングの主な理

由としては、「社内に要員がいない」「十分な分析設備がない」「分析スキルがない」

「コンプライアンス強化」などが挙げられる。 
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（６）地域の利害関係者との関係 

 

 

 

【アンケート結果 P.21～22 参照】 

 地方自治体との関係：「自治体が行う説明会、研修会に参加している」企業の割

合が、大企業 9 割、中小企業 6 割強であり、「日頃から公害防止管理に関する相

談を実施している」企業の割合についても、大企業 8 割、中小企業 1 割強となっ

ており、大企業のコミュニケーション活動が高い。また、中小企業では「立入検

査・指導等のとき以外、あまりコミュニケーションはない」が 4 割にのぼり、自

治体との連携が不足している可能性がうかがえる。 

 周辺住民等への情報提供：大企業では大部分 9 割超の企業が「情報提供を行って

いる」のに対して、中小企業で実施しているのは 3 割強にとどまっている。 

 情報提供手段：大企業の方が、HP 掲載、環境報告書掲載など幅広く実施してい

る。 

 

（７）教育・技術継承・OBの活用 

 

 

 

【アンケート結果 P.23～25 参照】 

 主な教育方法は「OJT」であり、大企業で 7 割、中小企業でも約 5 割にのぼる。

「社外研修」の割合は、大企業 15％、中小企業 35％であり、企業規模により教

育体制に違いがみられる。 

 会社独自の社内資格制度が「ある」企業は、大企業で 2 割程度、中小企業でも 1

割程度ある。 

 技術継承・人材育成に関する課題：大企業では「熟練者の退職等により、継承が

困難になっている」の割合が 7 割で、中小企業の 3 割強よりも高く、大きな課題

になっていることが推察される。中小企業では 4 社に 1 社が「公害防止管理に興

味を示す従業員の減少」を挙げている。一方で、「特に課題がない」とした企業

も、大企業で 4 社に 1 社、中小企業では 3 社に 1 社にのぼる。 

 OB 人材の活用：「活用している」との回答割合は、大企業が 5 割程度に対して、

中小企業では 1 割弱にとどまり、「当面、活用の予定もない」とする回答も中小

企業では 8 割にのぼる。大企業と中小企業での要員構成の違いが影響しているも

のと考えられるが、継承しなければならない公害防止管理技術・ノウハウ・経験

等の範囲･量･質の面で違いがあることが推察される。 

 

 

 

 

大企業は、日頃から地域の利害関係者とのコミュニケーションを図り、周辺住民への

情報提供を積極的に行っているが、中小企業は一部にとどまっている。 

熟練技術者のリタイアに伴う技術継承の課題は中小企業よりも大企業がより深刻な

傾向にある。教育に関しては、中小企業では外部研修を活用する企業も比較的多い。 
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（８）海外工場での対応 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.26～28 参照】 

 進出先は中国が圧倒的に多く、次いでタイ、インドネシアとなっている。また、

現地工場独自の設定基準にはついては、「排ガス」「排水」とも「独自基準を設定

しない（現地基準にあわせている）」が 6 割で最も多い。一方、「排ガス」につい

ては 1 割強、「排水」については 2 割弱の企業が日本の基準にあわせていること

が確認できた。 

 現地で公害防止管理体制を「構築している」企業の割合は 6 割強であり、計画中、

また必要性を感じている回答も含めると 7 割強に達する。また、公害防止組織の

担当者（統括者、主任管理者、管理者など）は、現地人材を活用している割合が

9 割に達する。そのうえで、現地スタッフの教育方法は、「現地での OJT」が主

流となっている（9 割）。 

海外工場での対応は、進出先の排出基準にあわせたレベル設定を行い、日本人社員を

派遣し、現地の人材を OJTで教育しながら活用している企業が一般的な姿であると考

えられる。進出企業の多くが公害防止管理体制を既に構築している。 
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２．公害防止管理者制度について 

 

（１）制度の意義 

 

 

 

【アンケート結果 P.29 参照】 

 公害防止管理者制度について、「役立っている」との回答が全企業の 4 割あるが、

「どちらともいえない」の意見も 4 割に上る。規模別では、大企業が「役立って

いる」との回答が 7 割近くに対して、中小企業では 4 割弱にとどまっており、制

度の効果に対する考え方に差が見られると考えられる。 

 しかし、中小企業の中で「特定工場あり」の企業に限定して制度の意義を確認す

ると、ほぼ半数の企業が「役立っている」と回答している。 

 役立っている理由としては、「責任が明確になる」、「技術レベルの向上につなが

る」「対応窓口が明確になる」が多く挙げられている。 

 

（２）必置規制 

 

 

【アンケート結果 P.30 参照】 

 企業規模に関係なく、「現在の制度のままでよい」と回答した企業が 8 割を超え

ているが、見直し（規制の緩和等）が必要との回答も 1 割見られている。大企業、

中小企業間に差は見られない。 

 見直し意見としては、「施設の規模による緩和」「公害防止管理者の兼務可能要件

の緩和」等がある。 

 

（３）資格取得 

 

 

 

 

① 試験制度 

 「現在の制度のままでよい」との意見は中小企業（特定工場あり）で 5 割、大企

業で 6 割強であり、現状の制度を維持する声は大企業の方が多い。【アンケート

結果 P.31 参照】 

② 講習制度 

 「現在の制度のままでよい」との意見は中小企業（特定工場あり）で 5 割弱、大

企業でも 6 割弱であり、試験制度と同様に現状の制度を維持する声は大企業の方

が多い。なお、「見直しが必要である」との意見は大企業、中小企業とも 1 割強

であった。【アンケート結果 P.32 参照】 

主に「責任が明確になる」、「技術レベルの向上につながる」、「対応窓口が明確になる」

との理由から、「役立っている」との回答が半数近い。特に大企業は７割近い。 

現在の制度のままでよいとの意見が大半を占める。 

試験制度､講習制度ともに現状を望む声が多い。資格取得後に何らかの方法で研修を

実施している企業も多いが、半数は研修を実施していない。リフレッシュ研修につい

ては、受講した方の評判は良いが、認知度が低いことが課題となる。 

74



③ 取得後のフォロー 

 「研修等は特に行っていない」企業の割合が 5 割である。大企業では、「外部研

修を活用」と「研修等は特に行っていない」の割合がほぼ同じ 4 割超であり、取

り組みに差が見られる。中小企業では「研修等は特に行っていない」企業が最も

多く 6 割近くにのぼる。【アンケート結果 P.33 参照】 

④ 「公害防止管理者等リフレッシュ研修」 

 「分からない」との意見が半数以上を占める一方、現在の内容のままでよい意見

も 4 割程度ある。【アンケート結果 P.33 参照】 

⑤ 見直し意見 

 見直し意見としては、「資格取得条件の緩和」「資格取得の機会の増加」「科目別

合格制度の統合又は廃止」などがある。【アンケート結果 P.32～33 参照】 

 

３．公害防止管理に関する施策について 

 

（１）公害防止用の設備投資の特例措置・融資制度 

   特例措置：公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る固定資産税の課税標準の特例

措置（大企業・中小企業ともに利用可能） 

   融資制度：日本政策金融公庫「環境・エネルギー対策資金」（中小企業のみ利用可能） 

 

 

 

 

 

【アンケート結果 P.34～36 参照】 

 特例措置の認知度について、「内容を知っており、活用したことがある」企業は 2％

と低いが、「知っているが、詳しい内容までは知らない」までを含めると、3 社に

1 社が特例措置を知っているとなる。逆に言えば、3 社に 2 社が本仕組みを知ら

ないことを示唆している。満足度について、3 社に 1 社は「満足」と回答してい

るが、「内容の拡充」、「見直しが必要である」との回答は 4 割近い。 

 「特定工場あり」の中小企業に限ると、特例措置の認知度は約 4 割になる。しか

し、「満足」の回答割合は低下し、「内容の拡充」と「抜本的な見直し」を含めた

声は半数近くになる。 

 融資制度についても、「内容を知っているが、詳しい内容までは知らない」まで

を含めると、回答企業の 3 社に 1 社が認知している。利用もしくは認知している

企業の中で、内容に「満足している」が 3 割程度、拡充や見直しを求める意見は

4 割強で見られる。 

 「特定工場あり」の中小企業に限定して満足度をみると、特例措置と同様に満足

度は低下し、「内容の拡充」「抜本的な見直し」を含めた声は上昇する。 

 見直し意見としては、「条件の緩和」「適用条件の拡大」「補助金での優遇措置」「告

知の増加」などがある。 

特例措置・融資制度ともに、認知割合は回答企業の 3割程度となっている。これらの

措置・制度を活用した企業及び認知している企業の中で、内容に「満足している」と

の回答は３割程度あるが、内容の拡充や抜本的な見直しを含めた改善を求める意見も

多い。 
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（２）公害防止管理の教育・普及について 

 

 

【アンケート結果 P.37 参照】 

 「セミナー・講習会」が 5 割程度、「事例集」と「ケーススタディ」で 3 割強の

意見があった。 

 

以 上 

セミナー等の開催、事例集等の作成を求める意見が多い。 
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ヒアリング調査について 

 

１．考え方 

論点に挙げた各項目について、アンケート回答企業から寄せられた特徴的な取り組み事例・

課題・意見等の詳細を調査する。 

 

２．ヒアリング項目（案） 

 10 年前に比べての公害防止管理業務の経営上の位置づけの変化 

・システムや機械化をうまく活用し、合理化で予算を削減した事例 

・増加した人員の具体的な役割、担当業務の内容 

 10 年前に比べての公害防止管理業務量の変化 

・業務量が増加した具体的な環境管理業務の内容 

・業務量が減少した具体的な公害防止管理業務の内容 

 公害防止管理体制 

・中小企業での外部監査活用事例 

 法改正等の情報収集 

・外部研修の具体的な事例 

・インターネットを活用した情報提供への要望 

 アウトソーシング 

・公害防止の管理・指導の具体的な事例 

・アウトソーシング活用によるコンプライアンス強化の具体的な内容 

 地域の利害関係者との関係 

・地方自治体や地域住民等とコミュニケーションをとるための課題 

・地域住民等への情報提供等の具体的な取り組み事例 

 教育・技術継承・OB の活用 

 ・「社外研修が主である」理由と具体的な内容 

 ・社内独自の資格制度の具体的な事例  

 ・OB 活用の具体的事例 

 海外工場での対応 

 ・日本と同じレベルの基準を設けている理由 

 ・現地の人材育成の具体的な内容・課題 

 制度の意義 

 ・役に立っていない理由 

 ・技術レベルの向上に役立っている事例 

 公害防止管理者の必置規制 

 ・見直しが必要な具体的な内容 

 資格取得（試験制度、講習制度、取得後のフォロー） 

・見直しが必要な具体的な内容 

 公害防止管理に関する施策 

 ・見直しが必要な具体的な内容 

 公害防止管理の教育・普及について 

   ・セミナー・座学の具体的な内容

資料７ 
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

第２回出席者名簿 

 

１．検討会委員（五十音順）（委員長○） 

 

指宿 堯嗣  一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問 

須藤 正行  千葉市環境局環境保全部環境規制課 課長 

辰巳 憲司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 

         浄化機能促進研究グループ 客員研究員 

中村 知道  一般社団法人日本鉄鋼連盟 

        （ＪＦＥスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 主任部員） 

奈良 恒雄  一般社団法人日本化学工業協会 

        （住友化学株式会社 レスポンシブルケア室 兼 気候変動対応推進室 

主席部員） 

服部 一彌  全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境委員会委員長） 

        （株式会社ハツメック 代表取締役社長） 

○安井 至   一般財団法人 持続性推進機構 理事長 

        （独立行政法人 製品評価技術基盤機構 名誉顧問） 

柳 憲一郎  明治大学法科大学院 環境法センター長 

渡邊 恵子  日本製紙連合会 

        （日本製紙株式会社 環境安全部 主席技術調査役） 

 

２．経済産業省 

 

田中 秀明  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長 

中嶋 重光  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長補佐 

太田 晴信  経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

北川 航   経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

 

３．事務局：神鋼リサーチ株式会社 

 

北浦 伸幸  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 部長 

山野 和之  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

河田 和久  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

久保 道子  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査業務グループ 研究員 

 

以上 

別紙 
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

第２回検討会 議事概要 

 

開催日時：平成２８年１月２７日（水） １４：００～１６：４０ 

開催場所：石井ビル ２階 Ｃ会議室（東京都港区虎ノ門１－１６－８ 石井ビル） 

出席者 ：安井委員長、指宿委員、須藤委員、辰巳委員、中村委員、奈良委員、 

服部委員、柳委員、渡邊委員 

経済産業省 環境指導室 田中室長、中嶋室長補佐、太田係員、北川係員 

オブザーバー：経済産業省２名、環境省１名、業界団体４名 

事務局 ：神鋼リサーチ 

 

１．議事 

（１）第１回検討会議事概要の確認 

（２）第１回検討会における指摘事項の確認 

（３）企業の公害防止管理に係る取組みの現状について（委員からのプレゼンテーション） 

（４）海外の公害防止管理者制度 

（５）アンケート調査結果及び公害防止管理に係る論点 

（６）ヒアリング企業候補及びヒアリング項目の検討 

（７）今後のスケジュール、他 

 

２．議事概要 

（１）第１回検討会議事概要の確認 

 ・第１回検討会議事概要について事務局から説明し、了承された。 

（２）第１回検討会における指摘事項の確認 

 ・第１回検討会における指摘事項について、事務局から説明した。 

（３）企業の公害防止管理に係る取組みの現状について 

 ・鉄鋼業、化学工業、製紙業、鍍金工業における公害防止管理の取組みについて、各々の委員

から紹介があった。 

 ・大気汚染対策、水質汚濁対策、廃棄物処理、温暖化対策等の環境対応、その体制や人材育成

等に関する各業界や企業での取組みの紹介があり、監視システムからリサイクルの問題、海

外での公害防止管理の状況等について幅広い意見が交わされた。 

（４）海外の公害防止管理者制度 

 ・中国､タイ､インドネシアにおける公害防止管理者制度の概要について､事務局から説明した。 

 ・各国と日本の公害防止管理者制度の違いを紹介し、委員からは資格試験の合格率の違いやリ

フレッシュ研修の有無等が質疑に挙がった。 

（５）アンケート調査結果及び公害防止管理に係る論点 

 ・アンケート調査結果とその結果に基づく公害防止管理の論点について、事務局から説明した。 

 ・委員より、アンケート結果の中での公害防止管理者制度が技術レベル向上に役立っていると

する回答や公害防止管理の業務量が過去から増加したとする回答等に対して、ヒアリングに

より状況を確認した方がよいとの意見があった。 

（６）ヒアリング企業候補及びヒアリング項目の検討 

 ・アンケート回答企業へのヒアリング項目案について、事務局から説明した。 

 ・委員より、業種や業界に絞った資格制度やリフレッシュ研修による活性化、アウトソーシン

グへの対応等に関する意見が挙がった。 

（７）今後のスケジュール、他 

 ・事務局にて、アンケート回答企業へヒアリングを行い、その結果も踏まえて報告書案を作成

する。第３回検討会（３月２日）で委員の意見をいただいた上で、最終報告書を作成する。 

 

以上 
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添付資料 

 

３．第３回検討会配布資料（一部除く）及び議事概要 

  



 

 

  



 

 

平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

第３回検討会 

 

 

議 事 次 第 

 

 

日 時：平成２８年３月２日（水） １４：００～１６：１０ 

場 所：石井ビル ２Ｆ Ｃ会議室 

     〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-16-8 石井ビル 

TEL：03-5501-0404 

アクセス：http://toranomon.spaceuse.net/access/ 

 

 

１．議事 

 

 （１）第２回検討会議事概要の確認                  資料１ 

 

（２）ヒアリング結果                        資料２ 

 

（３）報告書案の検討                        資料３ 

 

 （４）今後の公害防止管理の在り方に関する提言            資料４ 

 

（５）その他 

 

1

http://toranomon.spaceuse.net/access/


 

 

配付資料一覧 

 

 

資料１   第２回検討会議事概要（省略） 

 

資料２   ヒアリング調査結果（省略） 

 

資料３   報告書（案）（省略） 

 

資料４   公害防止管理の在り方に関する提言（案）（省略） 

 

 

 

別紙    第３回検討会出席者名簿
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

 

第３回出席者名簿 

 

１．検討会委員（五十音順）（委員長○） 

 

指宿 堯嗣  一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問 

須藤 正行  千葉市環境局環境保全部環境規制課 課長 

辰巳 憲司  国立研究開発法人 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 

         浄化機能促進研究グループ 客員研究員 

中村 知道  一般社団法人日本鉄鋼連盟 

        （ＪＦＥスチール株式会社 環境防災・リサイクル部 主任部員） 

奈良 恒雄  一般社団法人日本化学工業協会 

        （住友化学株式会社 レスポンシブルケア室 兼 気候変動対応推進室 

主席部員） 

服部 一彌  全国鍍金工業組合連合会 常任理事 環境委員会委員長） 

        （株式会社ハツメック 代表取締役社長） 

○安井 至   一般財団法人 持続性推進機構 理事長 

        （独立行政法人 製品評価技術基盤機構 名誉顧問） 

柳 憲一郎  明治大学法科大学院 環境法センター長 

渡邊 恵子  日本製紙連合会 

        （日本製紙株式会社 環境安全部 主席技術調査役） 

 

２．経済産業省 

 

田中 秀明  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長 

中嶋 重光  経済産業省産業技術環境局環境指導室 室長補佐 

太田 晴信  経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

北川 航   経済産業省産業技術環境局環境指導室 企画調整係 

 

３．事務局：神鋼リサーチ株式会社 

 

北浦 伸幸  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 部長 

山野 和之  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

河田 和久  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査二部 上席主任研究員 

久保 道子  神鋼リサーチ(株)産業戦略情報本部調査業務グループ 研究員 

 

以上 
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平成２７年度産業公害防止対策等調査事業 

企業における公害防止管理の在り方に関する調査検討会 

第３回検討会 議事概要 

 

開催日時：平成２８年３月２日（水） １４：００～１６：１０ 

開催場所：石井ビル ２階 Ｃ会議室（東京都港区虎ノ門１－１６－８ 石井ビル） 

出席者 ：安井委員長、指宿委員、須藤委員、辰巳委員、中村委員、奈良委員、服部委員、 

柳委員、渡邊委員 

経済産業省 環境指導室 田中室長、中嶋室長補佐、太田係員、北川係員 

オブザーバー：経済産業省１名、環境省１名、業界団体２名 

事務局 ：神鋼リサーチ 

 

１．議事 

（１）第２回検討会議事概要の確認 

（２）ヒアリング結果 

（３）報告書案の検討 

（４）今後の公害防止管理の在り方に関する提言 

（５）その他 

 

２．議事概要 

（１）第２回検討会議事概要の確認 

 ・第２回検討会議事概要について事務局から説明し、了承された。 

（２）ヒアリング結果 

・ヒアリング結果について、事務局から説明した。質疑なし。 

（３）報告書案の検討 

 ・報告書案について、事務局から説明した。 

 ・公害防止管理者の科目別合格制度は開始後 10年が経ち、産環協からは、これまで受験者の声をも

とに設問を工夫してきたが、今後はより実務に近い内容も検討していかなければならないとの考

えが示された。 

 ・リフレッシュ研修については、アンケートでの評価結果が高いものの、参加者が少ないことから、

委員からは会場や日程に関して意見が挙がった。また産環協より、ネット活用について経産省や

業界と検討を行っていくのがいいのではないかとの意見も挙がった。 

 ・その他、アウトソーシングや周辺住民へのコミュニケーション等の記載内容について、意見が交

わされた。 

（４）今後の公害防止管理の在り方に関する提言 

 ・公害防止管理の在り方に関する提言について、事務局から説明した。 

 ・アンケート調査で OB人材の活用割合が大企業より中小企業が少ないことに対して、委員より定年

制の違いとする意見が挙がり、考察への追加を検討することとした。 

 ・また委員より、公害防止の法改正等に関する国からの情報発信を分かり易い内容にしてほしいと

の意見も挙がった。 

・その他、公害防止に関するノウハウ・技術継承、統括者の在り方等について、意見が交わされた。 

（５）その他 

 ＜田中室長からのご挨拶＞ 

 ・3回に渡る検討会で議論いただき、厚く御礼申し上げます。 

 ・産業界ではしっかりと公害防止が管理され、現状の制度も機能していることが確認できた。 

・報告書及び提言の中身がほぼ固まったことから、最終調整してまとめていく。 

 ・今後は産環協や関係者ともよく相談しながら、公害防止にしっかり取り組んでいきたい。 

 ・委員の皆様方には引き続き、様々な面からのご支援をお願いします。 

以上 
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４．アンケート調査結果 

 

４－１．アンケート調査の概要 

 
（１）アンケート調査方法 

事前に設計したアンケート調査票に関する第１回検討会での結果を、調査票に反映した。

アンケート回答方法については、アンケート回収後に企業に対してより詳細な聞き取りを行

うことから、記名式とし、回答形式では、設問によって単一選択、複数選択とし、選択理由、

独自の取組記述や意見記述のための自由記述欄も設けた。 
アンケート調査票を 2015 年 11 月 20 日に郵送した。回収方法は基本的に郵送での返送と

したが、要望により電子メールでの回答も受け付けた。また、アンケートの回収率を高める

ために、未回答企業に向けて 12 月に葉書により記入を再要請した。 
 
（２）調査票の送付先及び回収状況 

 
① 送付先の選定 

 公害防止管理については、これまでの経緯から大企業と中小企業で取組が異なることが想

定される。 
大企業については、主要業種（主として製造業）毎に、大手企業を中心に 2014 年度の売上

高を調べて上位 10 社程度を抽出し、次に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律」の「特定工場」を有すると考えられる企業を合計 149 社抽出した。 
中小企業については、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の促進に関する法

律（PRTR 法）」第 11 条に基づき開示されている登録データから、事業所の従業員数の合計

が 300 人以下の企業に絞り、さらに各社のホームページの会社情報より「中小企業基本法」

で定義されている企業（資本金の額または出資の総額が 3 億円以下の会社並びに常時使用す

る従業員の数が 300 人以下）に絞り込んだ。続いて、この段階での業種別企業数割合を基本

として、業種別に企業を無作為に選び出した上で、従業員数で 3 区分（10～50 人、51～100
人、101～300 人）に分けて、従業員数に大きな偏よりがないようにした。最後に、上述の「特

定工場」の有無を企業形態から推測して、送付先企業数を調整し、最終的に 501 社を抽出し

た。 
 アンケートの送付企業数は合計 650 社であり、業種別の送付先の内訳は表 4.1.1 のとおり

である。 
 
② アンケートの回収 

アンケートの回収率は表 4.1.1 に示すように、大企業 40％、中小企業 31％、全体では 33％
になった。業種間で回収率に差が見られ、大企業で 10～70％、中小企業で 5～43％となった

が、全企業ではその他製品を除く 15 業種のうち 9 業種で、回収率が 26～38％の範囲となっ

た。また、電気・ガス・熱供給業で 62％、鉄鋼業で 48％、パルプ・紙・加工業で 44％と比

較的高い回収率を示した。 
その結果、業種別の回答割合は、PRTR 法の登録企業が多いことから発送数が多くなった

2 業種（化学工業・プラスチック製品製造業、金属製品製造業）で 20％前後となった以外は

8 業種で 5～10％、5 業種で 4％以下の割合となった。 
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表 4.1.1 アンケートの送付先及び回収状況          （単位：社） 

業種 
大企業 中小企業 合計 

発送 回答 
回収率 
(%) 

発送 回答 
回収率 
(%) 

発送 回答 
回収率 
(%) 

業種別
割合(%) 

食品製造業 10 2 20 0 - - 10 2 20 1 
パルプ･紙･紙加工品製造業 9 4 44 0 - - 9 4 44 2 
化学工業･プラスチック製品製造業 10 5 50 121 39 32 131 44 34 21 
医薬品製造業 10 3 30 20 1 5 30 4 13 2 
石油製品・石炭製品製造業 10 1 10 14 6 43 24 7 29 3 
ゴム製品製造業 9 4 44 23 8 35 32 12 38 6 
窯業・土石製品製造業 10 4 40 33 7 21 43 11 26 5 
鉄鋼業 10 7 70 17 6 35 27 13 48 6 
非鉄金属製造業 10 5 50 37 13 35 47 18 38 8 
金属製品製造業 10 4 40 100 32 32 110 36 33 17 
機械製造業 10 2 30 47 16 34 57 19 33 9 
電気機械器具製造業 10 2 20 45 14 31 55 16 29 8 
輸送用機械器具製造業 10 5 50 31 10 32 41 15 37 7 
精密機械器具製造業 10 2 20 10 1 10 20 3 15 1 
その他製品 1 0 0 0 - - 1 0 0 0 
電気･ガス・熱供給業 10 8 80 3 0 0 13 8 62 7 

合計 149 59 40 501 153 31 650 212 33 100 

注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
（３）回答企業の概況 

 
① 特定工場の有無 

回答企業のうち「特定工場を有している」との回答が 70％、「特定工場を有していない」

との回答が 25％であった（図 4.1.1）。企業規模別でみると、大企業では 95％が、中小企業で

は 60％が「特定工場を有している」と回答している（図 4.1.2、図 4.1.3）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148社, 70%

54社, 25%

10社, 5%

特定工場の有無（全体）

あり

なし

無回答

図 4.1.1 特定工場の有無（全体） 

n=212 

56社, 95%

1社, 2%
2社, 3%

特定工場の有無（大企業）

あり

なし

無回答

図 4.1.2 特定工場の有無（大企業） 

n=59 

92社, 60%

53社, 35%

8社, 5%

特定工場の有無（中小企業）

あり

なし

無回答

図 4.1.3 特定工場の有無（中小企業） 

n=153 
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② 環境管理担当者中の公害防止管理担当者の割合 

回答企業の全ての工場（全事業所）において、１工場当たりの環境管理担当者の中で公害

防止管理を担当している者の割合が「8 割以上」となっている工場が全体の 5 割弱で最も多

い（図 4.1.4）。企業規模別でみると、大企業の工場では、公害防止管理を担当している者の

割合が｢8 割以上｣である工場が全体の 53％で、中小企業の 40％よりも高い。逆に公害防止管

理を担当している者の割合が「2 割未満」である工場の割合は、中小企業では 22％であり、

大企業では 4％となっている（表 4.1.2）。 
大企業では、環境管理担当者の多くが何らかの形で公害防止管理業務に携わっており、公

害防止管理業務を分担している工場が多いことが伺える。一方、中小企業では大企業ほどで

はないものの、分散している工場も一定数見受けられるが、規模が小さいために少数の要員

で公害防止管理業務を担当できるために、公害防止管理担当者の割合が少ない工場が大企業

の工場よりも多いものと推察される。 
 

表 4.1.2 工場（事業所）の環境管理担当者中の公害防止管理者の割合 
環境管理担当者中の 

公害防止管理担当者の割合(A) 

大企業 中小企業 全体 

工場数 割合(%) 工場数 割合(%) 工場数 割合(%) 

A＜2割 10 4 43 22 53 12 
2割≦A＜4割 37 16 20 10 57 13 
4割≦A＜6割 36 15 30 15 66 15 
6割≦A＜8割 28 12 26 13 54 12 

8割≦A 127 53 79 40 206 47 

合計 238 100 198 100 436 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 公害防止管理担当者数の推移 

1985 年～2015 年まで 10 年毎に全ての年について回答していただいた企業において、1 社

当たりの公害防止管理担当者の数は、全社平均で1985年の5.0人から2015年の7.3人に47％
も増加している（表 4.1.3）。10 年毎の増加数を見ると 1985 年から 1995 年の 10 年間で 1.0
人増、次の 10 年間では 0.9 人増、直近の 10 年間では 0.4 人増となっており、次第に公害防

止管理担当者数が十分な領域に入ってきていることが推察される。 
規模別で 1985 年と 2015 年を比較すると、大企業で 50％増、中小企業で 39％増となって

おり、やや大企業での増員割合が高い。 
また、1985 年に比べて公害防止管理担当者数が増減した企業割合をみると、増加した企業

割合と変化がなかった企業の割合がいずれも 5 割弱程度であり、減少したと回答した企業の

割合は、1 割程度となっている（表 4.1.4）。 

53工場, 12%

57工場, 13%

66工場, 15%

54工場, 13%

206工場, 47%

公害防止管理担当者の割合

2割未満

2～4割未満

4～6割未満

6～8割未満

8割以上

図 4.1.4 環境管理担当者中の公害防止管理担当者の割合 

n=436工場 
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表 4.1.3 公害防止管理担当者数の推移    （単位：人／社） 

規模 回答企業 1985年 1995年 2005年 2015年 
増加率(%) 
2015/1985 

大企業 15社 32.1 40.5 46.0 48.1 50 
中小企業 121社 1.6 1.8 2.1 2.2 39 

合計 136社 5.0 6.0 6.9 7.3 47 

 
表 4.1.4 30 年間での公害防止管理担当者数の増減 （単位：社） 

規模 回答企業 
1985年から 
増加した企業 

変化が 
なかった企業 

1985年から 
減少した企業 

大企業 15社 (100%) 9 (60%) 3 (20%) 3 (20%) 
中小企業 121社 (100%) 53 (44%) 55 (45%) 13 (11%) 

合計 136社 (100%) 62 (46%) 58 (43%) 16 (12%) 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
④ 資格保有者数 

＜公害防止管理者＞ 

公害防止管理者の「資格保有者数」を回答した大企業 50 社（特定工場あり 48 社＋特定工

場の有無に無回答 2 社）の平均資格保有者数は 249 人／社で、資格保有者の従業員に対する

割合の平均は 2.9％であった。1 社当たりの公害防止管理者の資格保有者数でみると、1～10
人（4 社）、11～20 人（5 社）、21～50 人（10 社）、51～100 人（5 社）、101～200 人（12
社）、201 人以上（14 社）であり、最高は 1､383 人となっている。50 社のうち、現在も公害

防止管理業務に従事している人数を回答した 46 社において、現在の従事者の従業員に対する

割合の平均は 0.35％であり、資格保有者に対する割合の平均は 28％となった（表 4.1.5）。 
一方、中小企業で公害防止管理者の資格保有者数（0 人を含む）を回答した 150 社の平均

資格保有者数は 3.3 人／社で、資格保有者の従業員に対する割合の平均は 3.0％であった。150
社のうち、現在も公害防止管理業務に従事している人数（0 人を含む）を回答した 137 社に

おいて、現在の従事者の従業員に対する割合の平均は 1.9％であり、資格保有者に対する割合

の平均は 49％で、ほぼ半数が従事している結果となった（表 4.1.5）。 
中小企業のうち、「特定工場を有する」と回答し、かつ公害防止管理者の資格保有者数（0

人を含む）を回答した 91 社の平均資格保有者数は 4.4 人／社で、従業員に占める公害防止管

理者の割合の平均は 4.4％であった。この割合が大企業よりも高い背景として、従業員数が少

ない中小企業であっても、必要な公害防止管理者を配置しなければならないためと考えられ

る。91 社のうち、1 社当たりの公害防止管理者の資格保有者数でみると、0 人（8 社）、1 人

（15 社）、2～5 人（40 社）、6～10 人（23 社）、11 人以上（5 社）となっている。91 社のう

ち、現在も公害防止管理業務に従事している人数の回答があった 87 社においては、現在の従

事者の従業員に対する割合の平均は 2.5％であり、資格保有者に対する割合の平均は 59％で

あり、資格保有者が公害防止管理業務に携わっている割合は高い（表 4.1.5）。 
また、「特定工場がない」もしくは「空欄」と回答し、かつ公害防止管理者の資格保有者数

（0 人を含む）を回答した 59 社の平均資格保有者数は 1.4 人／社で、従業員に占める公害防

止管理者の割合の平均は 1.6％であった。59 社のうち、ほぼ半数の 28 社が公害防止管理者の

資格保有者がいると回答しており、後述するように中小企業で公害防止管理の重要性の認識

が向上していることを裏付けている。1 社当たり資格保有者数でみると、1 人（11 社）、2～5
人（13 社）、6～10 人（2 社）、11 人以上（2 社）となっている。なお、現在も公害防止管理

業務に従事している人数（0 人を含む）の回答があった 50 社において、その現従事者の従業
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員に対する割合の平均は 0.9％であるが、資格保有者に対する割合の平均は 31％である（表

4.1.5）。 
業種別に公害防止管理者数の従業員数に対する割合をみると、n 数が少ないものの、素材

製造系業種での数値が最終製品製造系業種の数値よりも総じて高い（表 4.1.6）。この傾向は

中小企業でも見られるが、規模が小さいために多くの業種で大企業よりも数値が高く、業種

間の差は縮まる。 
 

表 4.1.5 公害防止管理者の配置状況 

規模 
特定工場の

有無 

資格保有者 現在も公害防止管理業務を従事 

回答数 
(社) 

資格保有者
の合計(人) 

平均資格 
保有者数 
(人/社) 

資格保有者の従
業員に対する割
合の平均(%) 

回答数 
(社) 

現従事者の従業
員に対する割合

の平均(%) 

資格保有者
に対する割
合の平均(%) 

大企業 － 50 12,449 249 2.93 46 0.35 27.6 

中小企業 全体 150 488 3.3 3.03 138 1.90 48.8 

 あり 91 403 4.4 4.37 87 2.46 59.2 
 なし､無回答 59 85 1.4 1.57 50 0.93 30.8 

 
表 4.1.6 業種別の公害防止管理者数の従業員数に対する割合の平均 

業種 
大企業全体 中小企業（特定工場あり） 

回答 
割合の 
平均(%) 

割合の範囲 
(%) 

回答 
割合の 
平均(%) 

割合の範囲 
(%) 

食品製造業 2 2.7 0.49 - 4.97 - - - 
パルプ･紙･紙加工品製造業 3 7.1 1.84 -16.41 - - - 
化学工業･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業 4 4.6 0.47 -13.33 22 5.6 0.00 -24.32 
医薬品製造業 1 0.4 0.37 1 2.9 2.94 
石油製品・石炭製品製造業 1 2.9 2.94 4 8.0 3.64 -11.69 
ゴム製品製造業 3 0.4 0.07 - 0.85 3 1.3 0.72 - 1.88 
窯業・土石製品製造業 4 2.9 1.50 - 5.46 4 1.8 0.00 – 6.12 
鉄鋼業 7 5.7 0.87 - 9.42 5 5.9 1.76 -12.50 
非鉄金属製造業 3 3.9 0.99 - 8.75 9 6.1 0.00 -26.42 
金属製品製造業 4 0.3 0.11 - 0.66 21 3.5 0.00 - 8.65 
機械製造業 3 0.8 0.38 - 1.35 4 2.6 1.70 - 4.04 
電気機械器具製造業 2 0.2 0.09 - 0.22 13 3.2 0.00 - 9.52 
輸送用機械器具製造業 5 1.1 0.26 - 3.53 5 3.9 0.45 -10.91 
精密機械器具製造業 2 0.2 0.07 - 0.39 - - - 
電気･ガス・熱供給業 6 4.1 0.86 - 8.11 - - - 

 
＜公害防止主任管理者＞ 

公害防止主任管理者の資格保有者数に回答した大企業 26 社、中小企業 12 社において、1
社当たりの公害防止主任管理者の資格保有者数は、それぞれ 24 人／社、2 人／社となった（表

4.1.7）。また、現在も公害防止主任管理者として業務を担当している者の割合の平均は、大企

業では 25％であるが、中小企業では 67％と高い。公害防止管理者の場合と同様に、中小企業

では主任管理者として資格取得後、長く従事していることが伺える。 
 

表 4.1.7 公害防止主任管理者の配置状況 

規模 
特定工場 
の有無 

資格保有者 現在も公害防止主任管理業務を従事 

回答数 
(社) 

資格保有者を
有する(社) 

(A) 

資格保有者
の合計(人) 

(B) 

平均資格 
保有者数 
(B/A) 

回答数 
(社) 

資格保有者に対する
割合の平均(%) 

大企業 － 43 26 613 24 21 25 

中小企業 － 128 12 26 2 10 67 
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４－２．アンケート調査結果 

 
４－２－１．公害防止管理体制について 

 
（１）公害防止管理業務に対する認識、位置づけの変化 

 
ここでは、10 年前と比較した公害防止管理業務に対する認識、位置づけの変化を整理した。 

 
１）公害防止管理業務の経営上の認識・位置づけの変化（10年前との比較） 

 
① 公害防止管理業務に関する予算 

全体でみると「変わらない」と回答した企業は概ね半数であるが、「やや増加」～「大幅に

増加」までを含めて「増加」と回答した企業の割合は 3 割であり、「減少」と回答した企業の

割合の 1 割よりも多い。企業規模では、大企業で「増加」と回答した企業が 4 割近くあり、

中小企業の 3 割程度よりも高い（表 4.2.1.1）。 
「変わらない」理由では、「現在の体制で十分な対策ができている」との回答が 5 割を占め

ている（表 4.2.1.2、表 4.2.1.3）。 
「増加」理由では、「環境規制の強化」、「事業拡大」、「体制の強化」を挙げている企業が多

く、中小企業では「公害防止管理業務以外の環境管理業務が増加した」との理由も多く見ら

れる（表 4.2.1.4）。少数意見として「コンプライアンス強化」がある（表 4.2.1.5）。 
 

表 4.2.1.1 公害防止管理業務に関する予算の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 13 6 9 15 4 3 
②増加(10～30%増加) 21 10 7 12 14 9 
③やや増加(5～10%程度) 31 15 7 12 24 16 
④変わらない(±5%程度) 107 50 21 36 86 56 
⑤やや減少(5～10%程度) 8 4 4 7 4 3 
⑥減少(10～30%減少) 8 4 4 7 4 3 
⑦大幅に減少(30%以上) 5 2 3 5 2 1 
無回答 19 9 4 7 15 10 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.2 公害防止管理業務に関する予算に変化がない理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

④公害防止管理業務以外の環境管理業務に対応 3 3 - - 3 3 
⑤環境管理業務以外の業務(例えば､生産､総務､エ
ネルギー管理等)に対応 

1 1 - - 1 1 

⑥現在の体制で十分な対策ができている 57 53 8 - 49 57 
⑧システム､機械化により合理化を進んだ 2 2 1 - 1 1 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 1 1 - - 1 1 
⑩環境規制への対応 3 3 1 - 2 2 
⑪その他 8 7 3 - 5 6 
無回答 32 30 8 - 24 28 

合計 107 100 21 - 86 100 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 



7 
 

「減少」の主な理由としては、「経営効率化」、「事業縮小」、「システム､機械化により合理

化が進んだ」などが挙げられている（表 4.2.1.6、表 4.2.1.7）。「システム､機械化により合理

化が進んだ」具体的な事例としては、「排水処理のシステム・機械化の構築が完了し、運用管

理での定着化がはかられたこと」（窯業・土石製品製造業）、「排水処理場等の監視システムの

強化等」（輸送機械製造業）がある。 
 

表 4.2.1.3 予算に変化がない理由のその他 
予算変化 回答企業 理由 

④変化なし 中小企業 高額な資金投入が難しい 
 中小企業 汚水の排出施設は別会社で実施しているため 
 中小企業 ISO14001の範囲内で対策している 
 大企業 過去から重要な位置づけであり変わらない 

 
表 4.2.1.4 公害防止管理業務に関する予算の増加理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

②事業拡大 10 15 6 26 4 10 
③組織､体制の統合又は分割があった 3 5 1 4 2 5 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務が増加 11 17 1 4 10 24 
⑤環境管理業務以外の業務(例えば､生産､総務､エ
ネルギー管理等)が増えた 

2 3 1 4 1 2 

⑥現在の体制で十分な対策ができている 1 2 - - 1 2 
⑦現在の体制では不十分なため 7 11 2 9 5 12 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 1 2 - - 1 2 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 1 2 - - 1 2 
⑩環境規制の強化 21 32 6 26 15 36 
⑪その他 7 11 6 26 1 2 
無回答 1 2 - - 1 2 

合計 65 100 23 100 42 100 
  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.5 予算増加のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

①大幅に増加 大企業 設備老朽化更新のため 
 大企業 社内コンプライアンスのため 

③やや増加 大企業 社内コンプライアンスのため 
 大企業 リスク低減を図るため 
 大企業 自主的対策を強化したため 

 
表 4.2.1.6 公害防止管理業務に関する予算の減少理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①経営効率化で一律に削減した 7 33 3 - 4 - 
②事業縮小 3 14 - - 3 - 
③組織､体制の統合又は分割があった 1 5 1 - - - 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務が減少 1 5 1 - - - 
⑥現在の体制で十分な対策ができている 2 10 2 - - - 
⑦現在の体制では不十分なため 1 5 - - - - 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 3 14 3 - - - 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 1 5 1 - 1 - 
⑪その他 2 10 - - 2 - 

合計 21 100 11 - 10 - 
  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.7 予算減少のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

⑦大幅に減少 中小企業 特定施設を廃止したため 
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② 公害防止管理業務を担当する人員 

「変わらない」と回答した企業が 6 割近くを占める。企業規模別では、中小企業では「変

わらない」と回答した企業が 6 割を越えているものの、「増加」したと回答した企業数 30 社

は「減少」と回答した企業数 14 社のほぼ 2 倍となっている（表 4.2.1.8）。 
「変わらない」との理由では、「現在の体制で十分な対策ができている」との回答が半数程

度となっている（表 4.2.1.9、表 4.2.1.10）。 
「増加」理由では、「体制の強化」、「環境規制の強化」、「事業拡大」、「公害防止管理業務以

外の環境管理業務が増加した」が挙げられる（表 4.2.1.11、表 4.2.1.12）。「公害防止管理業務

以外の環境管理業務」の例として、「エネルギー管理業務の兼務、騒音･振動規制への対応の

他部署からの移管」（鉄鋼業）、「グループ会社を含めた管理体制の強化対応」（パルプ・紙製

造業）などが挙げられている。 
「減少」の主な理由としては、「事業縮小」、「組織・体制の統合又は分割」が挙げられてい

る（表 4.2.1.13、表 4.2.1.14）。 
 

表 4.2.1.8 公害防止管理業務を担当する人員の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 10 5 4 7 6 4 
②増加(10～30%増加) 20 9 6 10 14 9 
③やや増加(5～10%程度) 14 7 4 7 10 7 
④変わらない(±5%程度) 123 58 24 41 99 65 
⑤やや減少(5～10%程度) 12 6 7 12 5 3 
⑥減少(10～30%減少) 10 5 8 14 2 1 
⑦大幅に減少(30%以上) 8 4 1 2 7 5 
無回答 15 7 5 8 10 7 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.9 公害防止管理業務を担当する人員で変化がないとした理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

③組織､体制の統合又は分割があった 4 3 - - 4 4 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務に対応 3 2 1 4 2 2 
⑥現在の体制で十分な対策ができている 68 55 9 38 59 60 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 4 3 2 8 2 2 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 1 1 - - 1 1 
⑩環境規制への対応 3 2 1 4 2 2 
⑪その他 6 5 2 8 4 4 
無回答 34 28 9 38 25 25 

合計 123 100 24 100 99 100 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.10 人員に変化がないとしたその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

④変化なし 中小企業 ISO14001の範囲内で対策している 
 大企業 過去から重要な位置づけであり変わらない 
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表 4.2.1.11 公害防止管理業務を担当する人員の増加理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

②事業拡大 7 16 3 - 4 13 
③組織､体制の統合又は分割があった 4 9 2 - 2 7 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務が増加 6 14 1 - 5 17 
⑤環境管理業務以外の業務(例えば､生産､総務､エ
ネルギー管理等)が増えた 

5 11 1 - 4 13 

⑥現在の体制で十分な対策ができている 1 2 - - 1 3 
⑦現在の体制では不十分なため 10 23 2 - 8 27 
⑩環境規制の強化 8 18 3 - 5 17 
⑪その他 3 7 2 - 1 3 

合計 44 100 14 - 30 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.12 人員増加のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

②増加 大企業 自主的対策を強化したため 

③やや増加 大企業 社内コンプライアンス強化のため 

 
表 4.2.1.13 公害防止管理業務を担当する人員の減少理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①経営効率化で一律に削減した 2 7 1 - 1 - 
②事業縮小 5 17 1 - 4 - 
③組織､体制の統合又は分割 8 27 7 - 1 - 
⑤環境管理業務以外の業務(例えば､生産､総務､エ
ネルギー管理等)が減少した 

1 3 - - 1 - 

⑥現在の体制で十分な対策ができている 3 10 1 - 2 - 
⑦現在の体制では不十分なため 1 3 - - 1 - 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 3 10 3 - - - 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 3 10 3 - - - 
⑪その他 3 10 - - 3 - 
無回答 1 3 - - 1 - 

合計 30 100 16 - 14 - 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.14 人員減少のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

⑦大幅に減少 中小企業 特定施設を廃止したため 
 中小企業 退職による 

 
③ 公害防止設備に関する投資 

「変わらない」と回答した企業の割合が最も多く半数近くにのぼる。中小企業の場合、投

資が「増加」したと回答した企業数 51 社は、「減少」したと回答した企業数 14 社を大幅に超

えている（表 4.2.1.15）。 
「変わらない」とした理由では、「現在の体制で十分な対策ができている」との回答が多い

（表 4.2.1.16、表 4.2.1.17）。設備投資が「増加」した理由では、「環境規制の強化」への対

応が多いが、「老朽化のための更新」も見られる（表 4.2.1.18、表 4.2.1.19）。「減少」した主

な理由としては、「現在の体制で十分な対策ができている」、「経営効率化」が多く、「設備投

資のタイミング」も見受けられる（表 4.2.1.20、表 4.2.1.21）。 
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表 4.2.1.15 公害防止設備に関する投資の変化 

回答 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に増加(30%以上) 15 7 7 12 8 5 
②増加(10～30%増加) 24 11 4 7 20 13 
③やや増加(5～10%程度) 30 14 7 12 23 15 
④変わらない(±5%程度) 95 45 20 34 75 49 
⑤やや減少(5～10%程度) 10 5 6 10 4 3 
⑥減少(10～30%減少) 12 6 6 10 6 4 
⑦大幅に減少(30%以上) 9 4 5 8 4 3 
無回答 17 8 4 7 13 8 

合計 212 100 59 100 153 100 

    注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.16 公害防止設備に関する投資に変化がないとした理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

③組織､体制の統合又は分割があった 1 1 - - 1 1 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務に対応 2 2 - - 2 3 
⑥現在の体制で十分な対策ができている 48 51 9 45 39 52 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 2 2 1 5 1 1 
⑨アウトソーシングや外部人材活用が進んだ 1 1 - - 1 1 
⑩環境規制への対応 4 4 1 5 3 4 
⑪その他 7 7 3 15 4 5 
無回答 30 32 6 30 24 32 

合計 95 100 20 100 75 100 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.17 設備投資に変化がないとしたその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

④変化なし 中小企業 高額な資金投入が難しい 
 中小企業 ISO14001の範囲内で対策している 
 大企業 過去から重要な位置づけであり変わらない 

 
表 4.2.1.18 公害防止設備に関する投資の増加理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

②事業拡大 8 12 2 - 6 12 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務が増加 4 6 - - 4 8 
⑤環境管理業務以外の業務(例えば､生産､総務､エ
ネルギー管理等)が増えた 

1 1 - - 1 2 

⑥現在の体制で十分な対策ができている 3 4 1 - 2 4 
⑦現在の体制では不十分なため 8 12 1 - 7 14 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 3 4 - - 3 6 
⑩環境規制の強化 30 43 8 - 22 43 
⑪その他 12 17 6 - 6 12 

合計 69 100 18 - 51 100 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.19 投資増加のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

①大幅に増加 大企業 老朽化で更新のため 
 大企業 公害防止対策を強化したため 
 大企業 社内コンプライアンス強化のため 

②増加 中小企業、大企業 老朽化のため更新 

③やや増加 中小企業 老朽化のため、老朽化への対応 
 大企業 さらにリスク低減を図るため 
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表 4.2.1.20 公害防止設備に関する投資の減少理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①経営効率化で一律に削減した 7 23 4 - 3 - 
②事業縮小 3 10 - - 3 - 
③組織､体制の統合又は分割 2 6 2 - - - 
④公害防止管理業務以外の環境管理業務が増加 1 3 1 - - - 
⑥現在の体制で十分な対策ができている 8 26 4 - 4 - 
⑦現在の体制では不十分なため 1 3 - - 1 - 
⑧システム､機械化により合理化が進んだ 2 6 2 - - - 
⑪その他 6 19 4 - 2 - 
無回答 1 3 - - 1 - 

合計 31 100 17 - 14 - 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

表 4.2.1.21 投資減少のその他の理由 
予算変化 回答企業 理由 

⑦大幅に減少 中小企業 特定施設を廃止したため 

 
大企業 過去の設備投資によって対策が図られ、新規の設備投資

が必要な案件が減少したため 
 大企業 設備投資のタイミング 

⑥減少 中小企業 工場の廃止及び工場移転（市街地→工業団地）したため 

⑤やや減少 中小 設備投資のタイミング 

 
２）公害防止管理業務の重要性に対する認識の変化（10 年前との比較） 

10 年前と比較して、公害防止管理業務の重要性の認識が「変わらない」と回答した企業の

割合は全体では 3 割程度であるが、「向上した」と回答した企業の割合も 3 割程度となってお

り、「やや向上」と「大幅に向上」を含めて、重要性の認識が向上しているとの割合は全体で

6 割以上となっている（表 4.2.1.22、図 4.2.1.1、図 4.2.1.2、図 4.2.1.3）。規模別では、大企

業よりも中小企業で「向上した」と回答した企業の割合がやや高い。 
 

表 4.2.1.22 公害防止管理業務の重要性に対する認識の変化 

変化 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①大幅に向上 16 8 6 10 10 7 
②向上 67 32 19 32 48 31 
③やや向上 47 22 7 12 40 26 
④変わらない 67 32 24 41 43 28 
⑤やや低下 7 3 1 2 6 4 
⑥低下 0 0 0 0 0 0 
⑦大幅に低下 1 0 0 0 1 1 
無回答 7 3 2 3 5 3 

合計 212 100 59 100 153 100 

       注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

16社, 8%

67社, 32%

47社, 22%

67社, 32%

7社, 3%

1社, 0% 7社, 3%

①大幅に向上

②向上

③やや向上

④変わらない

⑤やや低下

⑥低下

⑦大幅に低下

無回答

図 4.2.1.1 公害防止管理の重要性の変化（全体） 

n=212 
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 公害防止管理業務の重要性の認識で「向上」（表 4.1.2.22 で①～③）を選択した企業におい

て、「向上」した理由をみると、大企業、中小企業ともに 2 割程度の企業が「環境規制の強化」

を挙げているが、特徴的な点として、大企業の 4 割が「CSR 活動の強化の一環」と回答し、

3 割弱の中小企業が「やって当たり前という認識が一般的になった」と回答している（表

4.2.1.23）。また、「経営者の環境意識の高まり」を挙げている企業も 1 割以上となっている。 
 

表 4.2.1.23 公害防止管理業務の重要性が向上した理由 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①やって当たり前という認識が一般的になった 27 21 2 6 25 26 
②公害防止管理業務以外の環境管理業務が増えた
（優先される） 

7 5 - - 7 7 

③兼務している環境管理業務以外の業務(例えば、生
産､総務､エネルギー管理等)が増えた 

3 2 - - 3 3 

④経営トップが生産効率の向上を優先に考えている 1 1 - - 1 1 
⑤世論の高まり 5 4 1 3 4 4 
⑥経営者の環境意識の高まり 17 13 5 16 12 12 
⑨体制・人員が整備された 4 3 2 6 2 2 
⑩環境規制の強化 25 19 5 16 20 20 
⑪対応が必要な事項が増えた 17 13 3 9 14 14 
⑫CSR活動の強化の一環 19 15 13 41 6 6 
⑬その他 3 2 1 3 2 2 
無回答 2 2 - - 2 2 

合計 130 100 32 100 98 100 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
 
（２）公害防止管理業務の変化 

 
 企業においては、近年の環境意識の高まりから、省エネ、地球温暖化対策、CSR 活動など、

従来の公害防止管理業務以外の環境分野の業務が増えていることが推察される。その状況は、

本社部門と工場（事業所）で異なると考えられる。本項では、10 年前と比べて、公害防止管

理業務にどのような変化があったのかを分析した。 
 
① 環境管理に関する全業務量の変化 

 本社部門における環境管理全体の業務量について、回答企業 83 社のうち 4 割弱の 30 社が

「変わらない」としているものの、「増加した」との回答企業は 6 割の 50 社に達し、「減少」

6社, 10%

19社, 32%

7社, 12%

24社, 41%

1社, 2%

2社, 3%

重要性の認識の変化（大企業）

①大幅に向上

②向上

③やや向上

④変わらない

⑤やや低下

⑥低下

⑦大幅に低下

無回答

図 4.2.1.2 公害防止管理の重要性の変化（大企業） 

n=59 

10社, 7%

48社, 31%

40社, 26%

43社, 28%

6社, 4%

1社, 1%
5社, 3%

重要性の認識の変化（中小企業）

①大幅に向上

②向上

③やや向上

④変わらない

⑤やや低下

⑥低下

⑦大幅に低下

無回答

図 4.2.1.3 公害防止管理の重要性の変化（中小企業） 

n=153 
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と回答した 3 社を大幅に超えている（図 4.2.1.4）。工場部門においても同様な傾向が見られ

るが、回答企業 172 社のうち、「増加した」との回答割合は 86 社の 5 割であり本社部門より

もやや少ない（図 4.2.1.5）。企業規模別でみると、大企業でも中小企業でも同様な傾向が見

られる。ただし、大企業は中小企業よりも、本社部門、工場ともに環境管理全体の業務量が

「増加した」との回答割合が高く、大企業の本社部門では 7 割が「増加した」と回答してい

る（図 4.2.1.6～図 4.2.1.9）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 公害防止管理業務量の変化 

本社部門における公害防止管理の業務量について、回答 83 社のうち 5 割弱の 40 社が「変

わらない」と回答している。「増加した」との回答は 3 割強の 27 社であるが、「減少」と回答

した企業も2割の16社となっており、先述の①環境管理に関する全業務量の変化と比べると、

状況が大きく異なっている（図 4.2.1.10）。工場部門においても同様な傾向が見られ、回答 172

50社, 60%

3社, 4%

30社, 36%

環境管理に関する全業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.4 環境管理の全業務量の変化 
（本社－全体） 

n=83 

25社, 69%
1社, 3%

10社, 28%

環境管理に関する全業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.6 環境管理の全業務量の変化 
（本社－大企業） 

n=36 

25社, 53%

2社, 4%

20社, 43%

環境管理に関する全業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.8 環境管理の全業務量の変化 
（本社－中小企業） 

n=47 

86社, 50%

7社, 4%

79社, 46%

環境管理に関する全業務の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.5 環境管理の全業務量の変化 
（工場－全体） 

n=172 

29社, 60%

1社, 2%

18社, 38%

環境管理に関する全業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.7 環境管理の全業務量の変化 
（工場－大企業） 

n=48 

57社, 46%

6社, 5%

61社, 49%

環境管理に関する全業務の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.9 環境管理の全業務量の変化 
   （工場－中小企業） 

n=124 
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社のうち 93 社が「変わらない」と回答しており、5 割を超えている（図 4.2.1.11）。企業規

模別では、大企業でも中小企業でも、「増加した」は本社、工場ともに 3 割前後であり、同様

な傾向が見られる。ただし、中小企業は大企業よりも、本社部門、工場ともに公害防止管理

業務量が「減少した」との回答割合が高く、中小企業の本社部門では 2 割強が「増加した」

と回答しているが、大企業の本社部門では 1 割強となっている（図 4.2.1.12～図 4.2.1.15）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 環境管理の全業務量の増加した企業における公害防止管理業務量の変化（本社部門） 

本社部門の環境管理の全業務量（図 4.2.1.4）が「増加」と回答した 50 社について、公害

防止管理の業務量の変化をみると、「増加」との回答は 4 割強、「減少」との回答は 2 割とな

っているが、公害防止管理業務の環境管理業務に対する割合の変化では、「減少」との回答が

6 割以上を占め、「増加」の 2 割強を大きく上回っている（図 4.2.1.16、図 4.2.1.17）。以上よ

り、環境管理の全業務量が増えた中で公害防止管理以外の業務量が大きく伸びたと推察され

12社, 33%

5社, 14%

19社, 53%

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.12 公害防止管理業務量の変化 
 （本社－大企業） 

n=36 

13社, 27%

6社, 13%29社, 60%

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.13 公害防止管理業務量の変化 
 （工場－大企業） 

n=48 

27社, 33%

16社, 19%

40社, 48%

公害防止管理業務量の変化（全体）

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.10 公害防止管理業務量の変化 
（本社－全体） 

n=83 

15社, 32%

11社, 23%

21社, 45%

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.14 公害防止管理業務量の変化 
  （本社－中小企業） 

n=47 

54社, 31%

25社, 15%

93社, 54%

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.11 公害防止管理業務量の変化 
（工場－全体） 

n=172 

41社, 33%

19社, 15%

64社, 52%

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.15 公害防止管理業務量の変化 
  （工場－中小企業） 

n=124 
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る。この傾向は大企業ほど強く、環境管理に関する全業務量が増加したが、公害防止管理業

務量が「減少」したとの回答割合が 2 割弱である一方で、公害防止管理業務の割合が「減少」

したとの回答割合は 6 割以上となっている。中小企業の場合、環境管理に関する全業務量が

増加したが公害防止管理業務量も「増加」したとする企業の割合が 5 割弱を占め、「減少」の

2 割強より大きく、割合の変化においては、公害防止管理業務量の割合が「減少」と回答し

た企業の 5 割で、大企業の割合よりも低い（図 4.2.1.18～図 4.2.1.21）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本社部門において、「公害防止管理業務以外で増加した環境管理業務」の具体例としては、

「ISO14001 対応」、「CSR 報告書対応」、「廃棄物管理」、「化学物質管理」、「CO2対策・地球

温暖化対策」、「内部監査活動の強化」などが挙げられる。さらに「労働安全衛生法への対応」

「安全管理」などの業務が加わっている（表 4.2.1.24）。 
 

12社, 48%

6社, 24%

7社, 28%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.20 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（本社－中小企業） 

n=25 

8社, 32%

13社, 52%

4社, 16%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.21 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の割合（本社－中小企業） 

n=25 

22社, 44%

10社, 20%

18社, 36%

環境管理業務量が増えた企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.16 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（本社－全体） 

n=50 

12社, 24%

29社, 58%

9社, 18%

環境管理業務量が増えた企業における

公害防止管理業務の割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.17 環境管理業務中の公害防止管理 
業務量の割合（本社－全体） 

n=50 

10社, 40%

4社, 16%

11社, 44%

環境管理業務量が増えた企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.18 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（本社－大企業） 

n=25 

4社, 16%

16社, 64%

5社, 20%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.19 環境管理業務中の公害防止管理 
      業務量の割合（本社－大企業） 

n=25 
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表 4.2.1.24 本社部門において公害防止管理業務以外で増加した環境管理業務の具体例 
企業規模 業種 増加した環境管理業務 

中小企業 ゴム製品製造業 ・ISO14001対応 

・法令の適用状況･法改正への順応などの内部環境監査 

・労働安全衛生法対応 

 化学工業 ・事業系一般廃棄物対応 

・環境マネージメントの活性化、拡充 

 化学工業 ・廃棄物管理 

・省エネ対応、地球温暖化対策 

・有害物質対応 

 金属製品製造業 ・地域の行政からの指摘に対応して、廃水処理槽を改修。その手続

き等を含む管理業務 

大企業 ゴム製品製造業 ・CO2排出削減、省エネ対応 

・化学物質管理 

・顧客への情報提供 

・CSR報告書作成 

 窯業・土石製品製造業 ・ISO14001認証取得 

 非鉄金属 ・廃棄物管理業務 

・ISO14001改訂対応 

・CSR報告書対応 

 精密機械器具製造業 ・安全管理 

・化学物質管理 

・海外規制対応 

 
また、具体的な「業務量が減少した公害防止管理業務」としては、「公害防止管理に関する

情報収集・教育業務」、「環境対応設備のメンテナンス業務」、「分析測定業務」、「行政対応や

地域とのコミュニケーション業務」を挙げられる（表 4.2.1.25）。 
 

表 4.2.1.25 本社部門において減少した公害防止管理業務の具体例 
企業規模 業種 減少した公害防止管理業務 

中小企業 化学工業 ・公害防止管理以外の環境管理業務が増加しているために、公害防

止管理に関する情報収集や教育に割く時間が減少。 

・公害防止管理に関する行政対応や地域とのコミュニケーション対

応は、工場の分担を増やした。 

大企業 ゴム製品製造業 ・環境対応設備のメンテナンス 

・分析測定業務 

 精密機械器具製造業 ・環境以外で安全や化学物質管理などの業務が増えているが、要員

はそのままであるために、公害防止管理業務は減少。 

 
④ 環境管理の全業務量の増加した企業における公害防止管理業務量の変化（工場） 

工場（事業所）の環境管理の全業務量（図 4.2.1.5）で「増加」と回答した 86 社について、

公害防止管理の業務量の変化をみると、「増加」との回答が 5 割であるの対して、「減少」と

の回答は 1 割となっているが、公害防止管理業務の環境管理業務に対する割合の変化では、

「減少」との回答が 7 割近くを占め、「増加」の 3 割を大きく上回っている（図 4.2.1.22、図

4.2.1.23）。以上より、本社部門と同様に、環境管理の全業務量が増えた中で、公害防止管理

以外の業務量が大きく伸びたことから、相対的に公害防止管理業務の割合が低下したと推察

される。この傾向は本社部門と同様に大企業ほど強く、環境管理に関する全業務量が増加し

たが、公害防止管理業務量が「減少」したとの回答割合が 2 割弱である一方で、公害防止管

理業務の割合が「減少」したと回答割合は 9 割近い。中小企業の場合、環境管理に関する全

業務量が増加したが公害防止管理業務量も「増加」したとする企業の割合が 5 割強を占め、
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「減少」の 1 割弱より大きく、割合の変化においては、公害防止管理業務量の割合が「減少」

と回答した企業の 6 割強で、大企業よりも低い（図 4.2.1.24～図 4.2.1.27）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に工場（事業所）において、「公害防止管理業務以外で増加した環境管理業務」の具体例

としては、「ISO14001 対応」、「廃棄物管理」、「CO2対策・地球温暖化対策」、「省エネ活動」

などが挙げられる（表 4.2.1.26）。 
 
 
 
 
 
 
 

32社, 56%

4社, 7%

21社, 37%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.26 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（工場－中小企業） 

n=57 

24社, 42%

32社, 56%

1社, 2%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.27 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の割合（工場－中小企業） 

n=57 

44社, 51%

9社, 
11%

33社, 38%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.22 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（工場－全体） 

n=86 

26社, 30%

57社, 66%

3社, 4%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.23 環境管理業務中の公害防止管理 
業務量の割合（工場－全体） 

n=86 

12社, 42%

5社, 17%

12社, 41%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.24 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（工場－大企業） 

n=29 

2社, 7%

25社, 86%

2社, 7%

環境管理業務量が増加した企業における

公害防止管理業務割合の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.25 環境管理業務中の公害防止管理 
      業務量の割合（工場－大企業） 

n=29 
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表 4.2.1.26 工場（事業所）において公害防止管理業務以外で増加した環境管理業務の具体例 
企業規模 業種 増加した環境管理業務 

中小企業 金属製品製造業 ・省エネ関係の施設管理業務 

・廃棄物削減に係る業務 

 金属製品製造業 ・工場周辺の住宅への対応のほかに、ISO取得に係る管理業務 

 化学工業 ・廃液量増大に伴う廃棄物対策 

 化学工業 ・ISO14001業務の強化（維持から改善） 

・産業廃棄物における遵法確認業務 

・エネルギー管理指定工場の指定に伴う業務 

・過去の官庁関係の届出の見直し業務 

大企業 非鉄金属業 ・省エネ・温室効果ガス排出量低減活動対応 

・生物多様性保全対応 

・社会貢献活動（清掃活動等）対応 

 
⑤ 環境管理の全業務量が変わらないとした企業における公害防止管理業務量の変化 

 本社部門の環境管理の全業務量（図 4.2.1.4）が「変わらない」とした 30 社について、公

害防止管理の業務量の変化をみると、「増加」「減少」がともに 5 社で、「変わらない」の企業

が 20 社（7 割弱）となっている（図 4.2.1.28）。この傾向は工場においても同様である（図

4.2.1.29）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）工場（事業所）のマネージメント 

 
１）工場（事業所）の環境管理部署の整備状況 

「環境管理部署を設置し、公害防止管理者を配置している」が最も多く 5 割弱となってい

るが、特定工場を有する企業では 6 割近くに高まる。企業規模別では、大企業では 9 割近く

にのぼる一方、中小企業では 3 割程度であり、特定工場を有する企業でも 4 割にとどまって

いる。特定工場でない場合、中小企業では「環境管理部署を設置せず、公害防止管理担当者

も配置しないと回答しているところも一定数見られる（表 4.2.1.27）。 
 
 
 
 
 
 

5社, 16%

5社, 17%

20社, 67%

環境管理業務量に変化がない企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.28 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（本社－全体） 

n=30 

10社, 13%

12社, 15%

57社, 72%

環境管理業務量が減少した企業における

公害防止管理業務量の変化

増加

減少

変わらない

図 4.2.1.29 環境管理業務中の公害防止管理  
      業務量の変化（工場－全体） 

n=79 
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表 4.2.1.27 工場（事業所）の環境管理部署の整備状況  （ ）内は特定工場あり 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①環境管理部署を設置、公害防止管理者を配置 
99 

(85) 
47 

(57) 
50 
(48) 

85 
(86) 

49 
(37) 

32 
(40) 

②環境管理部署は設置していないが、公害防止管理
者を配置 

48 
(39) 

23 
(16) 

5 
(5) 

8 
(9) 

43 
(34) 

28 
(37) 

③環境管理部署は設置していないが、公害防止管理
担当者を配置 

33 
(17) 

16 
(11) 

2 
(2) 

3 
(4) 

31 
(15) 

20 
(16) 

④環境管理部署を設置しておらず、公害防止管理担
当者も配置していない 

26 
(5) 

12 
(8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

26 
(5) 

17 
(5) 

無回答 
6 
(2) 

3 
(2) 

2 
(1) 

3 
(2) 

4 
(1) 

3 
(1) 

合計 
212 

(148) 
100 

(100) 
59 
(56) 

100 
(100) 

153 
(92) 

100 
(100) 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
２）公害防止管理体制の整備状況 

整備状況についての回答企業 195 社全体（下表の①～⑤の全てを空欄とした 17 社を除く）

では、どの整備内容でも概ね 6 割以上の企業が対応している。「緊急時の体制の整備」は 8 割

以上、「内部環境監査」についても約３／４の企業が実施していると回答しているが、「外部

環境監査」については 5 割強で他の整備内容よりは低い（表 4.2.1.28）。企業規模別では、大

企業は、どの整備内容でも概ね 9 割前後が実施していると回答しており、特に、「公害防止マ

ニュアル等の作成」、「緊急時の体制構築」は 100％の企業が行っている。一方、中小企業に

おいては、どの整備内容でも概ね 5 割前後の企業が実施していると回答しているが、大企業

よりも割合は低い。「外部環境監査」を実施している中小企業は 4 割程度にとどまっている。 
 

表 4.2.1.28 公害防止管理体制の整備状況（複数回答） （ ）内は特定工場あり 

具体的な整備内容 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①公害防止に関するマニュアル等を作成している 
129 

(110) 
66 

(76) 
57 
(55) 

100 
(100) 

72 
(55) 

52 
(61) 

②環境委員会等の組織を設置している 
131 

(109) 
67 

(75) 
55 
(53) 

96 
(96) 

76 
(56) 

55 
(62) 

③内部環境監査を実施し、確認・点検している 
144 

(115) 
74 

(79) 
54 
(52) 

95 
(95) 

90 
(63) 

65 
(70) 

④外部環境監査を実施し、確認・点検している 
109 
(93) 

56 
(64) 

49 
(47) 

86 
(85) 

60 
(46) 

43 
(51) 

⑤緊急時の体制を構築している 
157 

(123) 
81 

(85) 
57 
(55) 

100 
(100) 

100 
(68) 

72 
(76) 

合計（無回答を除く） 
195 

(145) 
- 

57 
(55) 

- 
138 
(90) 

- 

  注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

中小企業での外部環境監査の具体例としては、「ISO14001の審査機関による認定維持審査」、

「特定非営利活動法人による登録更新審査」、「ゼロエミッションアドバイザーの受け入れ」、

「排水処理設備の月 1 回の業者点検」、「業界組合による月１回の分析･排水記録の半年に１回

の提出」などの活動が挙げられる（表 4.2.1.29）。 
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表 4.2.1.29 中小企業での外部監査の具体例 
企業規模 業種 外部監査の例 

中小企業 化学工業 ・ISO14001の審査機関による審査 

 金属製品製造業 ・ISO14001に基づく外部監査機関による 

・頻度は年 1回 

・排水処理設備の月 1回の業者点検 

・業界組合による排水の月 1 回の分析及び排水記録の半年に 1 回の

提出 

 化学工業 ・ISO14001 の認証工場においては、認定審査機関による認定維持監

査（外部監査） 

・頻度は年 1回（3年で再認証取得審査） 

 化学工業 ・特定非営利活動法人 KES環境機構による登録更新審査 

・年 1回の実施 

・ゼロエミッションアドバイザーの受入（随時） 

 鉄鋼業 ・ISO14001審査登録機関による審査 

 
３）公害防止主任管理者の役職 

 「特定工場」を有する 148 社（大企業 56 社、中小企業 92 社）（図 4.1.1）のうち「特定工

場における公害防止組織法の整備に関する法律」に基づく「公害防止主任管理者」の役職に

ついて回答のあった 83 社（大企業 37 社、中小企業 46 社）でみると、「部課長クラス」と回

答した企業の割合は約２／３であり、以下、「係長クラス」「工場長クラス」と続いているが、

大企業では「工場長クラス」と回答した企業はなかった（表 4.2.1.30、図 4.2.1.30））。排出

量の多い工場において生産管理の視点が求められる職位者が担当していると推察される。 
 

表 4.2.1.30 公害防止主任管理者の役職 

工場における役職 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①工場長クラス 6 7 0 - 6 13 

②部長クラス 24 29 11 30 13 28 

③課長クラス 30 36 15 41 15 33 

④係長クラス 12 14 5 14 7 15 

⑤その他 11 13 6 16 5 11 

合計（無回答を除く） 83 100 37 100 46 100 

       注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）法改正等の情報収集方法 

回答のあった企業 204 社中、「インターネットの活用」割合が 8 割を越えている。次いで「地

方自治体の説明会」、「業界団体の説明会」、「外部研修への参加」となっている。企業規模別

では、大企業では「最新情報（書籍）等の購入」を除くと、いずれの方法でも実施割合が 8

6社, 7%

24社, 29%

30社, 36%

12社, 15%

11社, 13%

公害防止主任管理者の役職

①工場長クラス

②部長クラス

③課長クラス

④係長クラス

⑤その他

図 4.2.1.30 公害防止主任管理者（全体） 

n=83 
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割を越え、「インターネットの活用」ではほぼ全ての企業が対応している。一方、中小企業で

も「インターネットの活用」では 8 割近くの企業が実施していると回答しているが、「業界団

体の説明会」や「外部研修への参加」では 4 割、「最新資料（書籍）等の購入」では 2 割以下

で大企業よりも情報収集方法が限られていることが伺える（表 4.2.1.31）。 
「外部研修への参加」の具体例としては、地方自治体、業界団体、また民間企業の無料／

有料のセミナーに参加が多い。インターネット活用面での要望として、「法令改正等の情報が

どこにあるか分かりにくいのでウェブの統一が望ましい」、あるいは「メール配信であれば効

率的である」との意見がある（表 4.2.1.32）。 
 なお、その他の意見としては、「外部情報（有料）の活用」、「官報」での収集を挙げている。

また、中小企業では「親会社からの情報提供」を挙げている社も見られる。 
 

表 4.2.1.31 法改正等の情報収集方法（複数回答） 

収集方法 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①地方自治体の説明会 133 65 48 83 85 58 

②業界団体の説明会 107 52 49 84 58 40 

③外部研修への参加 104 51 47 81 57 39 

④インターネットの活用 168 82 56 97 112 77 

⑤最新資料（書籍）等の購入 57 28 34 59 23 16 

⑥その他 21 10 11 19 10 7 

合計（無回答を除く） 204 - 58 - 146 - 

 
表 4.2.1.32 外部研修の具体例、インターネットの具体的な活動例や要望 

企業規模 業種 外部研修の具体的な活動／インターネット利用及び要望 

中小企業 非鉄金属業 ・案内状を検討して参加する。 

・公的機関の研修へは参加することが多い（無料のため）。 

・法改正などで変更があった場合、届出機関より周知の文書などが

届く事があり、説明会などへは積極的に参加。 

・疑問点や問題の指摘を受けた場合、インターネットで調べる。 

・毎年 4月に該当法令をネットで調べるが、確認作業に時間を要す。 

 電気機械器具製造業 ・基本的に公的機関の研修（例：県環境課からの研修案内）で、無

料のものがほとんどである。 

・産業廃棄物や水質汚濁防止法に関連する研修が多い 

 非鉄金属製造業 ・公的機関及び民間機関の両方。有料・無料いずれも。 

・受講頻度：年 2回以上。内容：タイムリーな事案。 

 化学工業 ・業界の「工業協会」主催のセミナー。 

・開催頻度：年間 1～2回程度。参加費は比較的少額（1,000円程度） 

・「工業協会」からのメール記載の関係サイトを参考。 

・直接公的機関からのメール配信があれば、時間短縮につながる 

 ゴム製品製造業 ・民間企業主催の環境関係研修（有料／無料） 

・地域の一般社団法人主催の廃棄物関係の研修（無料） 

・法改正の確認は非常に時間が掛かり、事後でわかることも多いた

め、公害に関する法令・告示・通達等の改正についてメール等で

通知をしてほしい。 

 非鉄金属 ・親会社の環境部門主催する定期研修（無料、2回/年） 

・法改正等の詳細は独自で HP等を検索。 

・次のことができれば、より詳細でタイムリーな情報収集ができる 

－関連法令を登録し、該当法令の改正時にメール等で通知 

－告知内容掲載場所(HP)の一元化 

大企業 化学工業 ・産環協、業界団体のセミナー（有料（1万円程度）／無料） 

・県によってウェブサイトのレイアウトや、条例の分類（環境であ

ったり保健であったり）が違うので、統一していただきたい。 
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 化学工業 ・産環協主催の法令動向･実務解説セミナーに参加。 

・環境省、経産省の新着情報メールサービス、民間企業の有料の情

報サービスの利用。 

 窯業･土石製品製造業 ・民間企業の法規制検索システムを契約使用 

・外部講師を招き、当社での集合教育の実施 

 鉄鋼業 ・行政による法改正内容の説明会（無料） 

・一般社団法人による環境管理に関する講習（有料）」 

・メルマガ等で情報が送られてくると漏れなく情報をチェックでき

るので、運用を多くして頂けると有難い。 

・環境省、経産省等が各々ほぼ同様の内容を提供している場合が多

いが、国レベルの情報提供内容は一本化してほしい。 

 化学工業 ・民間機関が開催している研修（極力無料のもの） 

・国の HPから情報をとっているが、特に不都合は感じていない。 

 輸送用機器 ・国・地方自治体、民間機関、業界団体のメルマガ活用 

 
 
（５）アウトソーシング 

 工場（事業所）でのサンプリングや分析・測定等を外部の分析機関等に委託している状況

については、「自前及びアウトソーシングの併用」の回答が 6 割を越えており、次いで「全て

アウトソーシング」の 2 割強となっている（図 4.2.1.31）。中小企業では「全てアウトソーシ

ング」の回答が 3 割近い一方で、「全て自前（アウトソーシングしていない）」も 1 割弱とな

っている（図 4.2.1.32、図 4.2.1.33）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49社, 23%

137社, 64%

12社, 6%

2社, 1% 12社, 6%

アウトソーシングの状況（全体）

①全てアウトソーシングしている

②自前およびアウトソーシングの併用

③全て自前（アウトソーシングしていない）

④その他

無回答

図 4.2.1.31 アウトソーシングの状況（全体） 

n=212 

8社, 13%

46社, 78%

1社, 2%

4社, 7%

アウトソーシングの状況（大企業）

①全てアウトソーシングしている

②自前およびアウトソーシングの併用

③全て自前（アウトソーシングしていない）

④その他

無回答

図 4.2.1.32 アウトソーシングの状況（大企業） 

n=59 
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 アウトソーシングを実施している 186 社（図 4.2.1.31 の①及び②）のうち 184 社より、具

体的なアウトソーシング内容の回答を得た（表 4.2.1.33）。この表は、「分析・測定」につい

ては、大企業、中小企業ともに大部分の企業がアウトソーシングしていることを示している。

このことは、公害防止管理者に求められる能力との関係で注目される点である。また、「サン

プリング」についても大企業、中小企業ともに実施割合が高く、いずれも 7 割を越えている。

しかし、「設備の維持管理」については、大企業で 5 割を越えているものの、中小企業では 3
割程度となっており、企業規模による違いが見られる。 
 

表 4.2.1.33 アウトソーシングしている業務（複数回答） 

業務内容 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①サンプリング 135 73 42 78 93 72 

②分析・測定 177 96 51 94 126 97 

③設備の維持管理 71 39 30 56 41 32 

④公害防止の管理・指導 10 5 1 2 8 6 

⑤その他 6 3 6 11 0 - 

合計（無回答を除く） 184 - 54 - 130 - 

 
アウトソーシング理由は、委託業務や企業規模によって異なる（表 4.2.1.34、表 4.2.1.35）。 
サンプリングに関して、大企業では「社員に要員がいない」「コンプライアンスの強化」と

ともに「コストダウン」を主な理由となっているが、中小企業では「十分な設備等がない」

「分析スキルがない」「社員に要員がいない」を挙げている割合が高く、「コストダウン」を

理由とした企業は少ない。なお、大企業においては、系列会社にアウトソーシングしている

ケースが見られ、アウトソーシングする理由としては、固定費の変動費化とともに専門企業

として育成する面もある。「公害防止の管理･指導」においては、設備のメンテナンスのため

の講習会・勉強会を外部に委託している例がある。 
分析・測定に関して、大企業、中小企業ともに「十分な分析設備等がない」「分析スキルが

ない」「社員に要員がいない」を挙げている企業が多い。特に、中小企業では 6 割以上の企業

が「十分な分析設備等がない」、5 割以上の企業が「分析スキルがない」を理由として挙げて

いる。一方、大企業では半数の企業が「コンプライアンスの強化」を挙げ、「コストダウン」

を挙げている企業も 3 割弱となっている。 
 
 
 

41社, 27%

91社, 60%

11社, 7%

2社, 1% 8社, 5%

アウトソーシングの状況（中小企業）

①全てアウトソーシングしている

②自前およびアウトソーシングの併用

③全て自前（アウトソーシングしていない）

④その他

無回答

図 4.2.1.33 アウトソーシングの状況（中小企業） 

n=153 
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表 4.2.1.34 アウトソーシング理由（１）（複数回答） 

理由 

サンプリング 分析・測定 

全体 大企業 中小企業 全体 大企業 中小企業 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

①社員に要員がいない 55 42 20 48 35 39 57 33 17 33 40 33 

②十分な分析設備等が
ない(老朽化等) 

57 43 9 21 48 53 96 55 20 39 76 62 

③分析スキルがない 46 35 7 17 39 43 92 53 24 47 68 55 

④コストダウン 16 12 12 29 4 4 19 11 14 27 5 4 

⑤コンプライアンスの
強化(精度向上) 

41 31 16 38 25 28 55 32 25 49 30 24 

⑥緊急時の対応 2 2 1 2 1 1 3 2 2 4 1 1 

⑦その他 3 2 2 5 1 1 3 2 2 4 1 1 

合計(無回答を除く) 132 - 42 - 90 - 174 - 51 - 123 - 

 
表 4.2.1.35 アウトソーシング理由（２）（複数回答） 

理由 

設備の維持管理 公害防止の管理・指導 

全体 大企業 中小企業 全体 大企業 中小企業 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

回答
数 

割合 
(%) 

①社員に要員がいない 40 57 17 57 23 58 5 - 1 - 4 - 

②十分な分析設備等が
ない(老朽化等) 

14 20 3 10 11 28 2 - - - 2 - 

③分析スキルがない 17 24 4 13 13 33 5 - 1 - 4 - 

④コストダウン 15 21 13 43 2 5 - - - - - - 

⑤コンプライアンスの
強化(精度向上) 

17 24 9 30 8 20 5 - 2 - 3 - 

⑥緊急時の対応 3 4 1 3 2 5 - - - - - - 

⑦その他 2 3 2 7 - - - - - - - - 

合計(無回答を除く) 70 - 30 - 40 - 10 - 2 - 8 - 

 
設備の維持管理に関して、大企業、中小企業ともに 5 割以上が「社員に要員がいない」を

挙げている。大企業では 4 割の企業が「コストダウン」を挙げている。 
公害防止の管理・指導をアウトソーシングしている企業は少ないが、中小企業では「社員

に要員がいない」「スキルがない」を理由として挙げている。 
アウトソーシングの理由として「コンプライアンスの強化」を挙げている背景としては、

主に第三者による測定が信頼性を高められるためである（表 4.2.1.36）。 
 

表 4.2.1.36 アウトソーシングの「コンプライアンスの強化」の具体例 
企業規模 業種 「コンプライアンスの強化」のための例 

中小企業 ゴム製品製造業 ・近年、データ偽造が問題となっており「サンプリング」～「分析」

までをアウトソーシングすることで測定結果の信頼性を高める。 

大企業 医薬品製造業 ・高度な技術を持った専門機関によるサンプリング・分析に基づい

た結果は、第三者によって証明される結果であり、正確性・信頼

性が高く、かつステークホルダーなど外部から見ると自前での結

果よりも信憑性が高いと感じられる可能性があるため 

 電気機械器具製造業 ・サンプリング、分析データの客観性を確保できる。 

 鉄鋼業 ・測定値次第で、排出基準超過（＝法違反）となり得ることから、

測定には精度（専門的な技能）が必要。 

・測定を委託することで、排出基準内であることを他社に証明して

もらうことができる。 

 電力供給業 ・分析結果の公正性を担保するため，第三者機関に分析委託するこ

とでコンプライアンス強化を行っている。 
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 このようなアウトソーシングの際の管理方法については、「測定機器の検定済証の提出」「計

量証明事業登録証の提出」「分析報告書の保管」「公害防止管理者による立会・確認」「第三者

機関によるチェック」などの実施例が見られる。 
 
（６）地方自治体及び周辺住民等との関係 

 
① 地方自治体とのコミュニケーション 

「自治体が行う説明会、研修会に参加している」企業の割合が、大企業 9 割、中小企業 6
割強であり、「日頃から公害防止管理で相談している」企業の割合についても、大企業 8 割、

中小企業 1 割強となっており、大企業のコミュニケーション活動が高い（表 4.2.1.37）。また、

中小企業では「立入検査・指導等のとき以外、コミュニケーションがない」が 4 割にのぼり、

地方自治体との連携が不足している可能性が伺える。 
 

表 4.2.1.37 地方自治体とのコミュニケーションの状況（複数回答） 

コミュニケーションの手段 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①自治体が行う説明会、研修会に参加している 143 71 51 91 92 63 

②立入検査･指導とは別に工場内の設備状況の説
明など意見交換の場を設けている 

41 20 25 45 16 11 

③日頃から公害防止管理で相談している 66 33 45 80 21 14 

④立入検査･指導､報告以外では、コミュニケーシ
ョンがない 

62 31 4 7 58 40 

⑤その他 7 3 2 4 5 3 

合計（無回答を除く） 202 - 56 - 146 - 

 
 「④コミュニケーションがない」と回答している企業でも、「地方自治体とのコミュニケー

ションの必要性は考えて」おり、「時間的・距離的制約のために必要最低限に留めている（中

小企業－化学工業）、「日頃からではなく、不明な点や疑問点があれば相談する」（大企業－ガ

ス供給業、中小企業－非鉄金属製造業）と回答している。 
 
② 周辺住民等への情報提供 

全体では半数の企業が情報提供を行っている（図 4.2.1.34）が、その状況は大企業と中小

企業では大きく異なる。大企業では 9 割以上が情報提供を実施しているが、中小企業では 3
割程度に止まっており、情報提供していないとの回答も 6 割を越えている（図 4.2.1.35、図

4.2.1.36）。情報提供を行っている回答企業 106 社のうち、具体的な提供方法について回答し

ている 105 社（大企業 55 社、中小企業 50 社）についてみると、大企業の場合、8 割以上の

企業で「ホームページに掲載」「環境報告書に掲載」を実施しているが、中小企業ではそれぞ

れ 5 割強、2 割強にとどまっている。また、中小企業の場合、「請求等があれば開示」とする

企業の割合は 6 割となっている。 
その他の情報提供方法として、「自治会にて報告」、「住民交流会の開催」、「工場見学の開催

時での説明」、「環境モニターによる常時データの公開」などを挙げている（表 4.2.1.38）。よ

り具体的な取り組み方法としては、情報提供の機会（説明会、工場見学など）を工場周辺の

自治会経由で連絡し、地方自治体、議会関係者にも連絡を入れている。工場での活動の説明

は、地域の住民が工場内で何を生産し、環境対策の状況を理解する良い機会となり、大変好

評であるとの意見が多い（表 4.2.1.39）。 
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表 4.2.1.38 周辺住民等への情報提供方法（複数回答） 

提供方法 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①ホームページに掲載 74 70 47 85 27 54 

②環境報告書に掲載 56 53 44 80 12 24 

③請求等があれば開示 55 52 25 45 30 60 

④説明会の開催 25 24 22 40 3 6 

⑤その他 10 10 8 15 2 4 

合計（無回答を除く） 105 - 55 - 50 - 

 
表 4.2.1.39 周辺住民等の情報提供の取組事例 

企業規模 業種 情報提供の取組事例 

中小企業 石油製品・石炭製品製造

業 

・説明会は、地域の区長に直接相談し、市役所、市議会議員にも案

内する。会場としては本社の会議室を使用。 

・参加住民の反応：事前に質問事項を連絡してもらっている。追加

の質疑応答についても積極的に意見を出され、好評である。 

 非鉄金属製造業 ・説明会の案内は、電話で行っており、定例会のため、住民の反応

は特に変化はない。 

大企業 パルプ・紙製造業 ・環境モニター懇談会を 2回/年開催 

・工場周辺の自治会より、各 2 名が参加し、環境保全の取り組みの

説明、工場見学会、意見交換会を実施。 

・１回/年の環境関連のアンケート調査結果も懇談会で報告 

・参加者からの意見：取り組み内容を聞いて安心した。何を製造し

ている会社か理解できた。アンケートは継続し、皆の意見を聞か

せてほしい。等 

 ゴム製品製造業 ・工場では年 2回、住民懇談会、住民説明会、地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと言っ

た名称で近隣住民向けに、会社の活動状況の説明会、工場見学な

どを開催。 

・例えば、次のような内容で実施しています。 

106社, 50%99社, 47%

7社, 3%

周辺住民への情報提供（全体）

①情報提供している

②情報提供していない

無回答

図 4.2.1.34 周辺住民等への情報提供（全体） 

n=212 

55社, 93%

3社, 5% 1社, 2%

周辺住民への情報提供（大企業）

①情報提供している

②情報提供していない

無回答

図 4.2.1.35 周辺住民等への情報提供 
（大企業） 

n=59 

51社, 33%

96社, 63%

6社, 4%

周辺住民への情報提供（中小企業）

①情報提供している

②情報提供していない

無回答

図 4.2.1.36 周辺住民等への情報提供 
（中小企業） 

n=153 
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－地域の各区長宛に開催案内を送付 

－回覧板にて参加者を募集 

－市の環境課、市議会議員なども連絡 

・参加住民の反応として、工場での生産内容、場内の様子などで理

解を得て好評である。 

・内容は、会社概要、工場での取組内容（騒音、振動、臭気対策な

どと生物多様性保全活動や植樹活動など）と工場見学、質疑応答 

・質疑への回答も、地域に回覧 

・CSRレポートの内容説明と解説 

 
 
（７）公害防止管理のための人材教育 

 
① 公害防止管理技術の教育方法 

教育方法では、アンケート回答企業 212 社のうち、205 社で回答を得ている。 
全体では企業の 5 割以上が「OJT が主である」とし、3 割の企業が「社外研修が主である」

と回答しており、「社内研修が主である」は 1 割となっている（図 4.2.1.37）。企業規模別に

は、大企業では 7 割以上の企業が「OJT が主である」と回答しているが、中小企業では 5 割

弱となっており、中小企業では「社外研修が主である」との回答割合が 3 割を越えている（図

4.2.1.38、図 4.2.1.39）。企業規模によって、教育方法で違いが見られる。なお、「社内研修が

主である」との回答割合は、大企業、中小企業とも 1 割となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 公害防止管理に関する独自の社内資格制度 

企業独自の公害防止管理に関する「資格制度がある」との企業は 1 割程度である（図

4.2.1.40）。大企業では「ある」とした割合は 2 割であり、中小企業の 1 割よりも高い結果と

なっている（図 4.2.1.41、図 4.2.1.42）。 

43社, 73%

6社, 10%

9社, 15%

1社, 2%

教育方法（大企業）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.2.1.38 教育方法（大企業） 

n=59 

72社, 47%

16社, 11%

54社, 35%

5社, 3% 6社, 4%

教育方法（中小企業）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.2.1.39 教育方法（中小企業） 

n=153 

115社, 54%

22社, 11%

63社, 30%

5社, 2% 7社, 3%

教育方法（全体）

①OJTが主である

②社内研修が主である

③社外研修が主である

④その他

無回答

図 4.2.1.37 教育方法（全体） 

n=212 
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 社内資格制度の取り組みでは、次表のような例がある（表 4.2.1.40）。 
 

表 4.2.1.40 社内資格制度の取組事例 
企業規模 業種 社内資格制度の取組事例 

中小企業 金属製品製造業 ・社内独自ではないが、東京都公害防止管理者制度を活用している。 

金属製品製造業 ・社内で公害防止管理技術を含む製造技術について、工程毎に達成

シートを作成し、職人（匠）を育成するようにしている。 

大企業 化学工業 ・各課廃棄物担当者(事業所内教育あり)、環境責任者(ISO14001で決

めている) 等 

 窯業・土石製品製造業 ・ばい煙発生施設や水質特定施設のオペレーションは、一定レベル

以上の管理技術・技能を必要とするため、 企業の環境マネジメン

トシステムにおいて、これらの施設の従事者に対して力量認定基

準を設定し、 この基準に適合した者を認定者とする仕組み（著し

い環境側面業務認定制度） 

 電気供給業 ・火力発電部門において、社内認定資格制度を設けている。公害防

止技術･法令等に関する所用の社内研修を受講することで資格認

定される仕組み。 

 
③ 技術継承・人材育成に関する課題 

公害防止管理に関する技術継承・人材育成について、「特に課題はない」との回答企業は 3
割強あるものの、「技術、経験の継承が困難になっている」との課題を有する企業は半数近く

にのぼっており、「公害防止管理に興味を示す従業員の減少」を挙げている企業も 2 割ほど見

られる（表 4.2.1.41）。 
企業規模別では、「技術、経験の継承が困難になっている」との課題を挙げている割合が、

大企業で 7 割、中小企業で 4 割弱となっており、大企業ほど深刻な課題であることが浮かび

上がった。一方、「公害防止管理に興味を示す従業員の減少」を課題として挙げている割合は、

大企業で 1 割強、中小企業では 3 割弱と、規模による違いが見られる。 
その他の課題として、「人員不足」「人材育成に時間を要する」「設備の進歩に追いついてい

ない」などがあった。 

11社, 19%

42社, 71%

6社, 10%

社内資格制度の有無（大企業）

①ある

②ない

無回答

図 4.2.1.41 社内資格制度（大企業） 

n=59 

13社, 8%

125社, 82%

15社, 10%

社内資格制度の有無（中小企業）

①ある

②ない

無回答

図 4.2.1.42 社内資格制度（中小企業） 

n=153 

24社, 11%

167社, 79%

21社, 10%

社内資格制度の有無（全体）

①ある

②ない

無回答

図 4.2.1.40 社内資格制度（全体） 

n=212 
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表 4.2.1.41 技術継承・人材育成に関する課題（複数回答） 

課題 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①熟練者の退職等により、公害防止の知識や技術、
経験の継承が困難になっている 

89 45 39 70 50 35 

②経済的理由等により、研修機会が減っている 20 10 7 13 13 9 

③公害防止管理の社内での認識が相対的に低下して
おり、活動がやり難い環境にある 

34 17 8 14 26 18 

④公害防止管理に興味を示す従業員が減少している 44 22 7 13 37 26 

⑤その他 12 6 5 9 7 5 

⑥特に課題はない 65 33 14 25 51 35 

合計（無回答を除く） 200 - 56 - 144 - 

 

④ 公害防止管理の人材育成におけるＯＢ人材の活用 

公害防止管理の人材育成において、「OB 人材を活用している」もしくは「検討している」

の両方を合わせた割合は 3 割であり、7 割の企業は「OB 人材の活用を検討していない」と回

答している（図 4.2.1.43）。企業規模別でみると、大企業では「OB 人材を活用している」と

の回答割合は半数近いが、中小企業では 1 割弱にとどまっている（図 4.2.1.44、図 4.2.1.45）。
大企業と中小企業の割合の違いについては、中小企業では高齢になっても従業員として活躍

している場合があるために大企業と中小企業での従業員構成の違いが影響しているとの意見

もある。 
また、「OB 人材を活用している」もしくは「検討している」と回答している 59 社（図 4.2.1.43

の①及び②）について、OB 人材の出身についてみると、「自社出身」が約 8 割であり、特に

大企業では 9 割を越えている。一方、中小企業では「他社出身」の OB も活用する傾向があ

る（表 4.2.1.42）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40社, 19%

19社, 9%

144社, 68%

1社, 0%
8社, 4%

OB人材の活用（全体）

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.2.1.43 OB 人材の活用（全体） 

n=212 

27社, 46%

7社, 12%

22社, 37%

3社, 5%

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.2.1.44 OB 人材の活用（大企業） 

n=59 

13社, 8%

12社, 8%

122社, 80%

1社, 1%

5社, 3%

OB人材の活用（中小企業）

①活用している

②現在は活用していない

が、今後、活用を検討

③現在活用しておらず、当

面、活用予定もない

④その他

無回答

図 4.2.1.45 OB 人材の活用（中小企業） 

n=153 
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表 4.2.1.42 公害防止管理の人材育成において活用している OB 人材 

OB人材 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①自社出身 46 78 31 91 15 60 

②他社出身 2 3 0 0 2 8 

③自社、他社の両方 10 17 3 9 7 28 

無回答 1 2 0 0 1 4 

合計 59 100 34 100 25 100 

       注：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 
 

⑤ ＯＢの役割 

「OB 人材を活用している」もしくは「検討している」と回答している 59 社（図 4.2.1.43
の①及び②）について、OB の役割をみると、6 割の企業が「講師（実務､実技を含める）」を、

5 割の企業が「技術ノウハウ、データベース等の整理」と回答している（表 4.2.1.43）。また、

期待している役割について OB 人材を活用する理由としては、どの役割についても「社内に

指導する人材がいない」の回答割合が高く、次いで「コストダウン」を挙げている企業が多

い。 
表 4.2.1.43 活用及び活用を検討している OB 人材の役割（複数回答）とその理由 

役割 
全体 理由 （回答数） 

回答数 
割合 
(%) 

社内に指導する
人材がいない 

周辺に適切な研
修機関等がない 

コスト 
ダウン 

その他 

①講師（実務､実技を含める） 37 63 17 2 8 15 

②最新情報の収集､整理 16 27 7 1 5 4 

③外部研修機関等の評価､選定 3 5 2 - 1 - 

④技術ノウハウ､データベース
等の整理 

30 51 16 1 10 6 

⑤その他 7 12 1 - 2 5 

合計 59 - - - - - 

 
 OB の活用例を下表に示す（表 4.2.1.44）。 
 

表 4.2.1.44 OB の活用事例 
企業規模 業種 ＯＢの活用事例 

大企業 食品製造業 ・経験値を基にデータから異常の兆候を捉える、データが通常と違

う挙動を示した際に素早く適切な対処を行う。 

 医薬品製造業 ・環境管理・公害管理に関する日常業務（チェック・メンテナンス

など）の遂行が主な業務であり、日常業務を通じてある程度は技

術の伝承（法対応実務の知識、日常管理業務のノウハウなど）が

行われている。 

 鉄鋼業 ・環境関係の現場パトロールスタッフとして活用（パトロールのポ

イントや過去のトラブル事例を OJTにより指導） 

・データの管理（操業データと環境データをオンラインで確認しな

がら、相互影響の状況の予測、変化要因の絞込を実施） 

・公害防止に係る管理部署と操業部署のリンク 

 （現場操業部門と環境管理部門の両方に、必要な経験やノウハウ

を伝え、相互にリンクするような管理の方法を指導） 

 輸送用機器製造業 ・実務を担当している 

・悪臭防止法に基づき、工場境界の臭気測定器のデータ収集分析、

夜間の工場境界における騒音･振動測定において影響のある発生

源の特定（工場を熟知している） 

・工場排水（油水分離槽）の水質の目視点検（油膜、色等）及び pH

計の校正等の実施 
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一方、公害防止管理の人材育成において、7 割の企業 144 社が「OB 人材の活用を検討して

いない」と回答している（図 4.2.1.43 の③）が、その理由については、約 5 割の企業が「社

内人材で十分活用できている」と回答している（図 4.2.1.46）。企業規模別でみると、大企業

は中小企業よりも「社内人材で十分に活用できている」との回答割合は高く、中小企業では

「社外研修で十分」が 2 割程度ある点が特徴である（図 4.2.1.47、図 4.2.1.48）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）海外工場での対応 

 
① アジア地域で主力工場のある国・地域 

 6 割の企業は「海外に工場はない」と回答している。進出先としては「中国」が多く 4 社

に 1 社の割合となっている。次いで「タイ」「インドネシア」「マレーシア」が続く（表 4.2.1.45、
図 4.2.1.49）。企業規模別では、大企業では「中国」に進出している回答が 5 割であるが、中

小企業では 2 割弱となっている。また、中小企業では「海外に工場がない」との回答割合は

8 割近くある。 

69社, 48%

20社, 14%

10社, 7%

9社, 6%

10社, 7%

14社, 10%

12社, 8%

OBを活用しない理由（全体）

①社内人材で十分活用できている

②社外研修で十分

③活用したいが人材情報不足

④活用したいが予算がない

⑤公害防止管理の人材育成の必要がない

⑥その他

無回答

図 4.2.1.46 OB 人材を活用しない理由（全体） 

n=144 

14社, 64%

1,社 4%

2社, 9%

2社, 9%
3社, 14%

OBを活用しない理由（大企業）

①社内人材で十分活用できている

②社外研修で十分

③活用したいが人材情報不足

④活用したいが予算がない

⑤公害防止管理の人材育成の必要がない

⑥その他

無回答

図 4.2.1.47 OB 人材を活用しない理由（大企業） 

n=22 

55社, 45%

19社, 16%8社, 7%

9社, 7%

10社, 8%

12社, 10%

9社, 7%

OBを活用しない理由（中小企業）

①社内人材で十分活用できている

②社外研修で十分

③活用したいが人材情報不足

④活用したいが予算がない

⑤公害防止管理の人材育成の必要がない

⑥その他

無回答

図 4.2.1.48 OB 人材を活用しない理由（中小企業） 

n=122 
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表 4.2.1.45 回答企業の主要工場のある海外の国・地域 

進出先 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

中国 48 26 26 48 22 17 

タイ 9 5 5 9 4 3 

インドネシア 3 2 3 6 0 - 

マレーシア 3 2 1 2 2 2 

フィリピン 3 2 2 4 1 1 

ベトナム 2 1 1 2 1 1 

その他のアジア諸国 2 1 2 4 0 - 

アジア地域に工場はない 3 2 2 4 1 1 

海外に工場はない 110 60 12 22 98 76 

合計 183 100 54 100 129 100 

注２：割合については四捨五入により合計値が 100％にならない場合がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 進出先における排出基準 

 アジアに進出している 70 社の現地工場での排出基準のレベルに関してみると、排ガス基準、

排水基準ともに、独自の設定を行わずに「現地基準」に合わせていると回答した割合が 6 割

となっている。「日本と同じレベルに設定」の割合は、排ガスで 1 割強、排水で 2 割弱となっ

ている（図 4.2.1.50、図 4.2.1.51）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「日本と同じレベルに設定」の理由としては、リスク管理の側面が強い（表 4.2.1.46）。 
 
 

48社, 26%

9社, 5%

3社, 2%

3社, 2%

3社, 2%
2社, 1%

2社, 1%3社, 2%

110社, 60%

中国

タイ

マレーシア

インドネシア

フィリピン

ベトナム

その他

アジア地域に工場はない

海外に工場はない

図 4.2.1.49 主要工場の海外の進出先（全体） 

n=183 

13社, 19%

5社, 7%

42社, 60%

7社, 10%

3社, 4%

排水規制（全体）

日本と同じレベルで設定

日本より緩いレベルで設定

現地基準

その他

無回答

図 4.2.1.51 現地工場における排水基準 
（全体） 

n=70 

9社, 13%

4社, 6%

43社, 61%

9社, 13%

5社, 7%

排ガス規制（全体）

日本と同じレベルで設定

日本より緩いレベルで設定

現地基準

その他

無回答

図 4.2.1.50 現地工場における排ガス基準 
（全体） 

n=70 
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表 4.2.1.46 排出基準を「日本と同じレベルに設定している」理由 
企業規模 業種 排出基準を日本と同じしている理由 

大企業 化学工業 ・基本的に海外工場は日本の工場と同じスペックで建設しており、

管理値は同じにしている。 

・特に厳しい地域については別途検討する場合もあるが、海外法規

の継続的な監視は、特に中国は難しいため、同等にしている。 

 電気機械器具製造業 ・環境負荷低減をグローバルに展開することは企業として果たすべ

き使命と考えている。 

・法規制が存在しない地域においても基本的に日本と同じレベルの

基準を設定している。 

 輸送用機器製造業 ・生産変動・設備運転負荷変動・突発流出等に対して「安全・余裕

度を見込む」との考えから。 

 機械製造業 ・国毎に規制物質や規制値が異なるが、リスク管理の観点から 現地

の基準の順守は当然として、現地基準と日本の基準を比較して日

本の基準の方が厳しい場合は日本の基準を自主基準としている。 

 
③ 現地工場の公害防止管理体制 

 現地工場においては、公害防止管理体制を「構築している」との回答が 6 割強を占めてお

り、「計画･検討の必要性を感じている」の回答は約 1 割となっている（図 4.2.1.52）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 現地工場における公害防止管理担当者 

現地工場で「公害防止管理体制を構築」している 45 社（図 4.2.1.52）において、「公害防

止統括者」「公害防止主任管理者」「公害防止管理者」に当たる要員をみると、6 割の企業が

「日本人社員と現地人材の活用」と回答している一方、「すべて現地人材を活用している」と

の回答も 3 割に上る（図 4.2.1.53）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45社, 64%

1社, 1%

6社, 9%

9社, 13%

6社, 9%

3社, 4%

現地の公害防止管理体制（全体）

公害防止管理体制を構築

公害防止管理体制の構築を計画・検討

計画・検討の必要性を感じている

当面、計画・検討の予定もない

その他

無回答

図 4.2.1.52 現地工場における公害防止体制の構築状況（全体） 

1社, 2%

27社, 60%

13社, 29%

3社, 7%

1社, 2%

管理者等の日本からの派遣状況（全体）

すべて日本から社員を派遣

日本人社員と現地人材の活用（責任者は日本人）

すべて現地人材を活用している

その他

無回答

図 4.2.1.53 現地工場の公害防止管理の要員（全体） 

n=45 

n=70 
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⑤ 現地工場における公害防止管理担当者の育成方法 

現地工場で公害防止管理担当者の人材として「現地人材」を活用としている回答した 40 社

（図 4.2.1.53）において、人材の育成方法をみると、「現地での OJT」とする回答が 9 割近く

を占めている（図 4.2.1.54）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現地工場における公害防止管理における人材育成の手法としては、「OJT（コミュニケーシ

ョンが重要）」、「現地政府主催の会議への出席」、「コンサルタント主催の勉強会」、「マネージ

ャークラスの日本での教育」などがある（表 4.2.1.47）。 
また、現地での人材育成の課題としては、「定着率の低さ」、「国の違い」、「コミュニケーシ

ョン不足」、「現地の法律の理解」などの回答が見られる（表 4.2.1.47）。 
 

表 4.2.1.47 現地工場の人材育成の具体的な内容及び課題 
企業規模 業種 現地工場での人材育成方法及び課題 

中小企業 金属製品製造業 ・写真等を入れて現地の作業者に分かり易いマニュアルを作成。 

・日本企業のコンサルタントも活用している。 

大企業 機械製造業 ・現地人材の教育についても 基本的には現地に任せているが、現地

のマネージャーについては、年１回日本で開催される環境会議や

日本人が現地に 赴いて行う監査等を通じＯＪＴを実施。 

・課題は現地法規制の理解と語学力。 

 化学工業 ・公害防止管理者特有の教育の課題はない。 

・海外担当者全般の教育の課題としては、多くのことを吸収しなけ

ればならないために、常に OJT でコミュニケーションをとること

が必要（理解していないことが多いので）。 

・日本のように終身雇用状態ではなく、数年で新しい人に教える必

要が出てくる。 

 輸送用機器製造業 ・現地人材育成の具体的な方法 

  －政府主催の会議・通達 

－コンサルタント主催の勉強会 

・課題 

  －専門知識を熟知した人材が不足（教育ができる人材がいない） 

－外部教育も不足 

－コンサルタント費用が高額 

－管理項目に対する管理体制が不十分（人員不足） 

－従業員一人ひとりの公害防止に対する意識の向上 

・解決方法 

－コンサルタントの活用（費用について課題有） 

－知識のある現地人採用 

1社, 2%

34社, 85%

2社, 5%

3社, 8%

現地人材の教育方法（全体）

①日本でのOJT

②現地でのOJT

③社内研修

④社外研修

図 4.2.1.54 現地工場の公害防止管理の要員の育成方法（全体） 

n=40 
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４－２－２．公害防止管理者制度について 

 
（１）現在の公害防止管理者制度の意義 

 企業全体でみると、4 割強の企業が「どちらともいえない」と回答している一方、「大変役

に立っている」あるいは「役に立っている」と回答した企業はほぼ 5 割に達している（図

4.2.2.1）。なお、「あまり役に立っていない」あるいは「役に立っていない」との回答も 1 割

弱ある。企業規模別でみると、大部分で特定工場を有する大企業では、「大変役に立っている」

あるいは「役に立っている」との回答はほぼ 7 割にのぼるが、中小企業では 4 割弱である（図

4.2.2.2、図 4.2.2.3）。ただし、特定工場を有する中業企業に限ると、ほぼ 5 割に上昇する（図

4.2.2.4）。反対に「あまり役に立っていない」あるいは「役に立っていない」との回答は、大

企業では 59 社中 1 社のみであるが、中小企業では 153 社中 14 社（ほぼ 1 割）となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「大変役に立っている」もしくは「役に立っている」と回答した 96 社（大企業 41 社、中

小企業 55 社）において、「現在の公害防止管理者制度が役に立っている」との理由をみると、

全体の 9 割近くが「責任が明確になる」を挙げており、大企業、中小企業ともに高い割合を

示している。また、5 割の企業が「技術レベルが向上する」「対外窓口が明確になる」を理由

に挙げている。ただし、「技術レベルが向上する」との回答割合は、大企業が 7 割弱であるの

に対して、中小企業では 3 割強と低い。一方、「対外窓口が明確になる」との回答割合は、大

企業では 4 割程度であるが、中小企業では 5 割を超えている。なお、大企業では「内部監査

の主体者になる」の回答が 2 割弱となっている（表 4.2.2.1）。 
 

9社, 4%

87社, 41%

94社, 45%

13社, 6%

2社, 1%
7社, 3%

公害防止管理者制度（全体）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.2.2.1 公害防止管理者制度の評価 
（全体） 

n=212 

6社, 4%

49社, 32%

78社, 51%

12社, 8%

2社, 1%
6社, 4%

公害防止管理者制度（中小企業）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.2.2.3 公害防止管理者制度の評価 
（中小企業） 

n=153 

3社, 5%

38, 64%

16, 27%

1社, 2%
1社, 2%

公害防止管理者制度（大企業）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.2.2.2 公害防止管理者制度の評価 
（大企業） 

n=59 

5社, 5%

40社, 44%

40社, 43%

6社, 7%

1社, 1%

公害防止管理者制度（特定工場あり中小企業）

①大変役に立っている

②役に立っている

③どちらともいえない

④あまり役に立っていない

⑤役に立っていない

無回答

図 4.2.2.4 公害防止管理者制度の評価 
（中小企業－特定工場あり） 

n=92 
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表 4.2.2.1 公害防止管理者制度が役立っている理由（複数回答） 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①責任が明確になる 85 89 37 90 48 87 

②技術レベルが向上する 45 47 27 66 18 33 

③対外窓口が明確になる 48 50 17 41 31 56 

④社内研修の講師ができる 5 5 3 7 2 4 

⑤内部監査の主体者になる 13 14 7 17 6 11 

⑥その他 2 2 0 0 2 4 

合計 96 - 41 - 55 - 

 
 「技術レベルが向上する」では、具体的には「公害防止管理者資格取得時に知識を吸収す

ることができる」、「公害防止技術というよりも、監視技術などが向上する」、「若手の技術向

上に役立っている」、「コンプライアンス、理論と実際を踏まえた操業および設備改善に繋が

る」などの例が挙げられる（表 4.2.2.2）。 
 一方、「役に立っていない」との理由では、「環境マネジメントシステムの中で、公害防止

管理に関する取組が行われている」などがある（表 4.2.2.3）。 
 

表 4.2.2.2 「技術レベルが向上する」の具体例 
企業規模 業種 技術レベルの向上の例 

中小企業 機械製造業 ・公害防止に関する規制基準や監視方法なども含めいろいろな知見

を有する者が公害防止管理者を中心にして増えてきた。 

・間接的に知識を保有することで、技術レベルの高い施設等の新設

や更新に繋がっている。 

 医薬品製造業 ・公害防止管理者の資格を得るために必要な知識を習得し、工場関

係者への情報発信や、現場での実務により、工場全体の技術管理

レベルの底上げに貢献している。 

・更には、有資格者としての一つの到達点（目標）・スキルアップの

格好のテーマでもあり、資格を取る事による若手の技術レベル向

上意識やモチベーションの向上にも寄与している。 

 電気機械器具製造業 ・公害防止管理者は排水処理施設の保守保全業務で水質管理面のデ

ータに気を遣い、より良い処理を目指し業務を行い技術的な手法

や、トラブル時の対応を会得している。 

大企業 パルプ・紙製造業 ・現業部門での公害防止管理者の選任、社員に資格取得を啓発する

ことで、コンプライアンス、理論と実際を踏まえた操業および設

備改善に繋げられている。 

 窯業・土石製品製造業 ・技術者としての必要資格として、公害防止管理者の資格取得をあ

げているため、特にコンプライアンス順守のための管理体制がよ

り強固なものとなった。 

 輸送用機器製造業 ・特定の専門業務で「技術技能の伝承」で一定水準が保たれている。 

 電気供給業 ・公害防止管理者が書類承認時などの従業員に対する指導・助言を

することにより、公害防止管理全体の技術レベルが向上。 

 電気機械器具製造業 ・専門知識を有する公害防止管理者の選任等により、資格取得時に

技術的な内容を学ぶことで技術レベルが向上する。 

・作業の実施において、資格取得者が従業員を指揮することで、作

業者の技術向上にもつながる。 

 鉄鋼業 ・有資格者による指導により公害防止管理技術全体が向上している。 

 
表 4.2.2.3 公害防止管理者制度が「役に立っていない」理由 

企業規模 業種 理由 

中小企業 化学工業 ・装置のトラブルや不具合等による汚染物質の排出、漏えいがないため 

大企業 窯業・土石製品製造

業 

・ＥＭＳの取り組みの中でも公害防止に関する取組が行われており、公

害防止管理者のウエイトが低いため 
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（２）公害防止管理者の“必置義務”の見直し 

 全体では「現在の制度のままでよい」との回答が 8 割を超えており、企業規模別では差異

がない（図 4.2.2.5～図 4.2.2.8）。なお、「見直し（規制の緩和等）が必要である」との回答が

1 割程度見られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 見直しの要望や理由については、下表のような意見が見られる（表 4.2.2.4）。 
 

表 4.2.2.4 “必置義務”に関する見直しへの意見 
企業規模 見直しの要望・意見の例 

中小企業 

・公害防止管理者の選任は、代理者も含めると複数名必要だが、従業員の少ない場合は重荷になる

ので、緩和してほしい。 

・公害防止管理業務の範囲の縮小 

・特定工場でも公害防止管理者を必ずしも設置する必要はない。施設の程度により緩和してほしい。 

・中小企業には資格を有するもしくは取得できるだけの人材が集まらない。人材がいなくなれば操

業を停止せざるを得ない。 

・公害防止について、十分浸透している。 

大企業 

・公害防止管理者の兼務可能要件の更なる追加。 

・工場が隣接（車で 30分以内）していなくても、１つの特定工場として扱えるように緩和してほし

い。兼務可能性の更なる緩和。 

・他社における公害防止管理者の兼務。 

・公害防止管理者は、正の 1名だけとする（理由：人材不足）。 

・国と県条例の一本化（複雑でわかりにくい）。 

 
（３）資格取得について 

 
① 試験制度 

 「分からない」との回答は 4 割程度見られるが、「現在の制度のままでよい」とする回答は

77社, 84%

10社, 11%

4社, 4% 1社, 1%

規制の見直し（中小企業）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

無回答

図 4.2.2.8 必置義務の見直し 
（中小企業－特定工場） 

n=92 

48社, 81%

7社, 12%

1社, 2%
3社, 5%

規制の見直し（大企業）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

無回答

図 4.2.2.6 必置義務の見直し 
（大企業） 

n=59 

124社, 81%

14社, 9%

6社, 4%
9社, 6%

規制の見直し（中小企業）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

無回答

図 4.2.2.7 必置義務の見直し 
（中小企業） 

n=153 

172社, 81%

21社, 10%

1社, 0%

6社, 3%
12社, 6%

規制の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直し（規制の緩和等）が必要

③見直し（規制の強化等）が必要

④その他

無回答

図 4.2.2.5 必置義務の見直し 
（全体） 

n=212 

  

 

 
 

 

 

 

 
 



38 
 

5 割弱を示している（図 4.2.2.9）。企業規模では、大企業では「現在の制度のままでよい」と

の回答が 6 割強である一方で、「見直しが必要である」との回答は 2 割弱となっているが、中

小企業では、それぞれ 4 割弱、1 割弱と大企業よりも低い割合を示している（図 4.2.2.10、図

4.2.2.11）。ただし、特定工場を有する中小企業では、「現在の制度のままでよい」との割合は

5 割程度と上昇する（図 4.2.2.12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験制度の見直し等については、下表のような意見が見られる（表 4.2.2.5）。 
 

表 4.2.2.5 試験制度の見直し等の意見 
企業規模 見直しの要望・意見の例 

中小企業 

・試験の機会と試験場所を多くしてほしい。試験会場が遠い。 

・ネットを利用した教育方法などを検討してほしい。 

・測定技術等について､工場の公害防止から離れた知識まで要求されており､しかもハードルが高い｡ 

・国家試験であるので、現在の程度の難しさは必要である。 

・現状のままでよい。 

・科目別合格制度は大変助かっている。 

・従来の制度よりも取得しやすくなっている。 

・試験の範囲が広い。 

・出題を浅く広くしてほしい。 

大企業 

・試験の機会と試験場所を多くしてほしい。年 1回から年 2回に。 

・試験内容が実務に沿ったものとは言えない（細かすぎる）。 

・種別に関係なく講習取得可としてほしい（実務担当者が必要なスキルを身に着けられるように）。 

・科目合格年数の延長。 

・科目が多すぎる。科目の統合が必要。 

・資格取得要件を緩和してほしい。 

・科目別合格制度導入以降、問題が重箱の隅をつつくようなものが多いので、科目別合格制度の廃止。 

・現状でよい。 

・安易な方向への変更はしない。従来どおりの権威ある厳格な制度が望まれる。 

・真に公害防止に役立つ設問にしてほしい。10問では受験者の実力を正確に測れるとは言いがたいの

で、問題数を増やす。 

47社, 51%

7社, 8%

36社, 39%

2社, 2%

試験制度の見直し（中小企業－特定工場）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.12 試験制度の見直し 
（中小企業－特定工場） 

n=92 

60社, 39%

10社, 7%

75社, 49%

8社, 5%

試験制度の見直し（中小企業）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.11 試験制度の見直し 
（中小企業） 

n=153 

37社, 63%10社, 17%

10社, 17%

2社, 3%

試験制度の見直し（大企業）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.10 試験制度の見直し 
（大企業） 

n=59 

97社, 46%

20社, 9%

85社, 40%

10社, 5%

試験制度の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.9 試験制度の見直し 
（全体） 

n=212 
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② 講習制度 

 全体では「分からない」との回答が 4 割強あるが、「現在の制度のままでよい」との回答も

4 割を超えている。一方、「見直しが必要である」との回答は 1 割となっている（図 4.2.2.13）。
「現在の制度のままでよい」との回答は、中小企業（4 割弱）よりも大企業（約 6 割）が高

い（図 4.2.2.14、図 4.2.2.15）。ただし、特定工場を有する中小企業では 5 割に上昇する（図

4.2.2.16）。「見直しが必要である」との回答割合については、中小企業よりも大企業で高い傾

向がみられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 講習制度の見直し等については、下表のような意見が見られる（表 4.2.2.6）。 
 

表 4.2.2.6 講習制度の見直し等の意見 
企業規模 見直しの要望・意見の例 

中小企業 

・機会と会場を多くしてほしい。 

・ネットを利用した教育方法などを検討してほしい。 

・講習の受講資格をさらに緩和してほしい。 

・講習内容を濃くしてほしい。試験制度での資格取得者との知識差が大きい。 

・中小企業にとっては必要な制度。 

・必須となる資格であるが、資格取得が難しい。 

・そのままでよい。 

・講習により公害に対する問題意識が見えるようになる。 

・学歴による実経験年数の差が大きい。 

大企業 

・機会と会場を多くしてほしい（この意見は多い）。 

・受講資格の更なる緩和が必要。 

・技能や技術を高める必要がある。 

・資格取得要件の緩和。 

・試験項目から分析技術は除く（外部委託が多い）。 

・安易な方向への変更は望まない。 

56社, 37%

14社, 9%

75社, 49%

8社, 5%

講習制度の見直し（中小企業）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.15 講習制度の見直し 
（中小企業） 

n=153 

45社, 49%

10社, 11%

35社, 38%

2社, 2%

講習制度の見直し（中小企業－特定工場）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.16 講習制度の見直し 
（中小企業－特定工場） 

n=92 

90社, 42%

22社, 10%

90社, 42%

10社, 5%

講習制度の見直し（全体）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.13 講習制度の見直し 
（全体） 

n=212 

34社, 58%

8社, 14%

15社, 25%

2社, 3%

講習制度の見直し（大企業）

①現在の制度のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.14 講習制度の見直し 
（大企業） 

n=59 
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③ 資格取得後のフォロー（研修）について 

 前述の「４－１．アンケート調査の概要（３）回収企業の概要 ④資格保有者数」において、

「公害防止管理者の資格保有者が 1 名以上」と回答している企業 161 社のうち、資格取得後

のフォロー（研修）状況について回答した 159 社（大企業 49 社、中小企業 110 社）のフォ

ロー状況をみると、「研修等は特に行っていない」との回答が 5 割となっている。「外部研修

を活用」については、大企業では 4 割を越えているものの、中小企業では 3 割以下となって

おり、企業規模による違いが見られる（表 4.2.2.7）。 
 

表 4.2.2.7 資格取得後のフォロー状況（複数回答） 

理由 
全体 大企業 中小企業 

回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 回答数 割合(%) 

①社内研修を実施 11 7 5 10 6 5 

②外部研修を活用 50 31 21 43 29 26 

③地方自治体の研修に参加 39 25 13 27 26 24 

④業界団体の研修に参加 26 16 10 20 16 15 

⑤研修等は特に行っていない 79 50 22 45 57 52 

⑥その他 3 2 3 6 0 - 

合計 159 - 49 - 110 - 

 
④ 「公害防止管理者等リフレッシュ研修」について 

 公害防止管理者の資格取得後のフォローにおいて「研修を実施」、あるいは「外部の研修に

参加」を選択した企業 97 社（表 4.2.2.7 において①～④のいずれかを選択した企業）の、一

般社団法人産業環境管理協会が実施している「公害防止管理者等リフレッシュ研修」に対す

る見方をみると、「現在の内容のままでよい」との回答は 4 割弱であるが、｢分からない｣は 6
割を占めている（図 4.2.2.17）。企業規模別では大企業ほど「現在の内容のままでよい」との

回答割合が高い（図 4.2.2.18、図 4.2.2.19）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15社, 43%

1社, 3%

19社, 54%

公害防止管理者等リフレッシュ研修について（大企業）

①現在の内容のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.18 リフレッシュ研修の見直し 
（大企業） 

n=35 

36社, 37%

2社, 2%

57社, 59%

2社, 2%

公害防止管理者等リフレッシュ研修について（全体）

①現在の内容のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.17 リフレッシュ研修の見直し（全体） 

n=97 

21社, 34%

1社, 2%

38社, 61%

2社, 3%

公害防止管理者等リフレッシュ研修について（中小企業）

①現在の内容のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.2.19 リフレッシュ研修の見直し 
（中小企業） 

n=62 
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 「現在のままでよい」の理由としては、「毎年見直しされている」、「事例が多い」などの意

見が多く、「見直しが必要である」の理由では、「内容の見直し」のほかに、機会の増加など

運営への要望も見られる（表 4.2.2.8）。 
 

表 4.2.2.8 リフレッシュ研修への意見 
企業 現在の内容のままでよい 見直しが必要である 

大企業 ・法令の改正･動向、直近のトラブル事例を把握でき、自社のリ

スク予防に繋げられている。 

・良い研修だと思う。 

・現在のリフレッシュ研修を十分に機能させることがポイント

と理解している. 

・年度により研修内容を見直しされている。 

・事例説明、ケーススタディなど研修内容が充実している。 

・現在の手法で十分な効果が得られる。 

・環境関連法規全般に渡り説明されているので、有効である。 

・講師のレベルが高いので、公害防止管理者として注意するべ

き点を的確に学べる。 

・2015 年度は半分が安全衛生法、

化学物質等であり担当外だっ

た。環境法令について誤った説

明があり、現場に役立つものに

してほしい。 

・研修機会の増加。 

中小企業 ・タイムリーな情報が得られる。 

・研修する内容項目が変わらない方が、長期間活用できる。 

・必要十分であり、事例も勉強できている。 

・研修内容は毎年見直しされているので。 

・環境法規制や公害防止ガイドライン、違反事例が盛り込まれ

ている。 

・業務上、スケジュールが合わな

いことが多く、ネットや通信教

育などの利用ができると良い。 

・研修会場が遠い。 

 
 
４－２－３．公害防止管理に関する施策について 

 
（１）公害防止用設備投資の特例措置・融資制度の認知・活用状況 

 
① 公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る固定資産税の課税標準の特例措置 

本措置は、“企業の公害防止設備投資に係る税制上の優遇措置を行うことで、事業者の公害

防止対策に対する取組を促進し、我が国の環境対策の推進及び良好な生活環境の保全を図る

ための措置”であり、「汚水又は廃液処理施設」に対して、「固定資産税の課税標準の特例率」

が定められている制度である。 
アンケート回答企業全体では、特例措置について「内容を知っている」との回答は 4 割強

となっており、実際に「活用したことがある」との回答は 1 割弱となっている。一方で、「特

例措置があること自体を知らない」との回答は 5 割に達している。「内容を知っている」と回

答した企業 91 社（図 4.2.3.1 の①～③）において、本特例措置の満足度をみると、「現在の内

容で満足」が 4 割弱、「内容の拡充」が 1～2 割、「見直しが必要」が 2 割と回答している（図

4.2.3.1、図 4.2.3.2）。 
企業規模別で認知度・活用状況をみると、大企業では「内容を知っている」との回答は全

体で 6 割に達し、「活用したことがある」との回答も 2 割を越えているが、中小企業ではそれ

ぞれ 4 割弱、数％で、特定工場を有する中小企業でもそれぞれ 4 割、数％を示しており、認

知度・活用度において大企業に比べて低い（図 4.2.3.3、図 4.2.3.5、図 4.2.3.7）。次に、満足

度をみると、大企業では「内容を知っている」と回答した企業 36 社（図 4.2.3.3 の①～③）

において、「現在の内容で満足」との回答は 4 割を越えている（図 4.2.3.4）。また「優遇措置
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の内容を拡充すべき」も 4 社に 1 社が回答している。一方、中小企業では「内容を知ってい

る」と回答した企業 55 社（図 4.2.3.5 の①～③）において、「現在の内容で満足」との回答は

3 割強であり、大企業に比べてやや低い（図 4.2.3.6）。一方で、「優遇措置の内容を拡充すべ

き」との回答は 1 割であり大企業よりも低く、「抜本的な見直しが必要」との回答は 3 割で大

企業よりも高い。この傾向は、特定工場を有する場合は、より強い（図 4.2.3.8）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

17社, 8%

14社, 7%

60社, 28%109社, 51%

12社, 6%

認知・活用状況（全体）

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい

内容は知らない

④特例措置があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.1 固定資産税の課税標準の特例 
措置の認知･活用状況（全体） 

n=212 

33社, 36%

14社, 15%

18社, 20%

15社, 17%

11社, 12%

満足度（全体）

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.2.3.2 固定資産税の課税標準の特例 
措置の満足度（全体） 

n=91 

14社, 24%

7社, 12%

15社, 25%

21社, 36%

2社, 3%

認知・活用状況（大企業）

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい内

容は知らない

④特例措置があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.3 固定資産税の課税標準の特例 
措置の認知･活用状況（大企業） 

n=59 

15社, 42%

9社, 25%
2社, 5%

8社, 22%

2社, 6%

満足度

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.2.3.4 固定資産税の課税標準の特例 
措置の満足度（大企業） 

n=36 

3社, 2%
7社, 5%

45社, 29%

88社, 57%

10社, 7%

認知・活用状況

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい

内容は知らない

④特例措置があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.5 固定資産税の課税標準の特例 
措置の認知･活用状況（中小企業） 

n=153 

18社, 33%

5社, 9%

16社, 29%

7社, 13%

9社, 16%

満足度

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.2.3.6 固定資産税の課税標準の特例 
措置の満足度（中小企業） 

n=55 
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② 日本政策金融公庫の融資制度「環境・エネルギー対策資金」 

本制度は、“日本政策金融公庫が実施している融資制度で、中小規模事業者が大気汚染防

止・アスベスト対策、水質汚濁防止等の公害防止施設の設備導入を行う際、設備導入等資金

について低利融資を行う制度”であり、小規模事業者向け（国民生活事業）と、中小規模事

業者向け（中小企業事業）がある。 
対象は中小企業であり、回答 153 社全体で、「内容を知っている」との回答は 3 社に 1 社

の割合であり、「活用したことがある」企業は 4 社となっている（図 4.2.3.9）。このうち「内

容を知っている」と回答した 54 社（図 4.2.3.9 の①～③）において、「現在の内容で満足」と

の回答が 3 割、「優遇措置の内容を拡充すべき」が 2 割弱、「抜本的な見直しが必要」との回

答は 3 割弱となっている（図 4.2.3.10）。 
特定工場を有する中小企業になると、「現在の内容で満足」の割合は低下し、「抜本的な見

直しが必要」の割合は上昇する（図 4.2.3.12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3社, 3% 5社, 6%

30社, 33%

50社, 54%

4社, 4%

特定工場のみ

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい

内容は知らない

④特例措置があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.7 固定資産税の課税標準の特例措置 
認知･活用状況 
（中小企業－特定工場あり） 

n=92 

10社, 26%

4社, 11%

13社, 34%

3社, 8%

8社, 21%

満足度

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.2.3.8 固定資産税の課税標準の特例 
措置の満足度 
（中小企業－特定工場有り） 

n=38 

4社, 3%
8社, 5%

42社, 27%

84社, 55%

15社, 10%

認知・活用状況

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい内

容は知らない

④融資制度があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.9 融資制度の認知・活用状況 
（中小企業） 

n=153 

36社, 37%

2社, 2%

57社, 59%

2社, 2%

公害防止管理者等リフレッシュ研修について（全体）

①現在の内容のままでよい

②見直しが必要である

③わからない

無回答

図 4.2.3.10 融資制度の満足度 
（中小企業） 

n=95 

3社, 3%
5社, 5%

28社, 30%

49社, 53%

7社, 8%

認知・活用状況

①内容をよく知っており、

活用したことがある

②内容をよく知っている

が、活用したことはない

③知っているが、詳しい内

容は知らない

④融資制度があること自

体知らない

無回答

図 4.2.3.11 融資制度の認知・活用状況 
（中小企業－特定工場あり） 

n=92 

7社, 20%

6社, 17%

13社, 36%

3社, 8%

7社, 19%

満足度

①現在の内容で満足

②優遇措置の内容を拡充

すべき

③抜本的な見直しが必要

④その他

無回答

図 4.2.3.12 融資制度の満足度 
（中小企業の特定工場あり） 

n=36 
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（２）優遇措置への要望等 

 

① 公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る固定資産税の課税標準の特例措置 

本特例措置に対して、「優遇措置の内容を拡充すべき」、あるいは「抜本的な見直しが必要」

と回答した企業（図 4.2.3.2 の②、③）からの要望や意見をみると、「適用範囲の拡大」との

要望が多く、また「特例措置に関する情報の提供方法の改善」への意見も見られる（表 4.2.3.1）。 
 

表 4.2.3.1 固定資産税の課税標準の特例措置に対する要望、意見 
企業規模 特例措置に対する要望・意見 

大企業 

・公害防止用設備は公共福祉に資するものであり、特例率の拡大ないし、固定資産税免除を行

うべき 

・適用期間の延長。対象設備の拡大（大気に係る集じん機など） 

・適用範囲及び優遇内容のさらなる拡充 

・特例率の引上げ 

・水質規制強化の流れが続いており、投資の追加的負担は重くなっている。税制上の優遇措置

を拡充することにより、事業者の負担を一層軽減し、水質規制を順守できる環境整備が必要。 

中小企業 

・設備の届出を行うときに、特例措置等に関する情報があるとよい 

・展開方法を見直して欲しい 

・条件を緩和してほしい 

・まずは内容の理解が必要である 

・枠を拡大してほしい 

・活用の条件、規模、範囲等、適合が難しすぎる 

・自治体を通して広く周知すべき 

・詳しい内容がわからない 

・説明・指導の拡充が望まれる 

・特例措置や融資制度の情報をもう少し認知し活用したい 

・対象になる設備や範囲の拡充 

・施設導入への補助金交付を検討してほしい 

 
② 日本政策金融公庫の融資制度「環境・エネルギー対策資金」 

本融資制度に対して、「優遇措置の内容を拡充すべき」、あるいは「抜本的な見直しが必要」

と回答した中小企業（図 4.2.3.10 の②、③）からの要望や意見をみると、①の特例措置と同

様に、「適用範囲の拡大」との要望が多く、また「優遇制度に関する情報の提供方法の改善」

への意見も見られる（表 4.2.3.2）。 
 

表 4.2.3.2 環境・エネルギー対策資金への要望・意見 
企業規模 融資制度に対する要望・意見 

中小企業 

・貸付でなく補助金にしてほしい 

・展開方法を見直して欲しい 

・条件を緩和して欲しい 

・借入は避ける方針 

・枠を拡大してほしい 

・活用の条件、規模、範囲等、適合が難しすぎる 

・自治体を通して周知すべき 

・説明会をもっと早く実施して欲しい（説明会を受けてから手続きしても間に合わない） 

・詳しい内容がわからない 

・もっと告知すべき 

・設備事業者への詳しい説明会から、設備設置事業への具体的指導がほしい 

・特例措置や融資制度の情報をもう少し認知し活用したい 

・対象になる設備や範囲の拡充 

・施設導入への補助金交付を検討してほしい 
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（３）公害防止管理の教育、普及のための必要な手法 

 「セミナー・講習会（座学）」がほぼ半数で最も多い。次いで、「事例集の作成・公表」で

3 割弱、「ケーススタディ」が 1 割となっている（図 4.2.3.13）。意見や要望をみると、セミナ

ーの必要性が伺える（表 4.2.3.3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4.2.3.3 公害防止管理の教育・座学への意見・要望 
企業規模 公害防止管理の教育・座学への要望・意見 

中小企業 

・法律が突然改正（強化）された場合、改正されたことへの説明、今後の対策等と言った講習

会があってしかるべきと考える。 

・タイムリーなセミナー等の必要性を感じる。 

大企業 

・リフレッシュ&レベルアップのための講習会 

・社内で独自の教育プログラムを作成し、4～6回/年開催。 

・関連業界などの様々な法令や公害防止などのセミナーへの参加をさせている。 

・産環協主催のリフレッシュ研修に参加させている。 

・行政機関による公害防止管理者の教育（無料）の実施 

 
 

101社, 48%

22社, 10%

52社, 25%

5社, 2%

16社, 8%
7社, 3% 9社, 4%

普及のために必要な手法（全体）

①セミナー・講習会（座学）

②ケース・スタディー

③事例集の作成・公表

④表彰制度

⑤特に必要ない

⑥その他

無回答

図 4.2.3.13 公害防止管理の教育・普及のための 
手法について（全体） 

n=212 



 
 

添付資料 

 

５．ヒアリング調査結果 
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５．ヒアリング調査結果 

 

アンケート調査結果をもとに、企業の公害防止管理の現状についてより詳細に把握するた

めに、アンケート回答企業にヒアリングを行った。なお、一部企業においては、メールでの

回答を依頼した。ヒアリング項目については、第２回検討会で議論し、該当する企業をアン

ケート結果より選定した。 
ヒアリング結果については、アンケート調査結果の項目との関連性から「添付資料４．ア

ンケート調査結果」の中に記述しているが、ここではヒアリング調査結果のみをヒアリング

項目別に整理した（表 5.1～表 5.18）。 
 

表 5.1 10 年前に比べて公害防止管理業務の経営上の位置づけの変化 

ヒアリング項目 

ヒアリング企業 

大：大企業 

中小：中小企業 

ヒアリング結果 

10 年前に比べて公害防止の予算

が減少。その理由として「シス

テム､機械化により合理化が進

展」とあるが、具体的に内容は？ 

(大)輸送機械器具

製造業 

・排水処理場の監視システムの強化等。 

(大)窯業･土石製

品製造業 

・排水処理に関するシステム及び機械化の構築が完了し、運用

管理面で合理化が進展したため。 

10 年前に比べて公害防止担当の

人員が増加。どのような業務を

担当しているか？ 

(中小)鉄鋼業 ・第一種エネルギー管理指定工場となり、管理項目が増えた。

その結果、エネルギー管理士、公害防止管理統括責任者、企

画推進者が一部を兼務するようになった。 

・また、騒音･振動規制においては、従来別部署（ISO 担当）

が主担当であったが、工場製造部（設備担当グループ）が担

当するようになったため。 

(大)パルプ･紙･紙

加工品製造業 

・ばい煙に関して、グループ会社全体を統括するために管理体

制を強化した。その結果として、管理業務が増加したもの。 

 
表 5.2 10 年前に比べて公害防止管理業務量の変化 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

本社部門において、10 年前に比

べて公害防止管理以外の業務量

が増加。具体的な増加した業務

は？ 

(中小)ゴム製品製

造業 

・一部の工場で、第一種圧力容器や化学物質の特定施設（トリ

クレン、ジクロロメタン貯蔵施設）を有しており、公害防止

管理業務に大きな変化はない。 

・しかし、これらの施設を含めた ISO14001 の認証維持ととも

に、法令遵守を方針として、法令違反がないように、法令の

適用状況、法改正への対応、内部監査活動を強化しており、

その対応業務が増加した。 

・また、強化されてきている廃掃法、省エネ法、フロン改正法、

特定化学物質管理関連について、さらに労働安全衛生法への

対応も行っており、公害防止管理以外の管理業務が増加して

いる。 

(中小)化学工業 ・事業系一般廃棄物（所在地の雑紙のリサイクル義務化）への

対応業務が増加している。 

・環境マネージメント活動の活性化及び拡充のための業務が増

加したもの。 

(中小)化学工業 以下の業務への対応のための時間が大幅に増加した。 

・廃棄物管理として廃棄物処理業者の監査業務 

・省エネ法対応として定期報告等の業務 

・地球温暖化対策として、地方自治体への定期報告等の業務 

・有害物質対応として含有調査等の業務 

(中小)金属製品製

造業 

・地域の行政からの指摘を受けて、水質汚濁防止法に対応する

ための廃水処理槽の改修を実施しており、助成金等の手続き

も含めて管理業務が増加したもの。 
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(大)ゴム製品製造

業 

・CO2排出量削減・省エネに関する業務 

・化学物質管理に関する業務 

・顧客への情報提供に関する業務 

・CSR活動及び CSR報告書作成に関する業務 

(大)窯業･土石製

品製造業 

・ISO14001の認証取得に基づく、EMS関連の取組に関する業務 

(大)非鉄金属業 ・廃棄物管理業務 

・ISO14001改訂対応業務 

・CSR報告書対応業務 

(大)精密機械器具

製造業 

・人員はそのままであるが、環境分野に加えて、安全、化学物

質管理に関する業務が増加した。 

・海外の環境規制への対応業務も増加した。 

本社部門において、10 年前に比

べて公害防止管理の業務量が減

少。具体的に減少した業務は？ 

(中小)化学工業 ・公害防止管理以外の環境管理業務を中心として業務を行って

いるために、公害防止関連の法改正等の情報収集及び社内環

境教育に割く時間が減少した。 

・また、公害防止管理に関する行政対応や地域とのコミュニケ

ーション対応については、工場（事業所）の分担を増やして、

本社部門での分担を減少した。 

(大)ゴム製品製造

業 

・環境対応設備のメンテナンス業務が減少した。 

・分析測定業務が減少した。 

(大)精密機械器具

製造業 

・公害防止管理以外で、安全や化学物質管理などの業務が増え

た。しかし、要員はそのままであるために、公害防止管理業

務量が結果的に減少した。 

工場において、10 年前に比べて

公害防止管理以外の業務量が増

加。具体的な増加した業務は？ 

(中小)金属製品製

造業 

・省エネ関係の施設管理業務が増加した。 

・廃棄物の削減等のために対策及び管理業務が増加した。 

(中小)金属製品製

造業 

・工場周辺の住宅（マンション等）に対して、騒音や廃棄物処

理等の管理（記録など）もあるが、公害防止管理となると

ISO取得による管理業務が増加した。 

(中小)化学工業 ・廃液量が増大したために、その処理に伴って発生する廃棄物

が増えており、その廃棄物の処理対策に業務が増加した。 

(中小)化学工業 ・ISO14001 の維持から改善までの業務を強化したもので 4 割

程度業務量が増加した。 

・産業廃棄物関係で法遵守の観点から適切に処理されているか

の確認で、1割程度業務量が増加した。 

・省エネ対応として、エネルギー管理指定工場の指定を受けて、

その対応業務が増加した（約 2割増）。 

・過去の官庁関係の届出の見直し業務も 2割増加した。 

(大)非鉄金属業 ・省エネ･温室効果ガス排出量削減活動への対応業務 

・生物多様性保全への対応業務 

・清掃活動等を含む社会貢献活動業務 

 
表 5.3 公害防止管理体制における外部監査事例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理体制の整備状況で

外部監査を実施しているが、そ

の具体的な監査は？ 

（対象は中小企業） 

(中小)化学工業 ・ISO14001 の認証工場があり、その認定審査会社により、年

に 1回の認定維持審査（外部監査）を受けている（3年の再

認証取得審査）。 

(中小)化学工業 ・ISO14001の審査機関による審査 

(中小)化学工業 ・特定非営利活動法人 KES環境機構による年 1回の登録更新審

査 

・ゼロエミッションアドバイザーの受入（随時） 

(中小)金属製品製

造業 

・ISO14001に基づく外部監査機関 

・頻度は年 1回 

・排水処理設備の月 1回の業者点検 

・業界組合による排水の月 1回の分析及び排水記録の半年に 1

回の提出 

(中小)鉄鋼業 ・年 1回の民間の ISO14001審査登録機関による監査 
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表 5.4 法改正等の情報収集 
ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

法改正等の情報収集のために参

加している外部研修とは？ 

また、インターネット活用の具

体的な事例は？ 

(中小)非鉄金属業 ・外部研修については、案内が届いた場合に検討して参加する

ことがある。 

・公的機関が主催する研修は無料であるために参加する。 

・インターネットについては、疑問点があった場合や問題の指

摘を受けた場合に、検索して確認する。審査機関のメールマ

ガジンなども参考としている。 

・毎年 4月に該当法令をインターネットで調査しているが、確

認作業に工数を要するので毎年苦労している。 

・法改正などがあった場合、届出機関より周知の文書あどが届

く場合があり、その場合の説明会に積極的に参加している。 

(中小)電気機械器

具製造業 

・基本的には公的機関が実施する研修であり、県の環境課から

の案内文書をみて確認している。 

・無料の場合がほとんどであり、関連する研修を確認して受講

している。具体的には産業廃棄物対策や水質汚濁防止法に関

連する内容のものを受けている。 

・インターネットでも情報収集を産廃、水質汚濁防止法関連の

情報を収集している。 

(中小)非鉄金属業 ・公的機関及び民間機関の両方の研修で、有料・無料ともに必

要に応じて受講している。 

・頻度は年 2回以上 

・内容はタイムリーな事案のもの 

(中小)化学工業 ・会員として所属する「化成品工業協会」主催の公害防止関連

のセミナーに参加。法改正の内容に関する最新情報を入手。 

・頻度は年 1～2回程度（費用は比較的少額 1,000円程度） 

・上述の協会からのメールで、公害防止関連の情報や告知に関

するウェブサイトの紹介があり、その都度参考にしてインタ

ーネットで確認している。 

(中小)ゴム製品製

造業 

・民間コンサル企業が主催する環境関連の研修（有料・無料）

に年 1回程度参加。 

・(一社)県資源循環協会の主催する廃棄物関係の研修(無料)

に数年に 1回参加。 

(中小)非鉄製錬業 ・親会社の環境部門が主催する定期研修を受講している。 

・グループ企業のみで、参加費は無料。 

・年 2回の開催 

・法改正に関する必要事項の更新と内容の説明。 

・上記研修は概要だけであるので、詳細については独自でイン

ターネットで情報収集を行っている。 

(大)化学工業 ・産環協主催、業界団体が主催するセミナーに参加。 

・有料であるが、会員であるので無料の場合もある。 

・特別セミナーでは 1万円程度のもの 

・頻度は不定期。法改正の動きがあるときは頻度がアップ。 

(大)化学工業 ・産環協主催の法令動向･実務解説セミナーに参加。 

・環境省、経産省の新着情報メールサービス、民間企業の有料

の情報サービスで情報収集を行っている。 

(大)窯業･土石製

品製造業 

・民間の法規制検索システムを契約している。 

・その他に、民間のコンサル企業と契約し、環境関係の情報配

信サービスを受けている。 

・外部講師を招いて、当社での集合研修を実施している。 

(大)鉄鋼業 ・行政による法改正内容の説明会（無料）に参加。 

・産業環境管理協会による環境管理に関する講習会に参加。 

(大)化学工業 ・民間機関が開催している研修で極力無料のものを選択して受

講している。 

・専ら国(環境省)の HPから情報収集している。 

(大)輸送用機器製

造業 

・国･公的機関(地方自治体)、民間機関(コンサルタント､出版･

発行社)・業界団体やメルマガ等を活用（有料、無料とも）。 
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表 5.5 インターネットを活用した情報提供への要望 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

インターネットを活用した情報

提供への要望 

(中小)化学工業 ・直接、公的機関からのメール配信があれば、時間短縮になる。 

(中小)ゴム製品製

造業 

・インターネットで情報収集しているが、法改正の確認に時間

を要し、事後に分かることも多い。公害に関する法令･告示･

通達等の改正についてメール等で通知してほしい。 

(中小)非鉄製錬業 ・以下のことができれば、より詳細でタイムリーな情報収集が

できるので効率的だ 

  －関連法令を登録し、該当法令の改正時にメール等で通知 

  －告知内容掲載場所（HP）の一元化 

(大)化学工業 ・条例を調べる際に、県によってトップページのレイアウトや

条例の分類（環境分野であったり、保健の分野であることも）

が異なるので探しにくく、統一してほしい。 

(大)鉄鋼業 ・メルマガ等で情報が送られてくると漏れなく情報をチェック

できるので、運用を多くしてほしい。 

・法改正等に係わる情報提供は、環境省、経産省等がほぼ同じ

ような内容を提供している場合が多い。見る側は、全く同じ

情報が提供されているかどうか分からないので、念のために

確認する必要がある。国レベルの情報提供内容は一本化して

ほしい。 

 
表 5.6 アウトソーシングしている公害防止の管理・指導の具体事例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

アウトソーシングしている公害

防止の管理･指導の内容は？ 

(大)ゴム製品製造

業 

・設備のメンテナンス 

・講習会･勉強会の開催 

 
表 5.7 アウトソーシング活用によるコンプライアンス強化の具体例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

アウトソーシング活用の理由と

して、「コンプライアンスの強

化」を挙げているが、具体的に

は？ 

(中小)ゴム製品製

造業 

・近年、データ偽造が問題となっており、サンプリング～分析

をアウトソーシングすることで測定結果の信頼性を高める。 

(大)医薬品製造業 ・高度な技術を有する専門機関によるサンプリング･分析に基

づいた結果は、第三者によって証明される結果であり、正確

性・信頼性が高く、かつステークホルダーなど外部から見る

と自前での結果よりも信憑性が高いと感じられる可能性が

あるため。 

(大)電気機械器具

製造業 

・サンプリング、分析は条件によって結果に変化が生じる可能

性を完全に排除できないため、客観性を保つ意味でも外部委

託を利用している。 

(大)鉄鋼業 ・測定値次第で、排出基準超過（＝法律違反）となることから、

測定には精度（専門的な技能）が必要であるから。 

・また、測定を他社に委託することで、排出基準内であること

を他社に証明してもらうことができる。 

・よって、資格（計量証明事業所）を有する会社に測定を委託

している。 

(大)電気供給業 ・分析結果の公正性を担保するため、第三者機関に分析委託す

ることがコンプライアンス強化に繋がるとの考え。 
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表 5.8 アウトソーシング時に管理方法の具体例 
ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

アウトソーシングの際に、どの

ように管理しているのか？ 

(中小)ゴム製品製

造業 

・まず、アウトソーシング先の選定で、市に登録している測定

業者のうち、県の環境計量証明事業協会員と日本環境測定分

析協会員の両方に登録している測定業者を選ぶようにして

いる。 

(大)医薬品製造業 ・特に明確の管理方法はなし。 

(大)電気機械器具

製造業 

・外部委託時の管理方法として、分析結果の書類等を保管して

いる。 

(大)鉄鋼業 ・アウトソーシングする際の管理方法としては、次の資料を提

出してもらい、測定の漏れや測定の不備がないかを確認す

る。 

  －年間測定計画と実績 

  －計量証明事業登録証 

  －測定機器の検定済証 

(大)電気供給業 ・公害防止管理者による立ち会い・確認 

・第三者機関による分析により、チェックを実施する体制 

 
表 5.9 地方自治体や周辺住民とのコミュニケーションを採っていない理由 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

地方自治体とのコミュニケーシ

ョンがあまりないとしている理

由は？ 

(中小)化学工業 ・地方自治体とのコミュニケーションは必要であると考えてい

るが、立地場所が僻地にあるため、双方にとって時間的･距

離的な制約が大きく、必要最低限のコミュニケーションにと

どめている。 

(中小)非鉄金属業 ・地方自治体とのコミュニケーションは非常に大切と考えてい

るが、いろいろと相談したいものの縦割り的なこともあり窓

口を転々として経緯があった。 

(大)ガス供給業 ・製造所としては、公害防止管理者の異動、設備の新増設など、

行政への届出が必要な事案や法令順守事項等に関しては、従

来から不明な点や疑問点があれば、その都度、行政の担当官

に問い合わせ、あるいは相談している。その意味で、これ以

上のコミュニケーションの必要性は感じていない。 

 
表 5.10 周辺住民等への情報提供等の具体例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

地域等のコミュニケーションに

おいて、地域住民への情報提供

方法の具体的方法は？ 

(中小)石油製品･

石炭製品製造業 

・説明会は、地域地区長に直接相談し、市役所、市議会議員に

も案内する。会場としては本社の会議室を使用。 

・参加住民の反応：積極的に意見を出され、好評である。 

(中小)非鉄金属業 ・説明会の案内は、電話で実施。 

・定例となっており、住民の反応に変化はない。 

(大)パルプ･紙･紙

加工品製造業 

・環境モニター懇談会を年 2回、工場周辺の自治会（各自治会

から 2名ずつ）を工場に招いている。 

・環境保全の取組、工場見学会、意見交換会を開催。 

・年 1回実施している環境関連のアンケート調査結果も報告し

ている。 

・参加者の反応：取組内容を聞いて安心した。 

        何を製造している会社か理解できた。 

        アンケートを継続し意見を聞かせてほしい。 
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 (大)ゴム製品製造

業 

・工場では年 2 回、住民懇談会、住民説明会、地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

と言った名称で近隣住民向けに、会社の活動状況の説明会、

工場見学などを開催。 

・例えば、次のような内容で実施しています。 

－地域の各区長宛に開催案内を送付 

－回覧板にて参加者を募集 

－市の環境課、市議会議員なども連絡 

・参加住民の反応として、工場での生産内容、場内の様子など

で理解を得て好評である。 

・内容は、会社概要、工場での取組内容（騒音、振動、臭気対

策などと生物多様性保全活動や植樹活動など）と工場見学、

質疑応答 

・質疑への回答も、地域に回覧 

・CSRレポートの内容説明と解説 

 
表 5.11 公害防止管理技術の教育方法における社外研修の具体例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理技術の教育におけ

る外部研修とは？ 

(中小)金属製品製

造業 

・業界団体の説明会・研修会に参加している。 

 
表 5.12 公害防止管理における社内独自の資格制度の事例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理において自社で取

り組んでいる独自の社内資格制

度は？ 

(中小)金属製品製

造業 

・公害防止技術だけでなく、製品製造時の工程（機械装置の操

作も含む）に各段階の達成表を作成し、個人が目標を立てて

習得に励む。達成（職人、巨匠になる）したら、その業務を

担当できるようにしている。 

(中小)金属製品製

造業 

・社内独自ではないが、東京都公害防止管理者制度を活用して

いる。 

(大)化学工業 ・各課廃棄物担当者になるためには、事業所内の教育を受ける

必要がある。 

・“環境責任者”を ISO14001の中で決めている。 

(大)窯業･土石製

品製造業 

・ばい煙発生施設や水質特定施設のオペレーションは、一定レ

ベル以上の管理技術・技能を必要とするため、EMSにおいて、

これらの施設の従事者に対して力量認定基準を設定し、この

基準に適合した者を認定者とする仕組みがある。 

(大)電気供給業 ・火力発電部門において、社内認定資格制度を設けている。公

害防止技術･法令等に関する所用の社内研修を受講すること

で資格認定される仕組み。 

 
表 5.13 公害防止管理における OB の活用事例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理においてＯＢの活

用事例は？ 

(大)食品製造業 ・経験値をもとにデータから異常の兆候を捉える、データが通

常と違う挙動を示した際に素早く適切な対処を行う。 

(大)医薬品製造業 ・実務を担当 

・環境管理、公害防止管理に関する日常業務（チェック、メン

テナンス）の遂行が主な業務であり、日常業務を通じて、あ

る程度は技術の伝承（法対応実務の知識、日常管理業務のノ

ウハウなど）が行われている。 

(大)鉄鋼業 ・環境関係の現場パトロールスタッフとして活用（パトロール

のポイントや過去のトラブル事例を OJTにより指導） 

・データの管理（操業データと環境データをオンラインで確認

しながら、相互影響の状況の予測、変化要因の絞込を実施） 

・公害防止に係る管理部署と操業部署のリンク 

 （現場操業部門と環境管理部門の両方に、必要な経験やノウ

ハウを伝え、相互にリンクするような管理の方法を指導） 



7 
 

(大)輸送用機器製

造業 

・実務を担当している 

・悪臭防止法に基づき、工場境界の臭気測定器のデータ収集分

析、夜間の工場境界における騒音･振動測定において影響の

ある発生源の特定（工場を熟知している） 

・工場排水（油水分離槽）の水質の目視点検（油膜、色等）及

び pH計の校正等の実施 

 
表 5.14 現地工場で排出基準を日本と同じにしている理由 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

海外の現地工場で排出基準（排

ガス、排水）について、日本と

同じにしている理由は？ 

(大)化学工業 ・基本的に海外工場は日本と同じように、工場の生産技術部隊

が設計し、建設しているため、管理値は日本と同じになる。 

・特に厳しい地域については別途検討する場合もあるが、海外

法規の継続的な監視は、特に中国では難しいために、同等に

している。 

(大)電気機械器具

製造業 

・グローバルで事業を展開しているので、環境負荷低減をグロ

ーバルに展開することは企業として果たすべき使命と考え

ている。 

・例えば、法規制が存在しない地域においても基本的に日本と

同じレベルの基準を設定している。 

(大)輸送用機器製

造業 

・生産変動･設備運転負荷変動･突発流出等の「安全･余裕度を

見込む」との考え。 

・現地の基準順守が基本であるが、その上乗せで日本と同じよ

うに大気・排水規制に１／５、１／２の設定をしている。 

(大)機械製造業 ・排水規制については、国毎に規制物質や規制値が異なるが、

リスク管理の観点から、現地の基準の順守は当然で、現地基

準と日本の基準を比較して日本の基準が厳しい場合は日本

基準を自主基準とするようにしている。 

 
表 5.15 現地工場における公害防止管理のための人材育成の事例及び課題 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

海外の人材育成の具体的な内

容・課題は？ 

(中小)金属製品製

造業 

・写真等を入れて、現地の作業者に分かり易いマニュアルの第

1版を作成している。 

・日本企業のコンサルタントも活用している。 

(大)機械製造業 ・現地人材の教育についても、基本的には現地に任せているが、

現地のマネージャについては、年 1回日本で開催する環境会

議や日本人が現地に赴いて行う監査等を通じて OJTを実施。 

・課題は現地法規制の理解と語学力（コミュニケーション） 

(大)化学工業 ・公害防止管理者特有の教育の課題はない。 

・海外担当者全般の教育の課題としては、多くのことを吸収し

なければならないために、常に OJTでコミュニケーションを

とることが必要（理解していないことが多いので）。 

・日本のように終身雇用状態ではなく、数年で新しい人に教え

る必要が出てくる。 

(大)輸送用機械製

造業 

・現地人材育成の具体的方法 

  －政府主催の会議･通達の活用 

  －コンサルタント主催の勉強会への参加 

・課題 

  －専門知識に熟知した人材（教育できる人材）が不足 

  －外部教育機会の不足 

  －コンサルタント費用が高額 

  －管理項目に対する管理体制が不十分（人員不足） 

  －従業員一人ひとりの公害防止に対する意識の向上 

・解決方法 

  －コンサルタントの活用（費用については課題有り） 

  －知識のある現地人の採用 
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表 5.16 公害防止管理者制度が役に立っていない理由 
ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理者制度において、

「役に立っていない」としてい

る背景・理由は？ 

(中小)化学工業 ・トラブルや不具合等で汚染物質の排出、漏洩などがない。 

(大)窯業･土石製

品製造業 

・EMSの取組の中でも、公害防止に関する取組が行われており、

公害防止管理者のウェイトが低い。 

 
表 5.17 公害防止管理者制度が「技術レベルの向上に役に立っている」事例 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

公害防止管理者制度が「技術レ

ベルの向上」に役立っていると

の事例は？ 

(中小)機械製造業 ・公害防止のための直接技術は施設メーカーであるが、間接的

なものとして、排水処理施設の改良や防音壁などの改善が挙

げられる。 

・公害防止に関する規制基準や監視方法も含め、様々な知見を

有する者が公害防止管理者を中心にして増えてきた。結果と

して、処理能力のアップや処理時間の短縮が挙げられる。 

・間接的に知識を保有することで、技術レベルの高い施設等の

新設や更新に繋がっている。 

(中小)医薬品製造

業 

・公害防止管理者の資格を得るために必要な知識を習得し、工

場関係者への情報発信や、現場での実務により、工場全体の

技術管理レベルの底上げに貢献している。 

・更に、有資格者としての一つの到達点（目標）・スキルアッ

プの格好のテーマでもあり、資格を取る事による若手の技術

レベル向上意識やモチベーションの向上にも寄与している。 

(中小)電気機械器

具製造業 

・公害防止管理者は排水処理施設の保守保全業務で水質管理面

のデータに気を遣い、より良い処理を目指し業務を行い、技

術的な手法や、トラブル時の対応を会得している。 

(大)パルプ・紙製

造業 

・現業部門での公害防止管理者の選任、社員に資格取得を啓発

することで、コンプライアンス、理論と実際を踏まえた操業

および設備改善に繋げられている。 

(大)窯業・土石製

品製造業 

・技術者としての必要資格として、公害防止管理者の資格取得

をあげているため、特にコンプライアンス順守のための管理

体制がより強固なものとなった。 

(大)輸送用機器製

造業 

・特定の専門分野の業務であり「技術技能の伝承」で一定水準

が保たれている。 

(大)電気供給業 ・公害防止管理者が書類承認時などの従業員に対する指導・助

言をすることにより、公害防止管理全体の技術レベルが向上

した。 

(大)電気機械器具

製造業 

・専門知識を有する公害防止管理者の選任等により、資格取得

時に技術的な内容を学ぶことで技術レベルが向上する。 

・作業の実施において、資格取得者が従業員を指揮することで、

作業者の技術向上にもつながる。 

(大)鉄鋼業 ・有資格者による指導の結果、公害防止管理技術全体が向上し

ている。 

 
表 5.18 公害防止管理の教育･普及におけるセミナー・研修の内容について 

ヒアリング項目 ヒアリング企業 ヒアリング結果 

開催するとすれば、セミナー・

講習会の具体的な内容は？ 

(中小)非鉄金属製

造業 

・突然の改正（強化）があったが、改正されたことへの説明や

今後の対策等といった講習会をしてほしい。 

・その意味でタイムリーなセミナーであってほしい。 

(大)輸送用機器製

造業 

・行政機関による公害防止管理者の教育（無料） 

(大)ゴム製品製造

業 

・リフレッシュ及びレベルアップに繋がる内容 

(大)非鉄金属業 ・業種別の講習会とし、法令や公害防止に繋がる技術 

(大)電気供給業 ・(一社)産業環境管理協会のリフレッシュ研修のような内容 
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６．文献調査結果 

 
 有識者による検討会資料として取りまとめるために、次の項目について各種参考資料より

調査した。 
 
（１）国内公害防止管理に係る取組の現状 

 我が国の公害防止への取組状況について、以下の項目について調査し、第 1 回検討会資料

として取りまとめた。本資料は、添付資料“第 1 回検討会資料”として本報告書に添付した。 
 

① 公害防止管理の変遷 
② 公害防止に関するマクロ指標の推移 
③ 公害防止管理業務フロー 
④ 大気、水環境の環境基準達成状況の推移 
⑤ 大防法、水濁法の対象施設、立入検査、行政指導件数の推移 
⑥ 製造業の工場の海外進出状況 

 
 さらに、第 1 回の検討会での次の指摘事項について追加調査し、第 2 回検討会資料として

取りまとめた。本資料は、添付資料“第 2 回検討会資料”として本報告書に添付した。 
 
   ① 水環境の環境基準達成状況の推移におけるデータの追加 
   ② ばい煙発生施設への行政指導数増加の理由について 

 
（２）海外の公害防止管理者制度の概要 

アンケート調査結果より、アジア諸国の中から多くの企業が進出している 3 ヶ国（中国、

タイ、インドネシア）の公害防止管理者制度について、以下の項目について調査し、第 2 回

検討会資料として取りまとめた。本資料は、添付資料“第 2 回検討会資料”として本報告書

に添付した。 
   

① 企業の公害防止管理者制度の特徴 
② 公害防止組織 
③ 公害防止における各主体の役割 
④ 公害防止管理者制度の対象事業者等 
⑤ 資格制度 
⑥ 試験・研修制度 
⑦ 公害防止管理者等に必要な知見（能力） 

 
参考資料 
＜日本＞ 
・経済産業省 Website 
・経済産業省「事業者向け公害防止ガイドライン」 
・経済産業省「公害防止ガイドライン」の概要 
・環境省；効果的な公害防止取組促進方策検討会（第 1 回）配布資料の参考資料１「公害防止管理者
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法の概要」 
・（一社）産業環境管理協会「平成 18 年度からの公害防止管理者等の資格に係る国家試験制度につい

て」 
・（一社）産業環境管理協会 HP 
・公害防止管理組織法 
 
＜中国＞ 
・中華人民共和国環境保護法 
・環境保護部 2008 年企業環境監督員制度建設指南（暫定） 
・国発[2005]39 号科学的発展観の実行による環境保護強化に関する決定 
・環発[2008]89 号企業環境監督員制度の試行事業強化に関する通知 
・人社部発[2014]53 号職業資格許可の削減及び認定における問題に関する通知 
・国発[2014]56 号環境監督執行強化に関する国務院弁公庁の通知 
・環弁[2014]116 号 2015 年国家重点監控企業名単 
・人社部函[2015]69 号職業資格整理整頓監査活動展開に関する通知 
・環保部[2015]89 号｢企業環境監督員制度試行事業の通知｣の廃止 
・鶴崎克也；公害防止管理者制度のアジアへの普及､OECC 会報 58,p15 
・池田ら；環境管理,p.50,No.7,Vol.49(2013) 
・鶴崎克也私信 
 
＜タイ＞ 
・小野憲仁；タイ国での公害防止管理者制度（環境スーパーバイザー制度）, 環境管理, p.38, No.8, Vol.43 

(2007) 
・池田茂、鶴崎克也；公害防止管理者制度のアジア展開,環境管理, p.50, No.7, Vol.49 (2013) 
・鶴崎克也；公害防止管理者制度のアジアへの普及, OECC 会報 58, p15 
・鶴崎克也私信 
・JETRO Thailand Website；Regulations Issued under the Factory Act/ Related Manual and 

Guideline, Notification of the Ministry of Industry B.E. 2545 (2002) & B.E.2554(2011),   
Ministerial Regulation B.E.2535(1992) 

 
＜インドネシア＞ 
・鶴崎克也；公害防止管理者制度のアジアへの普及､OECC 会報 58, p15 
・池田ら；環境管理, p.50, No.7, Vol.49 (2013) 
・2009 年 32 号環境保護と管理に関する法律 
・2004 年 3 号水質管理及び廃水汚染管理に関する西ジャワ州知事令 
・2006 年環境大臣規則 6 号環境保護事業機関と人材の標準能力に関するガイドラインについて 
・2009 年環境大臣規則 3 号水質汚濁公害防止管理者資格認証及び資格基準 
・2001 年環境大臣規則 82 号水質汚濁防止及び水質管理に関する政令 
・2010 年環境大臣規則 1 号水質汚濁防止管理に関する環境大臣令 
・2012 年西ジャワ州環境保護局資料｢西ジャワ州における EPCM プログラムの実施｣ 
・鶴崎克也私信 
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